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訳者解説 
 
本書は、世界保健機関（WHO）が 2008 年に発⾏した”Guidelines on the provision of manual wheelchairs 
in less-resourced settings” の全訳である。表題は直訳すると「低リソース状況での⼿動⾞椅⼦供与ガイド
ライン」であり、邦題には多少訳者の意図が加わっている。 

⽇本語版表題について 

本書は、表題および「まえがき」が述べる通り、主に低・中所得国向けに⾞椅⼦供与事業・政策策定の指針
として作成されたものだが、先進⼯業国にとっても極めて重要な内容を含む、グローバルな⽂献である。 

「低リソース状況 less-resourced settings」とは、本書 p.11「⽤語」の説明によれば「・・・財政、⼈、
社会基盤のリソースが限られた（低・中所得国の⼀般的状況だが、⾼所得国でも地域によっては当てはまる）
地理的領域」のことである。ここで説明している通り、「低リソース状況」は決して低・中所得国に限った話
ではない。貧困、所得格差、⽀援制度の空隙、給付内容の地域差、⼈材不⾜、後継者難などの問題は、⽇本
の現場、特に過疎地や遠隔地、離島を含む地域や家庭で当事者に寄り添いながら⾞椅⼦・姿勢保持装置の供
与に関わる者にとって、決してよそごとではないであろう。低リソース状況、あるいは相対的にリソースに
乏しい状況はどこにでもある。その意味で本書の翻訳出版は⾞椅⼦・姿勢保持装置に関する国際協⼒のため
の重要資料を供するにとどまらず、従来意識化・⾔語化・可視化されてこなかった内なる「低リソース状況」
を認識し現状を捉え返す巨視的な思考枠組みを与える点でも、意義あることと信じる。 

ただ訳者らが表題の翻訳において最も懸念したのは、「低リソース状況」の語が冒頭に⼊ることで、せっかく
⼿に取って頂いても「なんだ途上国の話か、豊かな⽇本の我々には関係ない」と読まないうちに放り出され
てしまう事態であった。そこで原著版権保有者の世界保健機関・障害班にはこうした事情と意図を説明して
承諾を得、表題には原著にない「世界」の語を加え、「低リソース状況」は副題に回した次第である。 

関連する出版物 
⾞椅⼦や姿勢保持に関連して、WHOからは、⽶国国際開発庁（USAID）などの協⼒のもとで以下の出版物が
刊⾏されている： 

1. 本書 

2. 低リソース状況での移動⽀援機器供与に関する共同⽅針提⾔書：個⼈的移動性に関する障害者の権利に
関する条約（CRPD）履⾏に向けた⼀歩 (Joint position paper on the provision of mobility devices in 
less-resourced settings : a step towards implementation of the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (CRPD) related to personal mobility, 2011) 

3. 基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージ (Wheelchair Service Training Package ‒ Basic level, 2012) 

4. 中級⾞椅⼦サービス教習パッケージ (Wheelchair Service Training Package ‒ Intermediate level, 2013) 

5. 管理者向け・関係者向け⾞椅⼦サービス教習パッケージ (Wheelchair Service Training Package for 
Managers and Stakeholders, 2015) 

6. ⾞椅⼦サービス教習員向け教習パッケージ (Wheelchair Service Training of Trainers package, 2017) 

1. は、主に低・中所得国向けに作成された⾞椅⼦供与事業・政策策定の指針であるが、先進⼯業国にとって
も極めて重要な内容を含む、全世界に対するガイドラインである。 



2. はいわば本書の三年⽬のフォローアップで、内容は、本ガイドライン（の実⾏は、すなわち「障害者の権
利に関する条約」の履⾏に向かうことである）の提⽰にもかかわらず低リソース状況での移動⽀援機器普及
が遅々として進まない現状報告、改善を阻む問題点の指摘、およびその克服に向けた政策提⾔などである。 

3-5. は 1-2. が強調する、職員研修/⼈材育成のための教習パッケージである。3. および 4. は現場で⾞椅⼦
の供与や適合に携わる職員向けの実践的技能教習パッケージで、受講者⽤参考書・ワークブックのみならず、
教習員⽤参考書（講習準備の⼿引きや必要機材リスト、授業シナリオも含む）、プレゼンスライド、動画、受
講者および教習員の評価表、意識啓発⽤ポスター、各種書式（参加登録簿から写真撮影許可書など）まで網
羅し、教習の内容のみならず実施・運営・評価までの完備したマニュアルとなっている。 

特に 3. は、⾞椅⼦の基礎技能教習教材として途上国のみならず世界に広く普及しており、例えば⽶国では、
国際⾞椅⼦専⾨家学会（ISWP）がその教習を実施している。 

また 4. は 3. を修了して現場経験を積んだ職員向けの次の段階の教習パッケージで、姿勢保持ニーズのある
⾞椅⼦ユーザー、特に⼦どもへの対応に重点を置いた内容である。姿勢保持については、途上国を含む世界
で広く実施可能な、普通型⾞椅⼦に改造を加え、姿勢⽀持具を追加する範囲での対応を取り上げている。 

5. は 2部に分かれ、それぞれ⾞椅⼦供与に携わる事業体の管理職向け教習、および⾞椅⼦供与関係者（当事
者や実務家のみならず⾏政担当者、政治家、企業家、資⾦供与者、メディアなども含む）向け意識啓発ワー
クショップの実施パッケージである。 

6. はさらに 3-5. で指導に当たる⼈材の⼒量育成、いわば「教育者を教育する」ためのパッケージである。 

これらの教習パッケージは、その内容のみならずインストラクショナルデザイン（研修設計）の点でも優れ
て現代的であり、訳者は⾞椅⼦、姿勢保持、国際協⼒のみならず、広く教育や研修に関わる⽅々に読まれる
ことを期待している。上記の資料はすべて、⽇本⾞椅⼦シーティング協会より順次翻訳・出版する予定であ
る。また WHO による本ガイドラインの改訂作業（なお、WHO の担当者によると「低リソース状況」の語は
新ガイドラインの表題からは外す由）も進んでおり、数年のうちに発⾏される予定である。 

⽤語と⾒取り図 

ただ⽇本の読者にとって、本書を読み進むなかで難しく感じられるのは、「⾞椅⼦供与」「⾞椅⼦サービス」
「⾞椅⼦サービス提供」「⾞椅⼦のサービスステップ」といった聞き慣れない（⾞椅⼦に伴うサービスを体系
的に概念化し、必須のものと定義した点で上記「ガイドライン」は画期的であるため）概念であろう。 

これらの意味は、本書の「⽤語」および本⽂でも説明されているが、各国での優れた実践例などを踏まえ、
⽇本の制度とは別の観点で WHO が構想した⾞椅⼦供与の理想像を俯瞰するには、これではまだ⾜りまい。
そこで上記⽤語の意味と相関を読者が⼀望できるよう、世界保健機関・障害班の承諾を得た上で本ガイドラ
イン全体の概念構成の⾒取り図を訳者らで独⾃に作成し、この解説の直後に付録している。 

おわりに、本書の翻訳には、公益財団法⼈⽇本社会福祉弘済会より研究助成（2021年度）をいただきました。
ここに⼼より御礼を申し上げます。翻訳の確認と校閲については、以下の⽅々のご協⼒をいただきました。
ここにお名前を記し、謝辞に代えさせていただきます。 

浦川純⼆、⽊下義博、鷹野真利、中村詩⼦、⻄⽅倫彰、宮本泰輔、⼭崎雅幸（敬称略） 
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⽇本⾞椅⼦シーティング協会国際委員会・アジア姿勢保持プロジェクト（担当：松本和志） 
  



訳者解説付録：本書の概念構成 
 

凡例：  各ガイドライン                 ⾞椅⼦ユーザーの/への 
        項⽬        関係者と活動領域     参画/介⼊ 
       プロセス         (pp.30-33) 

 
         ⾞椅⼦ユーザー 
⾞椅⼦      および家族・介助者（第 1 章） 

 
 
                  ⾞椅⼦供与(p.25)  
   ⾞椅⼦の設計・ 
   ⽣産・供給 
   (第 2 章) 
    設計(p.43) 
     ニーズ評価 
     設計/選択 
     試験 
    ⽣産         ⾞椅⼦サービス提供(第 3 章)  関連業務 
    供給         サービス提供のステップ(p.76)  意識啓発・政策提⾔・ 
                  ①紹介・相談       ネットワークづくり他 
                   および⾯接予約 
                  ②事前評価 
                  ③処⽅（選択） 
                  ④資⾦調達および発注 
                  ⑤製品の下準備 
                  ⑥フィッティング 
                  ⑦ユーザー教習      教習/⼈材育成 
                  ⑧フォローアップ・    (第 4 章) 
                   メンテナンス・修理   ・紹介・相談ネット 
                                ワーク向け 
                               ・⾞椅⼦サービス 
   政策および                           提供職員向け 
   計画策定(第 5 章) 
 
 
 
適正な⾞椅⼦・インクルージョンと参加 

政策企画者・実施者 

障害者団体 

紹介・相談ネットワーク 

専⾨職グループ 

⾞椅⼦サービス事業 
・管理業務      
・臨床業務      
・技術業務      
・教習業務      

製造者 

供給者 
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訳注： 

• 本書は、Guidelines on the provision of manual wheelchairs in less-resourced settings, WHO, 2008. の
全訳である。底本には英語版（https://www.who.int/publications/i/item/9789241547482）を⽤いた。 

• 本書の翻訳出版は、⼀般社団法⼈⽇本⾞椅⼦シーティング協会の、資料作成事業の⼀環である。 
• 本書は、WHOより⾮営利（販売は費⽤回収⽬的でのみ可）での翻訳出版許可を取得している。 
• ⽇本語版翻訳に関する著作権および⽂責は、すべて⼀般社団法⼈⽇本⾞椅⼦シーティング協会に帰属する。 
• 翻訳および編集作業は、同協会国際委員会・アジア姿勢保持プロジェクト（ASAP）で⾏なった。 
• 本書を転載する際は⽇本⾞椅⼦シーティング協会までご連絡（連絡先は⾒返しを参照）頂きたい。 
• 英語原⽂と⽇本語訳⽂の間に内容の齟齬がある場合は原則として英語版を正とするが、誤記、団体の名称・
住所・URLなどで変更されているものなどは、WHOに確認のうえ訳者で⼀部訂正している。 

• 国際連合の条約など政策⽂書で複数⾔語の正⽂が定められているものは、英語版の参照先を記した。 
• 政策⽂書の⽇本語訳は、既存の訳を参考にしつつ、訳者で独⾃に訳出したものである。 
• インターネット上の参考⽂献のURL閲覧⽇は、すべて2022年1⽉28⽇である。 
• 原⽂にない訳者による補⾜は［ ］内に⼊れて⽰している。 
• ⽂中の脚注番号のうちカッコ（ ）⼊りのものは各章末の参考⽂献、（ ）なしは各ページの脚注に当たる。 
• 主な原⽂の⽤語と本書での訳語は、原則として下表の通り対照させている。訳語はなるべく原著に忠実に、
平易かつ他の⽤語法との混同を避けるよう努めた。本書出版時点の国際標準化機構（ISO 7176-26:2007）、
⽇本⼯業規格（JIS T9201:2016）との異同などは、できる限り脚注で⽰した。p.21 図２.1 も参照。 

• 脚注の [⽤語集] は ⾞いす・シーティング⽤語集, ⾞いす・シーティング⽤語検討委員会, 2005. を指す。 
 

英語⽤語 ⽇本語訳語 
armrest ひじ掛け [ISO 7176-26:2007: arm support, JIS T9201:2016: アームサポート] 
assessment 事前評価 
backrest 背もたれ [ISO 7176-26:2007: back support, JIS T9201:2016: バックサポート] 
calf 下腿、［特にその部分を指す場合］ふくらはぎ 
camber キャンバー［原義は、中央部が上反りして⾼くなっている様⼦］ 
clinical 臨床 
footrest ⾜台 [ISO 7176-26:2007: foot support, JIS T9201:2016: フットサポート] 
manual wheelchair ⼿動⾞椅⼦ 
personal mobility ［主に⾏為を指して］個⼈的移動、［主に機能を指して］個⼈的移動性 
postural support 姿勢⽀持 
product preparation 製品の下準備 
referral 紹介・相談 
seat 座⾯ [ISO 7176-26:2007: seat, JIS T9201:2016: シート] 
seating 座位保持 
service delivery サービス提供 
training 教習、［条約などで定訳がある場合］研修 
upholstery 張り布 
user ［指⽰内容が明⽩な場合］⾞椅⼦ユーザー、ユーザー 
wheelchair provision ⾞椅⼦供与 
wheelchair services ［⾏為］⾞椅⼦サービス、［事業・事業組織］⾞椅⼦サービス事業、 

［施設・所在地］⾞椅⼦サービス事業所 
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まえがき 
 
⾞椅⼦は、⼈権を享受し、尊厳をもって⽣きる前提である個⼈的移動性を⾼めるために最もよく使われ
る⽀援機器の⼀つで、障害者が地域のより⽣産的な⼀員となることを⽀えるものです。多くの⼈びとに
とり、適正で、巧みにデザインされ、ぴたりと合った⾞椅⼦は、社会へのインクルージョンと参加に向
かう最初の⼀歩となるのです。 

国際連合「障害者の機会平等化に関する基準規則」「障害者の権利に関する条約」および世界保健総会
WHA58.23決議［第 58回世界保健総会決議第 23号］のいずれもが、⾞椅⼦やその他の⽀援機器の開発
途上世界における重要さを指摘していますが、そうしたところでは、⾞椅⼦を必要とする⼈びとのうち
持っている⼈はほとんどおらず、既存の⽣産施設は不⼗分で、⾞椅⼦が必要な関連サービスを⽋いたま
ま寄付されることがあまりにも多い状況があります。 

ニーズが満たされなければ、障害者は⾃らの地域にあっても孤⽴し、他の⼈と同じ機会にアクセスでき
ません。⽬的に合った⾞椅⼦を供与すること、それは移動性を⾼めるにとどまらず、教育、仕事、社会
⽣活の世界へと開かれる、プロセスの始まりでもあるのです。その次の段階として、国の政策を策定し、
⾞椅⼦の設計・⽣産・供給についての教習機会を⾼めることが⽋かせません。 

開発途上世界の現実、そして世界の低リソース地域で機能しうる⾞椅⼦供与システム開発への差し迫っ
た必要に鑑み、世界保健機関（WHO）、⽶国国際開発庁（USAID）、国際義肢装具学会（ISPO）、障害者
インターナショナル（DPI）は、国際リハビリテーションセンター（CIR）、モティベーション慈善基⾦
（Motivation）、国際ワールウィンド⾞椅⼦（Whirlwind）との提携の下、WHO 加盟国が国内の⾞椅⼦
供与システムを創出し発展させ、それによって「障害者の権利に関する条約」第 4・20・26条を履⾏す
ることを⽀援するため、本書を作成しました。⽶国国際開発庁のパトリック・レーイ戦争犠牲者基⾦に
は、このガイドライン制作へのご⽀持、およびその施⾏へのご⽀援に謹んで御礼申し上げます。 

 

 

エティエンヌ・クルッグ ロイド・フェインバーグ ダン・ブロッカ ヴィーナス・イラガン 
世界保健機関 ⽶国国際開発庁 国際義肢装具学会 障害者 

インターナショナル 
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要約 
 

このガイドラインが希求するのは、「障害者の権利に関する条約」（特に第 4・20・26条）および 2005
年 5⽉ 25⽇の世界保健総会決議 58/23 の履⾏を⽀持するための加盟国による⾞椅⼦供与システム策定
を⽀援することにより、⾞椅⼦ユーザーの個⼈的移動性が増進し、⽣活の質が⾼まることである。 

本ガイドラインは、⼿動⾞椅⼦1、および⻑期間使⽤する⾞椅⼦ユーザーのニーズに焦点を置いている。
推奨事項は、⾞椅⼦サービスに携わる⼈びとを対象とし、設計や計画から⾞椅⼦の供与や供給、メンテ
ナンスにわたっている。 

本ガイドラインは、以下の５章に分かれる： 
1. はじめに 
2. 設計および⽣産 
3. サービス提供 
4. 教習 
5. 政策および計画策定 
 
１．はじめに 

この導⼊の章では、⾞椅⼦へのニーズおよびその有益さ、⾞椅⼦の種類と供与のしくみについて述べる。
また適切な⾞椅⼦の要件も定義し、関係者とその役割を読者へ紹介する。 

⾞椅⼦は、必ず⾞椅⼦ユーザーの個別ニーズおよび環境条件を満たし、姿勢を⽀え、安全で耐久性がな
ければならない。⾞椅⼦は、⼊⼿可能で、価格が⼿ごろで、使⽤する国でメンテナンスでき持続するも
のでなければならない。これは必ずしも簡単ではない。なぜなら⾞椅⼦ユーザーとは、それぞれ異なる
要件・環境・社会経済的背景を持つ多様な集団だからである。 

またこの章では、⾞椅⼦が多くの障害者にとって単なる⽀援機器以上のもの、すなわち⼈権を⾏使し、
インクルージョンおよび平等な参加をなし遂げる⼿段であることを主張する。⾞椅⼦は移動性をもたら
し、よりよい健康と⽣活の質を実現し、障害者が地域社会において充実し活動的に⽣きることを⽀える。 

 
２．設計および⽣産 

第２章が定めるガイドラインは、⾞椅⼦の設計や選択、およびその⽣産や供給のやり⽅に関わる。ここ
での焦点は、低リソース状況で⼿に⼊る⼿動⾞椅⼦の品質を⾼め、種類を増やすことである。健康と安
全、強度と耐久性、使⽤への適合性、効果的な⽣産⽅法が、主な設計基準である。⾞椅⼦の設計は、安
定性・操縦性・駆動と移乗の効率・輸送・信頼性に関する、機能性能2を決定する。 
  

訳注  
1  [原⽂] manual wheelchair, [ISO 7176-26:2007] manual wheelchair, [JIS T9201:2016][⽤語集] ⼿動⾞椅⼦ 
2  [原⽂] functional performance 
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⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 

本ガイドラインでは、製品試験・実地試⽤・⻑期的追跡調査などの設計プロセスを取り上げる。⾞椅⼦
ユーザーが設計プロセスに参画する必要を強調しているが、それは、⾃らの⾝体的・環境的・社会的・
⽂化的ニーズを最もよく分かっているからだ。最低限のガイドラインおよび対応する評価⽅法を、機能
性能・座位保持と姿勢⽀持の要素・強度および耐久性の各分野について⽰す。 

各国政府には、⾃国の⾞椅⼦規格を策定・採⽤して妥当な品質⽔準を保証すること、その基礎として、
例えば ISO［国際標準化機構］7176 シリーズの⾞椅⼦規格を⽤いることを奨励する。 

 
３．サービス提供 

この章では、⾞椅⼦を供与し⾞椅⼦の利⽤しやすさを向上させるしくみについての、構造化したガイド
ラインを述べる。⾞椅⼦を他の関連サービスと⼀体として供与する必要について、それが不可⽋である
ことを⽰す。⾞椅⼦ユーザーと⾞椅⼦との間に重要な⼀体化を促すには、サービスの念⼊りな計画と管
理、よく練り上げた⾞椅⼦供与⽅策、ユーザーへの指導とケアが求められる。 

この章のガイドラインでは、サービス提供プロセスの全段階、すなわち紹介・相談から事前評価と処⽅、
資⾦調達、発注、製品の下準備、フィッティング、ユーザー教習、メンテナンスまでの、優れた実践を
⾒て⾏く。本章は、製造者や臨床職から技術職や訓練職までの⾞椅⼦サービス提供に携わる⼈びとの役
割に関する議論も含んでいる。推奨事項を、モニタリング、⾞椅⼦ユーザーからフィードバックを得る
⽅法、⾞椅⼦サービス提供に関する情報の評価と分析について⽰す。 

 
４．教習/⼈材育成 

第４章で⾒て⾏くのは、⾞椅⼦サービス提供に携わる⼈びとへの教習の要件で、その⽬的は、これらの
サービスを供与する現場の⼈びとの技能⽔準向上である。教習員の選定、既存の教習プログラムとの連
携、単位式教習パッケージの開発、地域レベルでの⼒量育成について⽅策を⽰す。ガイドラインでは、
紹介・相談ネットワーク関係者・⾞椅⼦サービス事業管理者・基礎および中級レベルの臨床および技術
職員への、教習要件を提⽰する。 

 
５．政策および計画策定 

第５章では、⾞椅⼦供与における政策および政策⽴案者の役割について考察し、特に費⽤対効果と持続
可能性に焦点を当てる。資⾦調達の選択肢、および⾞椅⼦サービス事業を他部⾨と連携させる⽅途につ
いて提案を与える。安全・強度・耐久性に関する最低要件を満たす、個別ニーズに対して適正な⾞椅⼦
をユーザーが受け取れるようにする、モニタリングと評価のしくみを備えた国の⾞椅⼦供与政策を推奨
する。こうした政策においては、ニーズの評価、国レベルの計画、サービス供与者との協働、⾞椅⼦サ
ービス事業と既存のリハビリテーションサービスとの統合、国の基準の採⽤を検討することになるが、
その⽬的は、⾞椅⼦ユーザーとその家族を⼒づけ、ユーザーの地域⽣活への参加を促すことである。 
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要約 

⽤語 
 
このガイドラインの⽬的から、以下、本書で⽤いることばを下記の通り定義する。 
 

⾞椅⼦ 歩⾏や移動に困難がある⼈へ、⾞輪による移動性および座位⽀持をもたらす機器。 

低リソース状況 ⾞椅⼦供与に当たって財政、⼈、社会基盤のリソースが限られた（低・中所得国

の⼀般的状況だが、⾼所得国でも地域によっては当てはまる）地理的領域。 

⼿動⾞椅⼦ ユーザー⾃⾝がこぐ、または他の⼈が押す⾞椅⼦。 

適正な⾞椅⼦ ユーザーのニーズおよび環境条件に合い、適切にフィットし姿勢⽀持をもたらし、

安全で耐久性があり、国内に⽤意され、⼊⼿・メンテナンス・継続したサービス

が、国内で、最も経済的かつ⼿ごろな価格で可能な⾞椅⼦。 

⾞椅⼦ユーザー 歩⾏や移動に困難があり、移動に⾞椅⼦を使う⼈。 

個⼈的移動性 ⾃分が好きな時に、好きなやり⽅で動ける能⼒。 

⾞椅⼦供与 ⾞椅⼦の設計・⽣産・供給・サービス提供の総称。 

⾞椅⼦サービス ⾞椅⼦供与の⼀部分で、ユーザーへ適正な⾞椅⼦を供与する関わり。 

 

 
 



 

 

 



 

 

このガイドラインについて 

このガイドラインについて 
 
 

…⼿動⾞椅⼦の、低リソース状況での供与について 
 
 

ガイドラインのこの章では： 

o ガイドラインの⽬的および対象範囲を概説し、 

o 対象とする読者を⽰し、 

o ガイドラインの構成について述べる。 
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⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 

コラム 1. 

⾞椅⼦は⼈⽣を変える・・・ 

コロンビアの⾞椅⼦ユーザーの証⾔ 

フランベールは、コロンビアのメデジンに
住む８歳の少年だ。彼は歩くことができず、
それが発達を妨げている。 

フランベールは、⺟親が家事をしている間、
ベッドで過ごすのが常だった。ある⽇、かれ
は地元の組織を通じて⾞椅⼦を受け取っ
た。かれはいま、動き回ることができ、何よ
りよいことには学校へ通い、休み時間を同
級⽣と楽しく過ごすことができるのだ。 

 

 

証⾔ 
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このガイドラインについて 

⽬的 

「障害者の権利に関する条約」およびその選択議定書(1) は、2006 年 12 ⽉ 13 ⽇の国連総会で採択さ
れ、あらゆる障害者がすべての⼈権と基本的⾃由とを完全に、かつ等しく享受することを推進し、保護
し、保証し、また、その⽣まれながらの尊厳への畏敬を推進するものである。 

同条約の第 20 および 26条では、締約国（すなわち政府や⾏政機関）が、良質な移動補助具・⽀援機器・
⽀援技術の⼿ごろな費⽤での利⽤を促すことで個⼈的移動とリハビリテーションを保証し、移動補助
具・⽀援機器・⽀援技術を⽣産する事業体を奨励する、実効ある施策を講じることを確認している。 

⾞椅⼦は、尊厳をもった移動性を⾼めるための、最も⼀般的な⽀援あるいは移動⽀援機器である。同条
約に加えてこのガイドラインは、第 58回世界保健総会でWHO［世界保健機関］が公約した、⽀援機器
の⽣産・流通・サービスのシステム構築に対する、加盟国への⽀援を表現したものである(2)。WHO は、
良質で⼿ごろな価格の⽀援機器供与を優先項⽬に挙げている。 

このガイドラインの到達⽬標は： 
o 障害者の、可能な限り⾃⽴した個⼈的移動性を増進し、 
o ⾞椅⼦へのアクセス改善を通じて低リソース状況にある⾞椅⼦ユーザーの⽣活の質を⾼め、 
o 加盟国が、「障害者の権利に関する条約」第 4・20・26条および 2005年 5⽉ 25⽇の世界保健総会
決議WHA58.23 号を⽀持して、⾞椅⼦供与システムを開発するのを⽀援することである。 

 

対象範囲 

このガイドラインの焦点は、⼿動⾞椅⼦、および⻑期間使⽤するユーザーのニーズに置いている。しか
しながら、本ガイドラインの推奨事項のいくつかは別種の移動補助具や移動⽀援機器（⼿動 3 輪⾞など）
および別種の⾞椅⼦ユーザー（⼀時的ユーザーなど）にも同様に当てはまる。このガイドラインでは、
特記しない限り「⾞椅⼦」は「適正な⼿動⾞椅⼦」を意味する。本ガイドラインは、低リソース状況で
使⽤するために作成された。 

本書は⾞椅⼦のマニュアルではない。対象範囲は⾞椅⼦供与における主要分野（すべての部⾯ではない）
を取り上げるに留め、⾞椅⼦の設計・製造・流通・⾞椅⼦サービス・関係職員への教習に焦点を絞って
いる。推奨事項を、包括的あるいは命令的にしようとはしていない。これらを適⽤し、実施する状況は
多種多様であるため、柔軟さこそが求められるからである。 
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対象読者 

読者として想定しているのは： 
o 政府や⾮政府機関の政策⽴案者、 
o ⾞椅⼦サービス事業の企画者・管理者・供与者・ユーザー、 
o ⾞椅⼦の設計者・製品試験者［第 2章 2.6項を参照］・資⾦供与者・購⼊者・適合者1、 
o ⾞椅⼦⽣産の企画者および管理者、 
o 教習プログラムの企画者・開発者・実施者、 
o 広報および政策提⾔2⽤資料の開発者、 
o 障害者団体、 
o ⾞椅⼦ユーザーのグループ、 
o 個々の⾞椅⼦ユーザーおよびその家族などである。 
 

構成 

本ガイドラインは、５章からなっている。 
1. はじめに では、⾞椅⼦へのニーズ、⾞椅⼦ユーザー、⾞椅⼦の種類、⾞椅⼦供与、関係者につい

ての概観を⽰す。 
2. 設計および⽣産 では、⾞椅⼦の設計・評価・選択のやり⽅について推奨事項を⽰す。 
3. サービス提供 では、⾞椅⼦サービス供与システムの任務および構成を提案する。 
4. 教習 では、⾞椅⼦供与に携わる⼈材への教習機会の設計・開発・実施への⽀援を与える。 
5. 政策および計画策定 では、⾞椅⼦供与に関する決定の指針となる情報を与える。 
 

作成経緯 

広範な関係者との協議を経て、WHO は本ガイドライン作成のための⼩作業部会を編成し、ヨハン・ボ
ルグが、編集コンサルタントおよびグループコーディネーターとして契約した。作業の主要分野は、さ
まざまな関係団体および各々の開発途上国の提携相⼿で分担した。国際ワールウィンド⾞椅⼦は「設計
および⽣産」、国際リハビリテーションセンターは「サービス提供」、モティベーション慈善基⾦は「教
習/⼈材育成」の章を担当した。 

25 名超の⾞椅⼦専⾨家が、このガイドライン作成に参加している。全章の完結した草稿は、2006 年 8
⽉ 28〜30⽇、ジュネーブのWHO本部での 3⽇間にわたる討論と講評を経て作成された。さらに修正
および外部評価を、国際義肢装具学会（ISPO）の「開発途上国への⾞椅⼦に関する合意形成会議」に先
⽴つ２か⽉間に⾏ない、第三稿を 2006 年 11 ⽉ 6〜11 ⽇のバンガロールでの同会議へ、さらなるフィ
ードバックを得るために提出した(3)。  

訳注  
1  [原⽂] adapter 
2  [原⽂] advocacy 
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このガイドラインについて 

ISPO の合意形成会議を経て、同会議で到達した議論および合意を反映して本ガイドラインはさらに改
訂された。それから 21 ⼈の⾞椅⼦専⾨家が査読し、その⾒解を参考にして本書が完成した。またWHO
は、この⽂書の作成に携わったすべての専⾨家から利害に関する宣⾔（DOI）を集めたが、内容に関し
て何らかの利益相反を宣⾔した者は皆無であった。 

このガイドラインは、2008年 4⽉ 16⽇、WHO のガイドライン審査委員会で承認され、その時点での
最低報告要件を満たしている。このガイドラインの推奨事項は、2013年まで有効と想定されている。ジ
ュネーブにあるWHO本部の暴⼒・傷害の予防および障害部⾨は、その時点でこのガイドラインの⾒直
しを始める責任を負う。 
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ml [⽇本語, 外務省公定訳], https://www.normanet.ne.jp/~jdf/shiryo/convention/30May2008CRPDt
ranslation_into_Japanese.html [⽇本語, 川島聡＝⻑瀬修訳]). 

2  Resolution WHA58.23. Disability, including prevention, management and rehabilitation. Geneva, 
World Health Organization [予防、管理、リハビリテーションなど障害に関する、第 58 回世界保健総
会決議第 23 号 (WHA58.23). 世界保健機関, ジュネーブ], 2005 (https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/20373/WHA58_23-en.pdf). 

3  Sheldon S, Jacobs NA, eds. Report of a Consensus Conference on Wheelchairs for Developing
 Countries, Bangalore, India, 6‒11 November 2006. Copenhagen, International Society for Prost
hetics and Orthotics [シェルドン, S, ジェイコブス, N.A.編. 開発途上国への⾞椅⼦に関する合意形
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007 (https://www.who.int/disabilities/technology/Wheelchair%20Consensus%20Conference%20Re
port_Jan08.pdf?ua=1). 



 

 

 



 

 

1 はじめに 
 
 

…個⼈的移動性、そして⽣活の質を⾼めるために 
 
 

このガイドラインのはじめに： 

o 適正な⾞椅⼦とは何か定義し、 

o ⾞椅⼦ユーザーを紹介し、 

o ⾞椅⼦へのニーズと⾞椅⼦への権利を指摘し、 

o ⾞椅⼦の有益さを説明し、 

o ⾞椅⼦の基本的な種類および⾞椅⼦供与の⼀般的
なしくみを述べ、 

o ⾞椅⼦供与の、さまざまな関係者および各々の役割
を述べる。 
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⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 

コラム 1.1 

⾞椅⼦は⽣活の質を⾼める...  

アフガニスタンの⾞椅⼦ユーザーの証⾔ 

ザヒーダはアフガニスタンで、兄
弟の敷地のテントに住んでいる。
2001年に対⿇痺になったが、それ
から⼆⼈の⼦をもうけた。ジャラ
ラバード市の病院の理学療法科外
来を紹介され、そこへ⼿押し⾞に
乗って押されながらやって来た。
理学療法⼠は、地元の⾞椅⼦⼯房
の技術者と協⼒してザヒーダへ 3
輪⾞椅⼦を供与した。 

⾞椅⼦がなければ、夫や⼦どもた
ちの助けなしに、ザヒーダが家で
できることはほとんどない。ただ
ベッドで寝ているだけだ。⾞椅⼦
を得たことで、たいへん荒れた⼭
がちな⼟地で⼦どもたちの世話も
やってのけられるようになった。「あたしの⾞椅⼦−⾃分の⾜みたいなもんだよ−なしじゃ、どこに
だって⾏けやしない！⾞椅⼦がありゃあ、料理もできればパンも焼け、お隣さんも訪ねられる。村で
親類の婚礼がある時にゃ、⾞椅⼦をタクシーの後ろに乗っけて⾏くのさ。坂が急な所じゃ、⼤きい娘
や息⼦が押して⼿伝ってくれるんだ。」 

 

証⾔ 
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1 はじめに 

1.1 適正な⾞椅⼦ 

このガイドラインの焦点は、「適正な⼿動⾞椅⼦」である。ここでは「⼿動⾞椅⼦」を「ユーザー⾃⾝が
こぐ、あるいは他の⼈が押す⾞椅⼦」と定義しておく。「⾞椅⼦が適正である」とは(1) ⾞椅⼦が： 
o ユーザーのニーズおよび環境条件に合い、 
o 適切にフィットし1姿勢⽀持をもたらし、 
o 安全で耐久性があり、 
o 国内に⽤意され、 
o ⼊⼿・メンテナンス・継続したサービスが、国内で、かつ⼿ごろな価格で可能な場合である。 
 
このガイドライン全体を通して「⾞椅⼦」の語は、特記しない限り「適正な⼿動⾞椅⼦」の意味である。 

 
1.2 ⾞椅⼦ユーザー 

このガイドラインで「⾞椅⼦ユーザー」とは、すでに⾞椅⼦を使っているか、歩く能⼒が限られている
ため、⾞椅⼦を使うことが有益な⼈びとを指す。⾞椅⼦ユーザーには： 
o ⼦ども、⼤⼈、⾼齢者、 
o 男⼥および少年少⼥、 
o さまざまな神経筋⾻格系障害・⽣活様式・⽣活上の役割・社会経済的地位の⼈びと、 
o 農村、⽚⽥舎、都市など、さまざまな環境の下で⽣活する⼈びとなどが含まれる。 
 
⾞椅⼦ユーザーの、移動へのニーズの現われ⽅は多種多様だが、かれらが共通して⾞椅⼦に求めている
のは、⾃⼰の尊厳ある移動性を⾼めることである。 

 
1.3 ⾞椅⼦へのニーズ 

世界⼈⼝2の約 10 %、すなわち約 6.5億⼈に障害がある(2)。調査によれば、その約 10 %が⾞椅⼦を必要
としている。つまり全⼈⼝の約 1 %、あるいは障害者⼈⼝の 10 %が⾞椅⼦を必要としていると推定さ
れ、それは全世界で 6500万⼈に上る。 

2003年の推計では、2000万⼈が移動のために⾞椅⼦を必要としながら持っていない。このことは、⾞
椅⼦が必要な⼈びとのうち、じっさいにそれを得るのはごく少数で、さらに、その中でも適正な⾞椅⼦
を得られる⼈はほとんどいないことを⽰している(1)。 

  

訳注  
1  [原⽂] fit. ⽇本語訳語には主に物理的・⾝体的な適合の場合に「フィット」「フィッティング」を⽤い, より幅広い

⽂脈を含む場合には「適合」を⽤いて区別した. 
2  2006 年推計. [参考] 2021-22 年時点での世界⼈⼝は中位推計で約 79 億⼈. 
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⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 
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make personal mobility possible. In 1993, the Standard Rules on the Equalization of Opportunities 
for Persons with Disabilities (3) expressed the same commitment, demanding that countries 
ensure the development, production, distribution and servicing of assistive devices for people 
with disabilities in order to increase their independence and to realize their human rights. 

These two important international declarations create rights to wheelchairs because it is universally 
recognized that an appropriate wheelchair is a precondition to enjoying equal opportunities and 
rights, and for securing inclusion and participation.  Personal mobility is an essential requirement 
to participating in many areas of social life, and wheelchairs are for many the best means of 
guaranteeing personal mobility.

Independent mobility makes it possible for people to study, work, participate in cultural life and 
access health care. Without wheelchairs, people may be con!ned to their homes and unable to live 
a full and inclusive life. We know that eliminating world poverty is not possible unless the needs 
of those with disabilities are taken into account. Without wheelchairs, these individuals are unable 
to participate in those mainstream developmental initiatives, programmes and strategies that are 
targeted to the poor, such as are embodied in the Millennium Development Goals (4), the Poverty 
Reduction Strategies (5) and other national developmental initiatives.  

It is a vicious circle: lacking personal mobility aids, people with disabilities cannot leave the poverty 
trap. They are more likely to develop secondary complications and become more disabled, and 
poorer still. If they are children they will be unable to access the educational opportunities available 
to them, and without an education they will be unable to !nd employment when they grow up 
and will be driven even more deeply into poverty. 

On the other hand, access to appropriate wheelchairs allows people with disabilities to work and 
participate in mainstream development initiatives that will reduce their poverty (see Fig.1.1.). 
Similarly, a wheelchair can enable a child to go to school, to gain an education and, when the time 
comes, to !nd a job (see Fig.1.2.).

The right to a wheelchair must be an essential component of all international endeavours to secure 
the human rights of people with disabilities.

Fig. 1.1. User at work Fig. 1.2. User at school
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1.4 ⾞椅⼦への権利 

「障害者の権利に関する条約」締約国は、「最⼤限に⾃⽴した個⼈的移動性を障害者へ保証するための
実効ある施策を講じ」る責務を負っている［同条約第 20条］。これは、⾞椅⼦などの移動⽀援具を供与
して個⼈的移動を保証する、という公約である。1993年の国連総会決議「障害者の機会均等化に関する
基準規則」(3) も同じ公約を表明しており、各国へ、障害者のために⽀援機器の開発・⽣産・流通・サー
ビスを確保し、その⾃⽴を⾼め、⼈権を実現するよう求めている。 

これら⼆つの重要な世界宣⾔が⾞椅⼦への権利を⽣み出したのである。なぜなら、適正な⾞椅⼦は機会
と権利を等しく享受しインクルージョンと参加を確保する前提条件であることが、あまねく認識される
ようになったからだ。個⼈的移動性は、社会⽣活の多くの分野への参加に不可⽋な要件であり、多くの
⼈にとって、⾞椅⼦は個⼈的移動性を保証する最良の⼿段である。 

⾃⽴して移動できてこそ、⼈は学び、働き、⽂化⽣活に加わり、保健医療を利⽤できる。⾞椅⼦がなけ
れば障害者は家に閉じ込められ、充実したインクルーシブな⼈⽣は不可能であろう。われわれは、世界
からの貧困の根絶は、障害者のニーズへの配慮抜きには不可能であることを知っている。⾞椅⼦がなけ
れば、こうした⼈びとは、国連ミレニアム開発⽬標(4)、貧困削減⽅策(5)、その他の国による開発計画が
具現する、貧困者を対象とする開発計画・プログラム・⽅策の⼤勢［たいせい］には加われない。 

悪循環はこうである：⾃分⽤の移動⽀援機器がなければ、障害者は貧困の罠から脱することができない。
⼆次障害が起こって障害が重くなリやすく、それでさらに貧しくなる。⼦どもの場合は、教育機会への
アクセスを失い、教育を受けていないことで成⻑しても仕事の⼝がなく、さらに深く貧困の淵に呑まれ
て⾏く。 

いっぽう、適正な⾞椅⼦を利⽤できれば、障害者は働き、貧困削減への⼤勢をなす開発計画に加われる。
同様に、⾞椅⼦があれば、⼦どもは通学でき、教育を受け、⻑じては仕事に就ける。 
 
図 1.1 働く⾞椅⼦ユーザー               図 1.2 学校での⾞椅⼦ユーザー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⾞椅⼦への権利は、障害者に⼈権を保障するあらゆる国際的取り組みにおいて、不可⽋の構成要素でな
ければならない。 
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1 はじめに 

I N T R O D U C T I O N   I   2 3

1
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Wheelchair provision is not only about the wheelchair, which is just a product (6). Rather, it is 
about enabling people with disabilities to become mobile, remain healthy and participate fully in 
community life. A wheelchair is the catalyst to increased independence and social integration, but 
it is not an end in itself (6–8) (see Fig.1.3.).

The bene!ts of using an appropriate wheelchair include those outlined below.

=ZVai]�VcY�fjVa^in�d[�a^[Z
In addition to providing mobility, an appropriate wheelchair is of bene!t to the physical health 
and quality of life of the user. Combined with adequate user training, an appropriate wheelchair 
can serve to reduce common problems such as pressure sores, the progression of deformities 
or contractures, and other secondary conditions (9). A wheelchair with a proper cushion often 
prevents premature death in people with spinal cord injuries and similar conditions and, in one 
sense, is a life-saving device for these people. A wheelchair that is functional, comfortable and 
can be propelled e"ciently can result in increased levels of activity. Independent mobility and 
increased physical function can reduce dependence on others. Other bene!ts, such as improved 
respiration and digestion, increased head, trunk and upper extremity control and overall stability, 
can be achieved with proper postural support. Maintenance of health is an important factor in 
measuring quality of life. These factors combined serve to increase access to opportunities for 
education, employment and participation within the family and the community.

Fig.1.3. Participation in community life

1.5 ⾞椅⼦がもたらす益 

⾞椅⼦供与とは、単に製品としての⾞椅⼦を与えることに留まらない(6)。むしろ、障害者が移動でき、
健康でいられ、地域⽣活へ完全に参加できるようにすることである。⾞椅⼦は⾃⽴や社会的つながりを
促す触媒ではあっても、それ⾃体が⽬的ではない(6, 7, 8) (図 1.3参照)。 

 

図.1.3 社会⽣活への参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適正な⾞椅⼦の使⽤がもたらす益には、例えば以下のものがある。 

健康および⽣活の質 

移動性をもたらすことに加え、適正な⾞椅⼦は、⾞椅⼦ユーザーの⾝体的健康や⽣活の質にとって有益
である。適切なユーザー教習と組み合わせれば、適正な⾞椅⼦は起こりがちな問題、例えば褥瘡、⾝体
変形や拘縮の進⾏、その他の⼆次障害を低減するのに役⽴つ(9)。適切なクッションを備えた⾞椅⼦は、
しばしば脊髄損傷や同様の⾝体状況にある⼈びとの早期死亡を防ぐため、ある意味でこうした⼈びとに
とっての命綱なのである。機能的で、快適で、効率よくこげる⾞椅⼦は、活動⽔準の向上につながる。
⾃⽴した移動と⾝体機能の向上は、他者への依存を低減する。適切な姿勢⽀持は他の益、例えば呼吸や
消化の改善、頭部・体幹・上肢のコントロール、全⾝的安定の向上をもたらす。健康維持は、⽣活の質
を測る重要な要素の⼀つである。以上の要素は相まって、教育、雇⽤、家庭や地域に参加する機会への、
アクセス向上に寄与する。 
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経済 

⾞椅⼦はしばしば、受け⾝な受益者になるか、あるいは積極的貢献者になるか、その違いのすべてを⽣
み出す。経済的便益が実現するのは、⾞椅⼦ユーザーが教育や雇⽤の機会を得られる場合である。⾞椅
⼦があれば、⾃分で⽣計を⽴てて家計収⼊や国家歳⼊に貢献できる⼀⽅、⾞椅⼦がない⼈は、孤⽴した
まま家族、ひいては国全体の負担となるかもしれない。同様に、耐久性に⽋ける⾞椅⼦はしょっちゅう
修理、休業、おしまいには⾞椅⼦の交換が必要になるため⾼くつく。⾞椅⼦は、⻑持ちするほど費⽤対
効果が⾼くなる(10)。また⾞椅⼦ユーザーが⾃分の機器選びに参画し、その⻑期的ニーズが考慮される場
合も、費⽤対効果は⾼まる(11)。 

社会にとって、⾞椅⼦供与に伴う財政的便益には、例えば褥瘡治療や⾝体変形の矯正などへの保健医療
⽀出の削減がある。1997 年に発表されたある開発途上国での調査によれば、脊髄損傷を負って⼊院し
た⼈の 75 %が、18〜24か⽉以内にその損傷からの合併症によって亡くなっていた。同じ場所で、保健
医療教習や、よい⾞椅⼦とクッションなどの適正な機器による改善を⾏なった結果、２年以内に褥瘡の
発⽣が 71 %、反復性尿路感染は 61 %減少している(12)。 

 
1.6 ⾞椅⼦ユーザーが抱える困難 

⾞椅⼦ユーザーはさまざまな困難にぶつかる。⾞椅⼦供与への取り組みを開発するさい、これらについ
ては熟慮しなければならない。 

財政的障壁 

世界の障害者のおよそ 80 %は、低所得国で暮らしている。その⼤半は貧しく、リハビリテーション施設
などの基礎的サービスを利⽤できないでいる(13)。国際労働機関（ILO）の報告では、多くの開発途上国
で障害者の失業率は推計で 80 %以上に達する(14)。⾞椅⼦供与に政府資⾦が⽤意されることはまれで、
⾞椅⼦ユーザーの⼤半が、⾃⼒で⾞椅⼦にお⾦を払えないまま放置されている。 

物理的障壁 

多くの⾞椅⼦ユーザーは貧しいため、周りへのアクセスも悪い場所の⼩さい家屋で暮らしている。かれ
らが暮らすところは道路網が劣悪で舗装もされておらず、気候や地形もしばしば険しい。多くの場合、
公的あるいは私的な建物は、⾞椅⼦ではアクセスしづらい。こうした物理的障壁は、いっそうの強度や
耐久性を⾞椅⼦に要求する。また移動しようとすれば、⾞椅⼦ユーザーには⾼度な技能の駆使が要求さ
れる。 
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1 はじめに 

リハビリテーションサービスへのアクセス 

多くの開発途上国で、リハビリテーションサービスを受ける必要がある障害者のうち、それにアクセス
できるのはわずか 3 %にすぎない(15)。国連特別報告者の報告書によると(16)、62か国には障害者が利⽤
できる国のリハビリテーションサービスがない。これは、多くの⾞椅⼦ユーザーが、適切なリハビリテ
ーションサービスがあれば避けられるはずの⼆次障害の発⽣や早期死亡の危険にさらされていること
を意味する。多くの国で、⾞椅⼦サービス提供は国のリハビリテーション計画に含まれていない。 

教育と情報 

多くの⾞椅⼦ユーザーは、⾃分⾃⾝の健康状態、⼆次障害の予防、利⽤できるリハビリテーションサー
ビス、利⽤できる⾞椅⼦の種類といった、関係する情報へのアクセスが困難である。多くの⼈にとり、
⾞椅⼦サービスはあらゆるリハビリテーションサービスのうち最初にアクセスするものである。このこ
とは、ユーザー教育にいっそう強い重要さを与えるものである。 

選択 

⾞椅⼦ユーザーが、最適な⾞椅⼦を選ぶ機会に恵まれることはまれである。利⽤できる⾞椅⼦が⼀種類
だけ、ということもしばしばで（たいてい、サイズも⼀つか⼆つしかない）、これでは⾞椅⼦ユーザーの
⾝体的ニーズには適合せず、⾞椅⼦ユーザーの⽣活様式、住居、仕事環境の⾯で実⽤的にもならない。
障害者の権利に関する条約［第 20条 a 項］いわく「締約国は、最⼤限に⾃⽴した個⼈的移動を障害者
へ保証するための実効ある施策を講じ…障害者の、⾃分が選んだ⽅法で、⾃分が選んだ時に、⼿ごろな
費⽤で⾏なう個⼈的移動を容易にする」(17)。 

 
1.7 ⾞椅⼦供与  

⾞椅⼦供与の内容は、通常、⾞椅⼦の設計・⽣産・供給および⾞椅⼦サービス提供である。  

 

図 1.4 ⾞椅⼦供与の概略 
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In many developing countries, only 3% of people with disabilities who require rehabilitation services 
have access to them (15). According to a report of the United Nations Special Rapporteur (16), 62 
countries have no national rehabilitation services available to people with disabilities. This means 
that many wheelchair users are at risk of developing secondary complications and premature death 
that could be avoided with proper rehabilitation services. In many countries, wheelchair service 
delivery is not included in the national rehabilitation plan.
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Many users have di!culty in accessing relevant information, such as on their own health conditions, 
prevention of secondary complications, available rehabilitation services and types of wheelchair 
available. For many, a wheelchair service may be their "rst access to any form of rehabilitation 
service. This places even more emphasis on the importance of user education.

8]d^XZ
Users are rarely given the opportunity to choose the most appropriate wheelchair. Often there is 
only one type of wheelchair available (and often in only one or two sizes), which may not be suited 
to the user’s physical needs, or practical in terms of the user’s lifestyle or home or work environment. 
According to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, “States Parties shall take 
e#ective measures to ensure personal mobility with the greatest possible independence for persons 
with disabilities … by facilitating the personal mobility of persons with disabilities in the manner 
and at the time of their choice, and at a#ordable cost” (17).
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Wheelchair provision usually includes the design, production and supply of wheelchairs and delivery 
of wheelchair services.

Fig. 1.4. Overview of wheelchair provision

pDESIGN

pPRODUCTION

pSUPPLY

pSERVICE
DELIVERY

I N T R O D U C T I O N   I   2 5

1

6XXZhh�id�gZ]VW^a^iVi^dc�hZgk^XZh
In many developing countries, only 3% of people with disabilities who require rehabilitation services 
have access to them (15). According to a report of the United Nations Special Rapporteur (16), 62 
countries have no national rehabilitation services available to people with disabilities. This means 
that many wheelchair users are at risk of developing secondary complications and premature death 
that could be avoided with proper rehabilitation services. In many countries, wheelchair service 
delivery is not included in the national rehabilitation plan.

:YjXVi^dc�VcY�^c[dgbVi^dc
Many users have di!culty in accessing relevant information, such as on their own health conditions, 
prevention of secondary complications, available rehabilitation services and types of wheelchair 
available. For many, a wheelchair service may be their "rst access to any form of rehabilitation 
service. This places even more emphasis on the importance of user education.

8]d^XZ
Users are rarely given the opportunity to choose the most appropriate wheelchair. Often there is 
only one type of wheelchair available (and often in only one or two sizes), which may not be suited 
to the user’s physical needs, or practical in terms of the user’s lifestyle or home or work environment. 
According to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, “States Parties shall take 
e#ective measures to ensure personal mobility with the greatest possible independence for persons 
with disabilities … by facilitating the personal mobility of persons with disabilities in the manner 
and at the time of their choice, and at a#ordable cost” (17).

&#,�L]ZZaX]V^g�egdk^h^dc

Wheelchair provision usually includes the design, production and supply of wheelchairs and delivery 
of wheelchair services.

Fig. 1.4. Overview of wheelchair provision

pDESIGN

pPRODUCTION

pSUPPLY

pSERVICE
DELIVERY

I N T R O D U C T I O N   I   2 5

1

6XXZhh�id�gZ]VW^a^iVi^dc�hZgk^XZh
In many developing countries, only 3% of people with disabilities who require rehabilitation services 
have access to them (15). According to a report of the United Nations Special Rapporteur (16), 62 
countries have no national rehabilitation services available to people with disabilities. This means 
that many wheelchair users are at risk of developing secondary complications and premature death 
that could be avoided with proper rehabilitation services. In many countries, wheelchair service 
delivery is not included in the national rehabilitation plan.

:YjXVi^dc�VcY�^c[dgbVi^dc
Many users have di!culty in accessing relevant information, such as on their own health conditions, 
prevention of secondary complications, available rehabilitation services and types of wheelchair 
available. For many, a wheelchair service may be their "rst access to any form of rehabilitation 
service. This places even more emphasis on the importance of user education.

8]d^XZ
Users are rarely given the opportunity to choose the most appropriate wheelchair. Often there is 
only one type of wheelchair available (and often in only one or two sizes), which may not be suited 
to the user’s physical needs, or practical in terms of the user’s lifestyle or home or work environment. 
According to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, “States Parties shall take 
e#ective measures to ensure personal mobility with the greatest possible independence for persons 
with disabilities … by facilitating the personal mobility of persons with disabilities in the manner 
and at the time of their choice, and at a#ordable cost” (17).

&#,�L]ZZaX]V^g�egdk^h^dc

Wheelchair provision usually includes the design, production and supply of wheelchairs and delivery 
of wheelchair services.

Fig. 1.4. Overview of wheelchair provision

pDESIGN

pPRODUCTION

pSUPPLY

pSERVICE
DELIVERY



 

 26 

⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 

⾞椅⼦供与によって⾞椅⼦ユーザーの⽣活の質が向上するのは、そのすべてのプロセスがうまく働いた
場合だけである。それは、⾞椅⼦ユーザーが以下を利⽤できるようにすることを含む： 
o 適正な設計の⾞椅⼦ 
o 適正な規格に沿って⽣産した⾞椅⼦ 
o ⾞椅⼦および交換⽤部品の確実な供給 
o ⾞椅⼦サービス、すなわち⾞椅⼦を選択しフィッティングする際にユーザーを⽀援し、使い⽅やメン

テナンスの教習を提供し、フォローアップや修理サービスを保証すること 
 
⾞椅⼦供与の各分野に携わる職員は、正しい技能と知識を持つ必要がある。これは、⾞椅⼦供与に携わ
る職員には、教習が不可⽋であることを意味する。 

設計・⽣産・供給 

⾞椅⼦の設計は、以下のような多くの要因によって変わる： 
o ⾞椅⼦ユーザーの⾝体的ニーズ 
o ⾞椅⼦の使い⽅および使⽤環境 
o ⾞椅⼦をつくり、使うために利⽤できる素材や技術 
 
⾞椅⼦の⽣産は、国内でも国外でもできる。国外⽣産の⾞椅⼦はたいてい⼤量⽣産品で、新品あるいは
中古品として輸⼊される。⾞椅⼦は製造者や代理店、販売店、⾞椅⼦供給の専⾨組織から、⾞椅⼦サー
ビス供与者へ供給される。 

設計・⽣産・供給に関する情報は第２章を参照。 

サービス提供 

⾞椅⼦の適正な供与は、移動に⾞椅⼦が必要な⼈びとのリハビリテーションが成功するうえできわめて
重要である。しかし歴史を振り返ると、⾞椅⼦サービス提供がリハビリテーションサービスの不可分な
⼀部となったためしはない。これには多くの要因があり、例えば認識の貧弱さ、リソース不⾜、適正な
製品の⽋如、保健・リハビリテーション職員への⾞椅⼦サービス提供に関する教習の⽋如などである。 

多くの国で、⾞椅⼦ユーザーには慈善や外部からの寄付が頼りである。寄付品の⾞椅⼦は適正でないか
質の悪いものが多く、⻑い⽬で⾒ると⾞椅⼦ユーザーや当事国へさらに問題をもたらす。⾞椅⼦ユーザ
ーは、慈善に対して良い品質を要求する⽴場にはない。インドでの調査で暴露されたことだが、寄付品
の⾞椅⼦をもらった⾞椅⼦ユーザーの 60 %は、不快であるか⾞椅⼦設計が使⽤環境に不適合だったた
め、使うのを⽌めている(18)。 

その結果、多くの⼈が⾞椅⼦を必要としながら全く⼿に⼊れられず、あるいは⼿に⼊れたにせよ、事前
評価や処⽅、フィッティングやフォローアップはおよそ受けられない。多くの⾞椅⼦ユーザーは、脊髄
損傷を負っている⼈ですら、しばしばクッションのない⾞椅⼦を基礎的指導もなしに与えられるが、そ
れは褥瘡、あるいは早期死亡さえ引き起こしうる。 
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1 はじめに 

とはいえ、個別の事前評価、フィッティング、⾞椅⼦の使い⽅教習の重要さに対する認識は⾼まりつつ
ある。多くの低リソース状況で、さまざまなサービス提供モデルを⽤いた⾞椅⼦サービス事業が確⽴さ
れている。そうしたモデルには、拠点センター型3あるいは地域に根ざした4サービス、訪問サービス、
「キャンプ」型の移動サービス、輸⼊品⾞椅⼦の寄付などがある。⾞椅⼦ユーザーのグループが豊富な
情報を持ち、サービス供与者が必要な知識をもって⽀援に当たっている国では、⾞椅⼦サービス事業は
既存のリハビリテーション活動に統合されつつある。その共通⽬標は、⾞椅⼦ユーザーがそのニーズに
最適な⾞椅⼦を選ぶうえで、熟達した⽀援を受けるようにすることである。 

⾞椅⼦サービス事業に関する情報は、第３章を参照。 

教習/⼈材育成 

低リソース状況では教習機会が限られる結果、⾞椅⼦やその他の⽀援機器供与を担うための教習を受け
る⼈は⾮常に少ない。⾞椅⼦の選択や⼊⼿を⽀援する教習を受けた⼈材の乏しさは、参加への障壁にも
なっている(19)。 

既存の保健医療やリハビリテーションの専⾨教程では、⾞椅⼦サービス提供および関連項⽬について、
ほとんど教わらない。場合によっては、国の職員が専⾨家から⾮公式の教習を受けることもあったが、
そうした教習はえてして、その国で⼿に⼊る製品や教習員⾃⾝の経験と能⼒に限定されたものである。
その教習が記録されなければ再現性はなく、成果である技能⽔準も測れない。いざその教習員や当初の
⾞椅⼦ユーザーが退職してしまえば、現地職員には、この種の⾮公式な教習から得た技能を実践し続け
るのが困難である。 

公式に教習を⾏なわない結果、⾞椅⼦供与の専⾨技能が認知されることもなかった。そこで、これらの
ニーズに応える取り組みを⾏なった開発組織もある。 

教習に関する詳細は、第４章を参照。 

 
1.8 ⾞椅⼦の種類 

ただ⼀つの種類やサイズの⾞椅⼦が、あらゆる⾞椅⼦ユーザーのニーズを満たすことはありえず、また
⾞椅⼦ユーザーの多様さが、さまざまな種類の⾞椅⼦へのニーズを⽣み出す。⾞椅⼦を選択する者は、
そのユーザーと相談しながら、対象ユーザーの⾝体的ニーズ、およびそのユーザーが⾞椅⼦をどう使い
たいのかを理解し、また⾞椅⼦設計がさまざまに異なる理由を知っていなければならない。 

⾞椅⼦ユーザーの⾝体的ニーズ 

⾞椅⼦を、⾞椅⼦ユーザーの⾝体的ニーズに合わせて調節あるいは個別調整できる幅は、⾞椅⼦の種類
によって異なる。たいてい、⾞椅⼦は最低でも数サイズが利⽤でき、いくつかの基礎的な調節ができる
ようになっている。  

訳注  
3  [原⽂] centre-based 
4  [原⽂] community-based 
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⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 

⼀時的使⽤のために設計された⾞椅⼦（例えば、病院で患者を病室から病室へ移送するために使うもの）
は、⾞椅⼦ユーザーにぴたりとフィットし、姿勢⽀持や除圧をもたらすようには設計されていない。整
形外科あるいは「病院」⽤⾞椅⼦が、この種類の⼀例である（図 1.5）。 
 

       

 
⻑期ユーザーにとり、⾞椅⼦はうまくフィットし、よい姿勢⽀持や除圧をもたらす必要がある（図 1.6）。
座⾯にさまざまな幅や奥⾏きがあり、最低でも⾜台および背もたれの⾼さを調節できることが⾞椅⼦を
正しくフィッティングするために重要である。その他の⼀般的な調節やオプションには、クッションの
種類、姿勢⽀持、調節可能な⾞輪位置などがある。 

⾼度な調節が可能か、個別改造した⾞椅⼦は、⻑期ユーザーで特殊な姿勢ニーズがある⼈のための設計
である（図 1.7）。そうした⾞椅⼦にはたいてい、ユーザーを⽀えるために付加した追加部材がある。 

⾞椅⼦の使われ⽅ 

⾞椅⼦設計がさまざまに異なるのは、⾞椅⼦ユーザーが暮らし、あるいは働く環境で⾞椅⼦を安全かつ
効果的に使えるようにである。 

主に荒れた屋外環境で使う⾞椅⼦は、頑丈で安定し、荒れ地でも容易にこげる必要がある。図 1.8 は、
屋外使⽤に適した 3 輪⾞椅⼦の例である。対照的に、屋内の平坦な床⾯で使う⾞椅⼦には、狭い屋内ス
ペースでの操縦しやすさが求められる。 

  

図 1.5 ⼀時的ユーザー⽤に
設計した⾞椅⼦ 

 

図 1.6 ⻑期ユーザー⽤に
設計した⾞椅⼦ 

 

図 1.7 姿勢⽀持ニーズがある
ユーザー⽤に設計した⾞椅⼦ 
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Fig. 1.5. Wheelchair designed for 
temporary user

Fig. 1.6. Wheelchair designed for 
long-term user

Fig. 1.7. Wheelchair designed for 
user with postural support needs

For long-term users, a wheelchair must !t well and provide good postural support and pressure 
relief (Fig. 1.6). A range of seat widths and depths, and the possibility to adjust at least the footrest 
and backrest height are important in ensuring that the wheelchair can be !tted correctly. Other 
common adjustments and options include cushion types, postural supports and an adjustable 
wheel position.

Highly adjustable or individually modi!ed wheelchairs are designed for long-term users with 
special postural needs (Fig. 1.7). Such wheelchairs often have additional components added to 
help support the user. 

=dl�i]Z�l]ZZaX]V^g�^h�jhZY
Wheelchair designs vary to enable users to safely and e"ectively use their wheelchair in the 
environment in which they live and work. 

A wheelchair that is used primarily in rough outdoor environments needs to be robust, more 
stable and easier to propel over rough ground. Fig. 1.8 illustrates an example of a three-wheeled 
wheelchair that would be well suited to outdoor use. In comparison, a wheelchair that is used 
indoors on smooth surfaces needs to be easy to manoeuvre in small indoor spaces.
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図 1.8 屋外使⽤に適した⾞椅⼦            図 1.9 屋内・屋外兼⽤に適した⾞椅⼦  

 

 

⾞椅⼦ユーザーの多くはさまざまな状況で暮らし、働いているため、しばしば妥協も必要になる。図 1.9
は頑丈な⾞椅⼦で、ホイールベースは⽐較的短いが、キャスター輪が⼤きいものである。この⾞椅⼦で
あれば、屋内でも屋外でも使える。 

⾞椅⼦ユーザーには、⾞椅⼦をたやすく乗り降りでき、効率よくこげ、修理できることが必要である。
⾞椅⼦ユーザーは、バスや⾞などで⾞椅⼦を運ばねばならないこともある（図 1.10）。さまざまな設計
の⾞椅⼦の中には、いろいろな⽅法でコンパクトにできるものがある。クロス型折りたたみ式5のもの
（図 1.10）もあれば、クイックリリース⾞輪を備えたもの（図 1.11、図 1.12）、背もたれを前⽅へ折り
たためるものもある。 

 

図 1.10 折りたたみ式⾞椅⼦     図 1.11 クイックリリース⾞輪    図 1.12 着脱式⾞輪  

 
 

これらのニーズや、それに対応する⾞椅⼦の設計特⾊は第２章で論じる。 

  

訳注  
5  [原⽂] cross-folding 
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Many users live and work in a range of settings, and a compromise is therefore often necessary. 
Fig. 1.9 shows a robust wheelchair with a relatively short wheelbase but large castor wheels. This 
wheelchair could be used both indoors and outdoors.

Users need to be able to get in and out of the wheelchair easily, to propel it e!ciently and to repair 
it. Users may need to transport their wheelchair, for example in a bus or car (Fig. 1.10). Di"erent 
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使⽤可能な素材および技術  

⾞椅⼦の設計は、⽣産や修理に使える素材や技術によって変わる。例えば、⾞椅⼦設計者が早期故障を
避けるには、⼿に⼊る素材の強度とばらつきとを考慮しなければならない。故障した場合も、⾞椅⼦は
簡単に修理できるべきである(20)。このトピックに関する詳細は、第２章を参照。 

 
1.9 関係者とその役割 

1.9.1 政策企画者・実施者 
政策の企画者および実施者は、⾞椅⼦供与の計画、始動、そして財政・助⾔・制度による継続的⽀援に
直接携わる。政策企画者の任務には、以下のものがある。 
o 障害者へ最⼤限に⾃⽴した個⼈的移動を保証するための実効ある施策を⽬標とした⾞椅⼦供与政策

を、他の関係者との協議を通じて策定する。例えば： 
• 好きなやり⽅で、好きな時に、⼿ごろな費⽤でできる個⼈的移動の促進 
• ⼿ごろな費⽤で⼿に⼊るようにするなど、⾞椅⼦へのアクセス促進 
• 障害者やリハビリテーション職員への、移動技能教習の実施 
• 国内で⾞椅⼦やその他の移動⽀援機器を製造する、事業体への⽀援 

o ⾞椅⼦の製品・サービス提供・教習についての基準を採⽤・推進・実施する。 
o ⾞椅⼦供与をだれにでも、つまり⼥性や⼦ども、最貧困者や遠隔地の⼈びとにも、公平でアクセスし
やすくする施策を講じる。 

o ⾞椅⼦サービスを関連サービス、例えばリハビリテーション、義肢、装具、地域に根ざしたリハビリ
テーション6などのサービスと連携した、保健医療体制の不可分な⼀部として育成する。 

o ⾞椅⼦供与に対する、持続可能な資⾦調達⽅針を策定する。 
o ⾞椅⼦ユーザーのグループや障害者団体の参画を、計画から実施までのあらゆる段階で得る。 
 
国際連合の基準規則や条約によれば、⾞椅⼦を⼿ごろな費⽤で⼿に⼊るようにすることには、国に第⼀
の責任がある。国内で⾞椅⼦サービスを利⽤できるよう保証するのに、必ずしも政府によるサービスの
直接供与によらねばならないということはない。しかし政府は、⾮政府組織［NGO］および国際 NGO、
開発機関、⾞椅⼦ユーザーのグループや⺠間セクターと緊密に連携して国の政策や供与システムを策定
できる。さらにそうした政策策定に当たり、政府は⾞椅⼦サービスが国の保健・リハビリテーション⽅
策と⼀体化し、緊密に連携するようにしなければならない。 
  

訳注  
6  [原⽂] community-based rehabilitation. CBR と略されることも多い.  
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コラム 1.2 ⾞椅⼦供与と政府省庁 
いっぱんに、どの省庁が⾞椅⼦供与を担当するのだろうか？ 
⾞椅⼦供与の影響は、いくつもの政府省庁や機関に及ぶ。保健省は、保健医療やリハビリテーション
サービス全般を担当するため、⾞椅⼦供与にも第⼀の責任がある。しかし、他の省庁が主導的役割を
果たす国もある。⾞椅⼦サービスは、インドでは社会正義・エンパワーメント省が、ガーナでは労働・
社会福祉省が供与している。ケニアでは保健省・社会福祉サービス・NGO による共同事業体が、国内
の⾞椅⼦サービス提供を推進している。他省庁にも担える役割があるのは、⾞椅⼦ユーザーのニーズ
には社会福祉省や類似の官庁が取り組むべき、経済・社会的問題が含まれるからである。 

雇⽤や教育を担当する省庁には、⾞椅⼦ユーザーの権利を保証する役割がある。そして、担当省庁や
機関が⾞椅⼦ユーザーに建築物や公共交通機関へのアクセスを確保しない限り、ユーザーは教育・経
済・社会的な活動に参加できないのである。 

 

1.9.2  製造者・供給者 
⼀つの組織は、⾞椅⼦の製造や供給における⼀つまたは複数の分野に関わることができる。供給とは、
販売や寄付を通じてサービス供与者へ⾞椅⼦を届けることである。⾞椅⼦の製造者・供給者の役割とは、
さまざまな状況下にある⾞椅⼦ユーザーのニーズを満たす⾞椅⼦を開発・⽣産・供給することである。
例えば： 
o ⽬的の使い⽅に対して適正な製品を、製造あるいは供給する。 
o その製品が該当する⾞椅⼦規格を満たす、あるいは上回るようにする。 
o ⾞椅⼦供与を、最低でも事前評価・フィッティング・ユーザー教習・フォローアップを供する⾞椅⼦

サービス事業を通じて⾏なう。 
o ⾞椅⼦が現地で修理できるようにする。 
 
⾞椅⼦供与に⽤いるサービスモデルを問わず、供給者には、以下を確認することで、その責任を果たす
よう推奨する： 
o サービス供与者が、供給した⾞椅⼦を理にかない責任あるやり⽅で供与する⼒量を持っており、 
o その供給が、当該国あるいは地域の実状に対する事前評価を踏まえており、また現地の製造者とサー

ビス供与者への影響を考慮している。 
 

1.9.3 ⾞椅⼦サービス事業 
⾞椅⼦サービス事業は、⾞椅⼦のユーザーと製造者・供給者との間にあって不可⽋な連鎖をなすもので
ある。サービス供与者の例としては： 
o ⾏政の⾞椅⼦サービス事業 
o 同様のサービスを供与する⾮政府組織［NGO］ 
o ⺠間セクター 
o 病院や保健所 
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⾞椅⼦サービス事業の主な役割は、⾞椅⼦ユーザーが最適な⾞椅⼦を選べるように⽀援し、本⼈の個別
ニーズへ調整または改造によって適合させ、⾞椅⼦ユーザーへ教習を施し、フォローアップやメンテナ
ンスのサービスを供することである。サービス供与者は、以下の役割も担う： 
o 製造者や供給者へ、⾞椅⼦設計に関するフィードバックを与える。 
o 紹介・相談ネットワークを構築する。 
o ⾞椅⼦およびサービスのための、持続可能な財源を開発し⾒出す。 
 

1.9.4 専⾨職グループ 
リハビリテーションは、チームワークの問題である。療法⼠・保健/看護職員・義肢装具⼠・リハビリテ
ーション医その他の専⾨職は、良質なサービスを提供し、ユーザーのみならず職員へ教習を施し、ユー
ザーの⽣活の質を⾼め、最良の実践を共有し記録するうえで主要な役割を果たす。あらゆる職種のリハ
ビリテーション職員からなるチームは、最終的には⾞椅⼦ユーザーのためになり、とりわけ⾞椅⼦供与
という新たな専⾨職や専⾨分野の発展にとって有益であることが証明されている。低リソース状況での
⾞椅⼦供与には、さらに多くの専⾨職グループの関与が必要である。そうした関与の好例が国際義肢装
具学会（ISPO）で、⾞椅⼦技術者への体系的な専⾨教習の開発を⽀援している。 

専⾨職グループの役割の例としては： 
o ⾞椅⼦サービス事業職員の活動への指導と⽀援 
o ⾞椅⼦サービス提供の実践および⽔準の向上 
o ⾞椅⼦専⾨職の配置や出向の促進 
o 情報交流の促進 
o ⾞椅⼦専⾨職の教育や教習の推進 
 
コラム 1.3 アフリカの⾞椅⼦業界団体 
アフリカでは、汎アフリカ⾞椅⼦製造者協会が⾞椅⼦の設計・⽣産・資⾦調達・流通に関わる⼈びと
を代表している。同協会は、2003 年にザンビアで開かれたアフリカ⾞椅⼦⽣産者会議をきっかけに
設⽴され、現在はタンザニア連合共和国モシ市を拠点としている。その主な活動の⼀つは、⾞椅⼦製
造者どうしが⽀援し合い、リソースを共有するネットワークづくりである。 

 

1.9.5 国際 NGO 
国際 NGO［⾮政府組織］は、国のサービス提供がほとんど、あるいは全くないところでの、⾞椅⼦供与
の促進にしばしば参画する。こうした組織の⽅針および実践は、すべての⼈が平等にアクセスできる、
協調の取れた⾞椅⼦供与を促進するものでなければならない。 
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⾞椅⼦供与における国際 NGO の役割の例としては： 
o 現地の⾞椅⼦供与が不⾜している場合に、⾞椅⼦ユーザーの差し迫ったニーズを満たす。 
o 国を⽀援し、その⾞椅⼦供与に関する責務を全うできるようにする。 
o 国の機関による、国内の適切な⾞椅⼦サービス提供のシステム策定を⽀援する。 
o ⾃らの活動を、関係機関（例：政府）が認めて⽀援する、広範で⻑期的な⽅策の⼀環にする。 
o 障害者団体の、⾞椅⼦へアクセスし提携関係を発展させる⼒量を構築する。 
o さまざまな関係者、例えば⾞椅⼦ユーザー、⾞椅⼦サービス供与者、政府間の連携を促す。 
o ⾞椅⼦サービス事業を、現地になければ専⾨技能教習を施し、⾞椅⼦サービス提供の技術・組織両⾯

にわたる⼒量を育てることによって実⾏する。 
o サービス事業あるいは先⾏プロジェクトを⽴ち上げ、その最良の実践を政府、NGO、国際 NGO にと

っての範例にする。 
 

1.9.6 障害者団体 
障害者団体は、⾞椅⼦サービス提供の計画・始動・継続的⽀援において決定的に重要な役割を果たす。
また組織として、⾞椅⼦ユーザーのニーズを個⼈でするよりも効果的に主張できる。 

効果を発揮するために障害者団体に必要なものは、適正な製品やサービスに関する知識と経験である。
そうした組織は「障害者の権利に関する条約」の準備において重要な役割を果たし、将来もその履⾏に
参画し続ける。⾞椅⼦ユーザーは、同条約の個⼈的移動性に関する第 20 条、ハビリテーションおよび
リハビリテーションに関する第 26条の履⾏において、重要な役割を果たす。 

障害者団体の、⾞椅⼦供与における役割の例としては： 
o ⾞椅⼦ユーザーのニーズ、および平等な社会参加に対する障壁を明らかにする。 
o 効果的な⾞椅⼦供与と資⾦調達の必要性に対する認識を⾼める。 
o ⾞椅⼦サービスの開発において、政策企画者や実施者からの諮問に応える。 
o ⾞椅⼦サービスへの認知度を⾼め、⾞椅⼦が必要な⼈を⾒極めて⾞椅⼦サービスと仲介する。 
o ⾞椅⼦サービス事業へのモニタリングと評価を⾏なう。 
o 不適正な⾞椅⼦供与に異議を申し⽴て、⾞椅⼦サービス事業が承認された⽅針に従うよう政策提⾔

を⾏なう。 
o 当事者どうしの⽀援や教習を提供し、⾞椅⼦ユーザーを⽀援する。 
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1.9.7 ⾞椅⼦ユーザー・家族・介助者 
⾞椅⼦ユーザーおよびそのグループは、⾞椅⼦供与の開発や実施の中⼼である（図 1.13）。かれらには、
⾞椅⼦サービスが⾃らのニーズを効果的に満たすようにする⼿助けができる。 

 
図 1.13 ⾞椅⼦ユーザーのグループ  

 
⾞椅⼦ユーザーが担う役割の例としては： 
o ⾞椅⼦供与の計画・実施・運営・評価に参加する。 
o ⾞椅⼦設計において開発および試験に参加する。 
o ⾞椅⼦サービス事業の中で、臨床・技術・教習業務を務める。 
o 新来の⾞椅⼦ユーザーを⽀援し、教習を施す。 
 
⾞椅⼦ユーザーには、⽇常⽣活活動をつねに家族の⽀援に頼る⼈もいれば、より⾃⽴した⼈もいる。例
えば脳性⿇痺児の親など⽇常的に⾞椅⼦ユーザーを⽀援する責任がある家族や介助者は、上記の⾞椅⼦
ユーザーの役割すべてにも関与すべきである。 

障害児の親、きょうだい、その他親戚のための家族会には、1.9.6.節に列記した活動も担うよう奨励する。 

 
コラム 1.4 ウガンダの政策および実施レベルにおける⾞椅⼦ユーザー 
ウガンダでは 2004 年、保健省が主催しノルウェー障害者協会の後援のもと、⾞椅⼦供与関係者会議
を開催した。この場で、⾞椅⼦ユーザー、障害者団体、⽣産者、政府部局、寄付者は、⾞椅⼦供与の
現状についてそれぞれの視点から意⾒を述べ、⻑期⽬標に合意し、それを達成する⽅法を計画できた。
この会議がきっかけとなり、⾞椅⼦ユーザーが保健省の⾞椅⼦事業担当官に任命された。この⼈⾃⾝
の経験は政策および実施レベルに⾞椅⼦ユーザーの視点をもたらしたことで、同国の⾞椅⼦サービス
開発プロセスを豊かにした。 
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まとめ 

o ⼈⼝の約 1 ％のひとが、⾞椅⼦を必要としています。 

o ⾞椅⼦への権利は、国連の政策⽂書では「障害者の権利に関する条約」および「障害者の機会均等化
に関する基準規則」に述べられています。 

o 適正な⾞椅⼦を使うことは、⾞椅⼦ユーザーの健康と⽣活の質にとって有益で、ユーザーおよびその
家族や、社会全体の経済的便益につながります。 

o 「⾞椅⼦供与」とは、⾞椅⼦の設計・⽣産・供給および⾞椅⼦サービス提供などのことです。 

o ⾞椅⼦供与への取り組みを策定する際には、⾞椅⼦ユーザーへの財政的・物理的な障壁、ユーザーの
リハビリテーションサービスへのアクセス、ユーザーの教育・情報・選択を考慮する必要があります。 

o ⾞椅⼦ユーザーのニーズは多様であるため、さまざまな種類やサイズの⾞椅⼦が必要です。 

o ⾞椅⼦供与における関係者とは、政策の企画者および実施者、⾞椅⼦の製造・供給・寄付者、⾞椅⼦
サービス供与者および専⾨職グループ、国内外の NGO および障害者団体、⾞椅⼦ユーザーおよびそ
の家族や介助者などです。 
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…⾞椅⼦の品質を⾼め、種類を拡げるために 

 
 

本章では： 

o ⾞椅⼦の設計や選択のための⽅法論を概説し、 

o ⾞椅⼦の⽣産および供給のさまざまな種類を述べ、 

o ⾞椅⼦のさまざまな設計の⻑所と短所を整理し、 

o ⾞椅⼦の機能性能、座位保持および姿勢⽀持、強度・
耐久性・安全性について、記述し評価するやり⽅を
提案する。 
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コラム 2.1 

⾞椅⼦は⼈⽣を変える...  

カンボジアの⾞椅⼦ユーザーの証⾔ 

1982年、レッは地雷を踏んでしまった。その後、
⼿術で両脚を切断した。タイの難⺠キャンプで職
業教習を受け、そこに 13年いた。1993年、レッ
はカンボジアに戻り、地元の⾞椅⼦⼯房に⾞椅⼦
製作者として雇われ、訓練を受けた。レッ⾃⾝は、
⼯房を通じて３輪の活動的な⾞椅⼦1と 3 輪⾞と
を⼿に⼊れた。 

⾞椅⼦と 3 輪⾞によって移動性を得たことで、レ
ッは働き、妻と６⼈の⼦を養い、地雷反対の活発
な活動家となることができた。レッは 1997年に
ノーベル平和賞を受賞した運動体、地雷廃⽌国際
キャンペーン（ICBL）の⼤使だ。かれは世界中を
⾶び回り、各国政府へ、地雷を過去の遺物とする
よう訴えている。 

レッは語る。「地雷にやられて、⾃分に起きたことから⾝に沁みて分かったのは、⼈⽣は⼀度や⼆度の
困難では終わりやしない、ということだね。また、⼈⽣の悲劇を乗り越えられたのは、本当にたくさ
んの、周りのみんなのおかげだ、ということも。いま私は、ICBLの活動的なスポークスマンだ。地雷
廃⽌について話す機会がある時、いつも⼼から⼈びとや政府に訴えるのは、このキャンペーンを⽀援
してほしい、そして犠牲者やその家族にもっと⼿を差し伸べてほしい、ということなんだ。現在、私
はカンボジア・ジェズイットサービスのシェムリアプチームで、そこの⾞椅⼦チームと訪問プログラ
ムを担当している。今までにわれわれは、12郡内の 90 地区、222か村の⼈びとを訪れた。これは、
両脚を失ったものにとって易しい仕事じゃない。でも幸せだし張り合いがあるよ。」 

 

証⾔ 
 

訳注  
1  [原⽂] active wheelchair 
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2.1 はじめに 
 
⽬的および成果 

設計と⽣産に関するガイドラインの⽬的は、低リソース状況で利⽤できる⾞椅⼦の品質を向上させ、種
類を増やすことである。 

このガイドラインの実施がもたらすのは： 
o より多様な種類と設計の⾞椅⼦ 
o 安全で最低要件を満たす⾞椅⼦ 
o ⾞椅⼦の⻑期的費⽤の低減 
o ⾞椅⼦に関する、より多くの利⽤できる情報 
o 国の⾞椅⼦規格 
 
本ガイドラインは、さまざまな特⾊をもつ⼿動⾞椅⼦へ適⽤できるように作成した。それにはあらゆる
レベルの調節機能、３輪および４輪の⾞椅⼦、折りたたみ式およびソリッドフレームの⾞椅⼦、成⼈⽤
および⼦ども⽤の⾞椅⼦が含まれる。また、本ガイドラインで特記していない⼿動 3 輪⾞などの機器に
も主要な推奨事項は当てはまる。 

このガイドラインは、⾞椅⼦を設計するか既成の⾞椅⼦設計から選択して⽣産し、⾞椅⼦サービス事業
へ供給するために活⽤できる。 

 
⽅策 

設計 
⾞椅⼦設計の⽬的は、性能に優れ、適正な座位保持および姿勢⽀持をもたらし、強度・耐久性・安全性
について妥協のない⾞椅⼦を⽣産することである。これは、政府機関、製造者、技術者、設計者、サー
ビス供与者、⾞椅⼦ユーザーが、設計に関するそれぞれの役割を完遂した暁に達成される。 

規格 
政府機関には、国内で供給されるすべての⾞椅⼦に適⽤する国の⾞椅⼦規格を策定し、採⽤するよう推
奨する。これには、あらゆる国産および輸⼊品の⾞椅⼦が、寄付品であれ購⼊品であれ含まれる。 

国際標準化機構（ISO）が策定した⾞椅⼦の国際標準規格は、ISO 7176 シリーズとして知られる(1)。こ
のシリーズでは、⾞椅⼦の性能・サイズ・強度・耐久性・安全性を評価するための⽤語法と試験⽅法を
指定している。多くの国の標準化委員会は、ISO 7176 シリーズか、このシリーズを個別に適合させた形
式のものを⾃国の⾞椅⼦規格として採⽤している。 

ISO 7176 シリーズのすべての要件が、低リソース状況での典型的条件を反映しているとはいえない。
なぜなら要件の中には、道路が平坦な都市の環境条件を想定して作成したものもあるためだ。したがっ
て、国の規格を策定する際には国内の環境、ユーザーの体重や体格、典型的な使い⽅、利⽤できる⾞椅
⼦および関連技術（⾃転⾞/3 輪⾞など）を考慮することが重要である。  



 

 40 

⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 

⽣産および供給 
政府、製造者、供給者は、協働して国の規格を満たす⾞椅⼦の持続的供給を確⽴する必要がある。国内
⽣産するにせよ輸⼊するにせよ、⾞椅⼦の種類が、⾞椅⼦ユーザーの多様なニーズを満たすに⾜ること
が重要である。 

政府および諸組織には、製造者の試験設備利⽤を⽀援して⾞椅⼦の品質を向上させ、また現地製造者の
試験費⽤をなるべく減らすよう努めて、⾞椅⼦の品質評価普及を⽀援するよう奨励する。 

協働 
このガイドライン実施に要するリソースは、政府機関、NGO、国際 NGO、障害者団体、外国政府、⼆
国間援助機関、⺠間セクターの共同計画と協⼒によって最⼩限に抑えられる。できる限り、既存のイン
フラや専⾨技能を活⽤し、⽀援し、さらに発展させるべきである。 

教習 
このガイドラインを満たすように⾞椅⼦を設計・製造・試験するには、各⼈が教習を受ける必要がある。
それは、このガイドラインを関連分野の学⽣や実務家に対して導⼊することで可能になる。 

情報の収集および普及 
⾞椅⼦への評価と試験結果は記録し、すべての関係者の利⽤に供すべきである。こうした情報は関係者
が所定の⽤途に対して最適な⾞椅⼦を選ぶのに役⽴つ。⾞椅⼦サービス供与者、⾞椅⼦ユーザー、政策
提⾔グループも、提供された情報を⽤い、本⼈に特有のニーズ、および⼊⼿可能な⾞椅⼦がどのように
そのニーズを満たすかについて、⾞椅⼦製造者や供給者とのコミュニケーションを図るよう奨励する。 

 
関係者およびリソース 

⾞椅⼦の設計および⽣産に参画する関係者には、購⼊者、製造者、設計者、評価者、⾞椅⼦ユーザーな
どがある。経験豊かな⾞椅⼦ユーザーは、しばしば⾞椅⼦設計に⼤きく寄与する。設計および⽣産のガ
イドライン実施に求められる主要なリソースとしては： 
o 技術者、設計者、⾞椅⼦ユーザー、技師、製造者 
o 製品評価者 
o ⾞椅⼦の製造や組み⽴ての施設と設備 
o ⾞椅⼦評価の施設と設備 
 
2.2 ⾞椅⼦の設計 

⾞椅⼦の設計は、ユーザーの多様なニーズを反映して実に多様である。⾞椅⼦を適正なものとするには、
設計者と供与者は対象ユーザーのニーズと環境を徹底的に理解しなければならない。ユーザーのニーズ
が最⼤限に満たされるのは、多種多様な種類があって、そこから選べる場合である。 

⼀般的な⾞椅⼦の部品名を図 2.1 に⽰す。クッションは⾞椅⼦の不可分な⼀部と考えるべきで、それゆ
えにどんな⾞椅⼦にも付属している。脊髄損傷や、同様の状況にある⼈には除圧クッションが必要で、
それは⽣命にもかかわる褥瘡が起こるのを防ぐ。 
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図 2.1 ⼿動⾞椅⼦および部品の例［（ ）内は原⽂での名称］ 

 

2.2.1 ⾞椅⼦設計において⼀般に考慮すべきこと 
⾞椅⼦は、そのユーザーがなるべく多くの活動へ参加できるように設計すべきである。最低でも⾞椅⼦
はユーザーに、より活動的な⽣活を、その健康や安全への悪影響なしにもたらさねばならない。快適さ
と安全は、⻑期ユーザーの⽣活の質に影響する⼆つの重要な要素である(2)。 

⾞椅⼦ユーザーの健康と安全 
⾞椅⼦ユーザーの健康と安全について、費⽤を削るために妥協しては絶対にならない。どんな⾞椅⼦で
もないよりはまし、と思われるかもしれないが、⾞椅⼦が負傷などの健康リスクを引き起こし、または
助⻑する場合、それは当たらない。 

⾞椅⼦設計は、ユーザーの安全と健康を確保するものでなければならない。以下の例が⽰す通り、ユー
ザーには⾃分の⾞椅⼦によって負傷するいくつもの可能性がある： 
o クッションがないか不適切なクッションを備えた⾞椅⼦は、褥瘡の原因となる。そのため、ユーザー

は何か⽉も寝たきりになり、適切なケアや治療がなければしばしば床ずれや⼆次障害、あるいは早期
死亡すら引き起こす。 

o 不安定な⾞椅⼦は転倒し、ユーザーに転落や負傷を引き起こす。 
o 幅が広すぎるか不必要に重い⾞椅⼦は、肩を痛める原因になる。 
o 表⾯の鋭い⾓は切り傷のもとで、ひいては感染を引き起こす。 
o 設計がまずいと、ユーザーなどが指や⽪膚を挟む部分が⾞椅⼦にできる結果になる。 
o ユーザーの環境で⽇常的使⽤に耐えられない⾞椅⼦は、早期故障してユーザーを傷つけうる。 
  

 
 

 

 

⼿押しハンドル 
(push handles) 

駆動輪  
(rear wheels) 

ハンドリム  
(push rings) 

ブレーキ  
(brakes) 

キャスター輪  
(castor wheels) 

ひじ掛け (armrest) 

クッション (cushion) 

下腿ベルト 
(calf strap) 

背もたれ (backrest) 

座⾯ (seat) 

フレーム (frame) 

⾜台 (footrest) 
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強度および耐久性 
屋外で使⽤する⾞椅⼦は、屋内⽤や平坦な道路⽤に設計した⾞椅⼦より激しい消耗や破損にさらされる。
⾞椅⼦には、使⽤中とつぜん不具合に⾒舞われないだけの丈夫さが必要である。⾞椅⼦は使⽤寿命が最
⼤限に⻑く、また修理の必要が最⼩限で済むようにつくるべきである。⾞椅⼦は、故障時にもユーザー
の家の近くで修理でき、交換⽤部品が簡単に⼿に⼊るように設計すべきである。 

使い⽅への適性 
⾞椅⼦は使⽤する環境、および使⽤する個々⼈にとって適正でなければならない。ただ⼀通りの⾞椅⼦
設計が、すべての⼈に適することはありえない。⾞椅⼦を設計あるいは選択する際には、その⾞椅⼦を
使う環境および使い⽅を考慮すべきである（コラム 2.2.）。 

 
コラム 2.2 ⾞椅⼦の設計あるいは選択に際して考慮すべき環境や使い⽅ 
§ 悪路での⻑距離⾛⾏ 
§ 毎⽇たくさんの縁⽯を上がり下りする 
§ 建造物へのアクセス：狭い⼾⼝、狭い転回スペー

ス、急斜⾯、机やテーブル、トイレ設備（例：腰
掛け式やしゃがみ式便器） 

§ ⾬、多湿、雪、氷、あられ、尿や汗の体液など、
湿気への曝露 

§ ⾞椅⼦に座ったままシャワーを浴びるユーザー 
§ 極端な⾼温や低温への曝露 
§ ⾞椅⼦の⼿押しハンドル、カバー、⾜台などの部
分に荷物を載せて運ぶユーザー 

§ ⾜台やひじ掛けに乗る⼈ 
§ ⾞椅⼦に⼈が乗った状態で、⽚⽅のひじ掛け、⾜
台、⼿押しハンドルで⾞椅⼦を持ち上げる⼈ 

§ 狭いスペースなど窮屈な、または混雑した状況での⾞椅⼦の輸送 

 

⾞椅⼦の⽣産⽅法 
⾞椅⼦を新たに設計するか既成の⾞椅⼦設計から選択する際には、その⾞椅⼦をどこで⽣産するのか知
っておくことが重要である。ところ変われば技術的能⼒、使⽤できる技術、⽣産に使える材料や部材も
変わる。この理由から、ある地域向けに設計した⾞椅⼦がよそには適さないこともある。ただし、設計
の根本は極めて似通っている。 
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2.2.2 ⾞椅⼦設計のあらまし 
以下のカテゴリーを、⾞椅⼦設計について記述し、また評価する際に活⽤できる。 
o 機能性能：さまざまな環境のさまざまなユーザーに対して、⾞椅⼦がどう機能を果たすか。⾞椅⼦の

機能性能は、その設計と特⾊によって決まる。 
o 座位保持と姿勢⽀持：⾞椅⼦ユーザーの⾝体を、その⾞椅⼦がどう⽀えるか。これには、快適さと除
圧も含まれる。 

o 強度・耐久性・安全性：⾞椅⼦ユーザーの安全、⾞椅⼦の破壊に対する抵抗⼒と耐久性とを考慮する。 
 
各カテゴリーに関連する設計特⾊、最低限のガイドライン、評価⽅法は、2.4、2.5、2.6節で各々さらに
詳述する。 

2.2.3 設計プロセス 
⾞椅⼦ユーザーには、設計や選択のプロセスへ参画するよう、強く奨励する。経験を通して、ユーザー
は⾃らの⾝体的、社会的、⽂化的ニーズに最も精通している(3)。 

⾞椅⼦設計の諸段階とは： 

段階１：設計要綱1 これは、⾞椅⼦のニーズ
および評価基準2を書⾯に表したものである。
評価基準に含まれるのは： 
o （⾝体的、⽂化的、社会的）環境による制約 
o 地域の⽣産リソース、すなわち資材や⼈材 
o 性能の要件 
o ⽬標価格 
 
設計要綱は、⾞椅⼦ユーザーおよび対象ユーザ
ーのニーズに精通した⼈びとと協議しながら、
利⽤できるリソースに従って作成する必要が
ある。 

 
段階２：⾞椅⼦の設計/選択 設計要綱を書き
上げたら、設計の着想を練り上げ、試作品を製
造所でつくり試験する。設計・試作・試験のプ
ロセスは、試作品が設計要綱の性能要件を満た
すまで、何度かくり返さなければならないこと
もある。設計要綱は、⾞椅⼦を選択する際にも
役⽴つ。 

図 2.2 ⾞椅⼦設計の選択プロセス 

  
訳注  
1  [原⽂] design brief 
2  [原⽂] criteria 
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The following categories can be used to describe and evaluate wheelchair designs.
t Functional performance: how a wheelchair performs for di!erent users in di!erent environments. 

The functional performance of a wheelchair is determined by its design and features.
t Seating and postural support: how a user’s body is supported by the wheelchair. This includes 

comfort and pressure relief. 
t Strength, durability and safety: considers the safety of the user, the resistance to breaking and 

the durability of the wheelchair.

Design features, minimum guidelines and evaluation methods related to each category are 
described in more detail in Sections 2.4, 2.5, and 2.6, respectively.
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Wheelchair users are strongly encouraged to be involved in the design and selection process. 
From experience, users are the most knowledgeable about their own physical, social and cultural 
needs (3).

The steps in wheelchair design are:

Step 1: design brief. This is a written 
statement of the needs and criteria for the 
wheelchair. The criteria include:
t environmental constraints (physical, 

cultural, social);
t local production resources, such as 

materials and human resources;
t performance requirements; and
t target price.

Design briefs should be developed in 
consultation with users and others familiar 
with the needs of intended users, and 
according to available resources. 

Step 2: design/select wheelchair. After 
the design brief is written, design ideas 
are developed and prototypes are built 
and tested in the workshop. The process 
of designing, prototyping and testing may 
need to be repeated several times until 
the prototype meets the performance 
requirements of the brief. A design brief can 
also be helpful in selecting a wheelchair.

Fig. 2.2. Wheelchair design selection process
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ニーズの事前評価： 
ユーザー、技術 

設計評価基準の設定 

⾞椅⼦の設計/選択 

製品試験（性能・強度・耐久性） 

ユーザー試⽤ 

⾞椅⼦の⽣産/供与 

ユーザーへの⻑期的追跡調査 
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段階３：製品試験 試作品が性能の評価基準を満たしていれば、強度と耐久性の要件を満たすか確認す
るために試験すべきである。もし⾞椅⼦が試験を通らなければ、設計変更が必要になることもある。 

段階４：ユーザー試⽤ 試作品が性能・強度・耐久性・安全性の要件をすべて満たせば、その⾞椅⼦が
設計対象とする環境で暮らす⾞椅⼦ユーザーによって試験すべきである。ユーザー試⽤ではユーザー、
つまり機器性能に最も通じた⼈からフィードバックが得られる（ユーザー試⽤に関しては 2.7節で詳述）。 

段階５：⽣産および供給 ユーザー試⽤がうまく⾏ったら、⾞椅⼦の⽣産および供給を始めてよい。 

段階６：⻑期的追跡調査 この時点で、⻑期的追跡調査3を⽤いて⻑期（例えば数か⽉）にわたる⾞椅
⼦の性能を査定すべきである。そうやって得られたフィードバックは、以後設計改善に活⽤すべきであ
る（⻑期的追跡調査については 2.7節で詳述）。 

 
現地⽣産のリソース 

上述の設計要綱で強調した通り、設計プロセスの重要な要素の⼀つに、現地にある⽣産や修理のための
リソースの⾒極めがある。特定の⾞椅⼦設計が特定地域で⽣産あるいは修理できるかどうかは、以下の
ような多くの要因によって決まる： 
o その地域で⼿に⼊る資材および交換⽤部品 
o 利⽤できる⼈材および熟練技能労働⼒ 
o 利⽤できる⽣産設備 
 
設計者は、上記の決定要因を⽤い、設計した⾞椅⼦が当該地域で製造あるいは修理できるかどうか確か
められる。またこれらの変数は、⾞椅⼦製造に利⽤できる⽣産施設の種類にも影響する。 

 
コラム 2.3 設計プロセスの⾞椅⼦選びへの活⽤ 
設計プロセスは、⼀地域へ⼤規模に供与するため、あるいは個別ユーザーのための⾞椅⼦を選択する
うえで効果的なツールになる。図 2.2 の各段階を踏んで、ユーザーのニーズを最⼤限に満たす⾞椅⼦
を決められる。 

設計要綱：以前設計された⾞椅⼦を（国内で、あるいは輸⼊して）購⼊する場合、対象ユーザー層に
対して⾞椅⼦が備えるべき特⾊のあらましを述べるために、設計要綱を活⽤できる。 

試験：信頼できる試験結果が⼿に⼊れば、それを調べて⾞椅⼦の強度、耐久性、性能を確かめられる。
そうした試験結果が利⽤できない場合は、製品を試験するよう推奨する。 

ユーザー試⽤および⻑期的追跡調査：他地域でうまく⾏ったことが証明済みの⾞椅⼦でも、じっさい
に使われる地域で暮らすユーザーが試験するよう、強く推奨する。その⾞椅⼦が、時間を経ても引き
続きユーザーのニーズを満たしているか確かめるため、⻑期的追跡調査は実施すべきである。 

  

訳注  
3  [原⽂] long-term follow-up 
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2.3 ⾞椅⼦の⽣産および供給 

⾞椅⼦は国内⽣産することも、輸⼊することもある。さまざまな種類の⾞椅⼦が揃うよう、国によって
は国内⽣産と輸⼊、両⽅への⽀援を選択する場合もある。どの供給⽅法にも、それぞれ適切な⽤い⽅が
ある（表 2.1）。 

 
表 2.1 ⾞椅⼦のさまざまな⽣産および供給⽅法 

国内⽣産 ⼩規模⽣産 ⼩量の⾞椅⼦を、現地で⼿に⼊る資材とローテクによって⽣産し、現地
の⾞椅⼦サービス事業へ供給する。 

⼤規模⽣産 ⼤量の⾞椅⼦を⽣産し、国・地⽅・地域レベルの⾞椅⼦サービス事業へ
供給する。 

輸⼊ 中古⾞椅⼦ ⾼所得国から中古の⾞椅⼦を収集し、改修して低リソース状況へ供給す
る。このプロセスでは、正しい種類の選択が決定的に重要である。こう
した⾞椅⼦は、⼀時的ユーザー向けに設計した病院⽤⾞椅⼦であること
が多い。 

⼤規模⽣産 低リソース状況へ販売あるいは寄付するために設計および⽣産された
⾞椅⼦で、現地で組み⽴てる場合もある。 

 

⼀つの地域にも多種多様なニーズがあり、さまざまな供給⽅法が適するにせよ、⻑期⽬標は持続可能な
解決策となることである。あらゆる⾞椅⼦が、供給⽅法によらず国の⾞椅⼦規格を満たすかそれを上回
り、なおかつ現地で修理できることを推奨する。 

⾞椅⼦を得るのに、輸⼊と現地⽣産のどちらによるか決めるさい、意思決定者には、さまざまな要素を
⽐較衡量するよう勧める。その例としては： 
o 現地の⾞椅⼦ユーザーのニーズ 
o 各種⾞椅⼦の、品質および多様さ 
o ⾞椅⼦および交換⽤部品の、供給の⻑期的信頼性 
o 設計、特⾊、素材などへ影響を与えられる可能性 
o 購⼊価格 
o 修理や交換の費⽤ 
o 現地の、雇⽤や⾞椅⼦⽣産へ及ぼす効果 
o 供給と、⾞椅⼦供与計画全体との整合性 
o 利⽤できる資⾦の、量および期間 
o ⻑期的持続可能性などの、政策および⽅策 
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2.4 機能性能 

機能性能とは、ある⾞椅⼦が、さまざまな環境下のさまざまなユーザーに対してどう機能を果たすか、
ということである。⾞椅⼦の機能性能は、その設計および特⾊の個性によって決まる。相異なる複数の
⽤途に対する設計や選択を⾏なう場合は、多くの妥協を考慮することになる。 

本節では、⾞椅⼦性能の主なカテゴリーに影響する主要な特⾊、およびその評価のやり⽅に関する情報
を与える。またさまざまな設計特⾊を選択するさい、考慮すべき妥協点についても概説する。 

⾞椅⼦ユーザー個々の機能性能へのニーズを満たすには、さまざまな設計およびサイズの⾞椅⼦が必要
である。 

2.4.1 ⾞椅⼦の安定性 
⾞椅⼦の安定性は、その⾞椅⼦の安全性、およびユーザーが、⾞椅⼦に座ってどれくらいうまく活動を
果たせるかに影響する。⾞椅⼦の転倒は、ユーザーが負傷する⼤きな原因である(4)。 
o 静的安定性4とは、⾞椅⼦が動いていない時の安定性のことである。これによって、例えばユーザー
が地⾯から何か拾おうとして⾝を乗り出したり、⾞椅⼦に乗り降りしたりするさい、⾞椅⼦が転倒す
る（⾞輪が地⾯との接触を失う）かどうかが決まる。 

o 動的安定性5とは、⾞椅⼦が動いている時の安定性のことである。これによって、ユーザーが段差や
斜⾯を転倒せずに乗り越えられるかどうかが決まる。 

 
⾞椅⼦の安定性向上に⽤いた設計特⾊は、他の機能特性へ副次的に作⽤する。例えば、前⽅キャスター
輪を前⽅へ移動すれば安定性は増すが、狭いスペースでの⾞椅⼦の操縦性が低下する。こうした関係は
後述する。 

全般的安定性6に影響するのは、ユーザーと⾞椅⼦の合成重⼼［両者を⼀体とみた重⼼］の、⾞椅⼦の
ホイールベースに対する位置関係である。全般的安定性を⾼める⽅途、およびそれに伴う利点と難点を
表 2.2 に⽰す。 

 
表 2.2 ねらい：全⽅向への安定性を⾼める 

利点 難点 
座⾯⾼を低く、したがって⾞椅⼦ユーザーの重⼼を低くすると、 

§ ユーザーは、床の上のものへ、⼿が届きやすく
なる。 

§ 座⾯（とユーザーの膝）が、机やテーブルの下
に収まりやすくなる。 

§ ユーザーが（可能な⼈であれば）⾜を使って、
⾞椅⼦をこぐ補助がやりやすくなる。 

§ 位置が低くなることで、上の⽅のものには⼿が
届きにくくなる。 

§ 姿勢の快適さが低下し、ユーザーの座⾯にかか
る（褥瘡の原因となる）圧⼒が増す。 

§ ユーザーのこぐ姿勢が悪くなり、ハンドリムへ
⼿が届きにくくなる。 

訳注  
4  [原⽂] static stability 
5  [原⽂] dynamic stability 
6  [原⽂] general stability 
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座⾯⾼のほか、各⽅向への安定性は、以下に述べるさまざまな設計要素に対して敏感である。 

後⽅安定性（後⽅転倒への抵抗⼒）に影響するのは、駆動輪軸の⾞椅⼦ユーザーの重⼼に対する位置関
係である。後⽅安定性を⾼める⽅途、およびそれに伴う利点および難点を表 2.3 に⽰す。 

表 2.3 ねらい：後⽅安定性を⾼める 

利点 難点 
駆動輪を⾞椅⼦ユーザーの重⼼よりも後⽅に移すと、 

§ 両脚を膝上で切断している⼈などの場合は、
重⼼がより後⽅に来るため、後⽅安定性を⾼
める必要がある。 

§ 左右に傾斜した斜⾯で、低い側へ転回する傾向
が強まる。 

§ ユーザーはハンドリムへ⼿が届きにくくなり、
推進ストローク7が短くなるため、⾞椅⼦をこぐ
のが困難になり、上肢への負担が増す。 

§ 障害物を切り抜けるための「ウィリー」8がやり
にくくなる。 

§ 狭いスペースでの⾞椅⼦の操縦が難しくなる。 

⾞椅⼦が後ろへひっくり返るのを防ぐ転倒防⽌装置（図 2.3 を参照）を使うと、 
§ 転倒防⽌装置は、不安定な、あるいは「ウィ

リー」（ユーザーが前⽅キャスター輪を持ち上
げ、後ろの駆動輪でバランスを保つこと）を
習得中の⾞椅⼦ユーザーには有効である。 

§ 転倒防⽌装置のほとんどは、⾞椅⼦の凸凹な（縁
⽯や窪みなどの）地⾯を越え進む能⼒を制約す
る。 

注記：バッグやバックパックなど、⾞椅⼦の後ろに吊り下げた加重はすべて重⼼を後ろにずらすため⾞椅⼦
が後⽅転倒しやすくなる。 
 
図 2.3 転倒防⽌装置 

 
  

訳注  
7  [原⽂] push stroke. ⾞椅⼦をこぎ進める⾝体の動き. 
8  [原⽂] “wheelie” 
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Apart from seat height, stability in each direction is sensitive to several design factors, as described 
below.

Rearward stability (resistance to tipping backwards) is a!ected by the rear axle position in relation 
to the user’s centre of gravity. Ways of increasing rearward stability and their associated advantages 
and disadvantages are shown in Table 2.3.

Advantages Disadvantages
By moving the rear wheel further behind the user’s centre of gravity

n Some people, such as some double above-knee 
amputees, require increased rearward stability because 
their centre of gravity is further back.

n Increased tendency to turn downhill on side slope.
n User will have poorer access to the hand rim and a 

shortened push-stroke, making it more difficult to push 
the wheelchair and harder on the upper extremities.

n It will be more difficult to perform a “wheelie” to 
negotiate obstacles.

n Wheelchair is harder to manoeuvre in confined spaces.
By using anti-tip devices to prevent a wheelchair tipping over backwards ( see Fig. 2.3)

n Anti-tip devices can be useful for some users who are 
unstable or are learning to perform “wheelies” (whereby 
the user raises the front castor wheels and balances on 
the rear drive wheels). 

n Most anti-tip designs restrict the wheelchair’s ability to 
travel over uneven surfaces (such as kerbs or dips).

Table 2.3. Aim: to increase rearward stability

Note: A bag, backpack or any weight hanging behind the wheelchair will move the centre of gravity back and make the wheelchair more likely to tip backwards.

Fig. 2.3. Anti-tip device
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前⽅安定性に影響するのは、⾞椅⼦ユーザーの重⼼に対する前⽅キャスター輪のサイズおよび位置関係
である。前⽅安定性を⾼める⽅途、およびそれに伴う利点および難点を表 2.4 に⽰す。 

 
表 2.4 ねらい：前⽅安定性を⾼める 

利点 難点 
前⽅キャスター輪を⾞椅⼦ユーザーの重⼼よりも前⽅に移すと、 

§ キャスターが乗り越えられない障害物に突き
当たった時、⾞椅⼦が前⽅転倒に抵抗する。 

§ 前輪への荷重が減ると前輪の転がり抵抗が減
り、⾞椅⼦が転がりやすくなる。 

§ ⾞椅⼦の全⻑が⻑くなり、狭いスペースでの操
縦が難しくなる。 

より⼤径の前⽅キャスター輪を⽤いると、 
§ 前⽅キャスター輪径は、動的安定性に⼤きく

影響する。前輪が⼤きいほど、⾞椅⼦はより
⼤きな障害物を、⽌まったり前⽅転倒したり
せずに乗り越えられる。 

§ 前⽅キャスター輪が⼤きいほど、その旋回には
より広い空間が必要で、ユーザーの⾜が収まる
空間を取るには、⾞椅⼦をさらに⻑く、または幅
広く設計する必要がある。 

注記：⾜台が前輪より前にあると、（例えば体重の重い⼦どもが）⾜台に乗った荷重で⾞椅⼦が前⽅転倒する
ことがある。 
 
側⽅安定性に影響するのは、⾞椅⼦の⾞幅である。前輪および駆動輪の接地点が⾞椅⼦の左右へ張り出
せば張り出すほど、⾞椅⼦の側⽅転倒への抵抗⼒が増す。側⽅安定性を⾼める⽅途、およびそれに伴う
利点および難点を表 2.5 に⽰す。 
 
表 2.5 ねらい：側⽅安定性を⾼める 

利点 難点 
⾞椅⼦の⾞幅を広くすると、 

§ 安定性が増す。 
§ 座り⼼地がよくなる。 
§ 過体重の⼈に適する。 

§ 幅広の⾞椅⼦は、狭い⼾⼝を通りにくい。 
§ ユーザーがハンドリムをこぐために腕を張り
出さねばならないため、駆動効率は悪く、また
上肢への負担が増す。 

⾞輪にキャンバー（図 2.4 を参照）を付けると、 
§ キャンバー9によって⾞輪が⾞椅⼦ユーザーに
近づき、よりユーザーの前⽅への推進ストロー
クと⼀致するため、こぎやすくなる。これは特
に、男性に⽐べて概して肩幅は狭いが腰幅が広
い、⼥性に有効である。 

§ 斜⾯を横切る際のグリップが向上する。 

§ 幅広の⾞椅⼦は、狭い⼾⼝を通りにくい。 
§ キャンバーによって、折りたたみ状態での幅が
広くなる。 

訳注  
9  [原⽂] camber, [ISO 7176-26:2007] camber, [JIS T9201: 2016][⽤語集] キャンバ⾓ 
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図 2.4 キャンバーを付けない⾞椅⼦（左）と付けた⾞椅⼦（右） 

 
⾼い移動技能を⾝につけ、体幹コントロールに優れた⾞椅⼦ユーザーは、駆動輪でバランスを取ること
（「ウィリー」）ができ、重⼼を前後左右に移動して転倒を防⽌できれば、⾞椅⼦の不安定さを部分的に
埋め合わせられる。 

 

2.4.2 操縦性 
操縦性10は２カテゴリーに分かれる：障害物を迂回する操縦性と、障害物を乗り越える操縦性である。 

 
障害物を迂回する操縦性は、ドアが狭くスペースが⾮常に限られたトイレなど、狭いスペースの環境
で、⾞椅⼦ユーザーが操縦する能⼒を決める。 
o 狭い通路を通り抜ける：⾞椅⼦が通り抜けられるスペースの最⼩幅を決めるのは、その左右の最も
外側の点の間を測った全幅である。狭い通路を通り抜ける能⼒は⾞椅⼦の全幅を狭めると向上する。
関連する設計の⽅案および効果は、表 2.6 を参照。 

o 天板や物体の近くへ寄せる：⾞椅⼦ユーザーが、下に⼊り込めない天板や物体、例えば、トイレ、
低いテーブル、流し台、⼀本⾜テーブル、浴槽にどれだけ近くまで寄れるかは、⾞椅⼦座⾯の前⽅や
左右に、どれだけ張り出しがあるかで決まる。⾞椅⼦の⾞⾼が低いほど、ユーザーは天板や物体によ
り近くまで寄れる（表 2.6 を参照）。 

o 天板の下に⼊り込む：⾞椅⼦ユーザーがテーブルへ着く能⼒は、ユーザーの膝の⾼さ（＝ユーザー
の膝⾼＋地⾯から⾜台の安全な最⼩⾼さ）で決まる。固定したひじ掛けは、種類によってはユーザー
がテーブルやカウンターへ着く妨げになる。 

o 狭いスペースで転回する：⾞椅⼦が転回できる最⼩区域は、その対⾓線の最⼤⻑で決まる（表 2.6
を参照）。 
  

訳注  
10  [原⽂] manoeuvrability 
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表 2.6 ねらい：狭い場所での転回能⼒を⾼める 

利点 難点 
⾞椅⼦の⻑さや幅を短くすると、 

§ ⾞重が減る。 
§ 取り扱いや運搬が楽になる。 

§ ⻑さや幅が短い⾞椅⼦は安定性に劣る。⾞椅⼦
はユーザーの体幅＋⾞輪幅より狭くできない。 

関連する効果については、表 2.4、2.7、2.8 を参照。 
駆動輪を、⾞椅⼦ユーザーに対して前⽅に移すと、 

§ ハンドリムに⼿が届きやすくなる。推進ストロ
ークが前後両⽅へ延びるため、狭いスペースへ
⼊り込む時にこぐ回数が少なくて済む。 

§ ユーザーの体重が後ろの駆動輪により直接か
かり、⾞椅⼦の転回への反応がよくなる。 

§ 後⽅安定性が落ちる。 

関連する効果については、表 2.7 を参照。 
⾞椅⼦に、簡単に着脱できる⾜台があれば、 

§ 天板や物体の近くへ寄せる能⼒が⾼まる。 § 着脱式部材は、紛失または破損しやすい。 

 
障害物を乗り越える操縦性によって、⾞椅⼦ユーザーが軟らかい地⾯や凸状障害物などの障害を乗り
切る能⼒が決まる。障害物を乗り切る時、⾞椅⼦ユーザーは前後へ転倒する、あるいは⾞椅⼦から転落
（負傷の⼤きな原因）する危険にさらされる。したがって、⾞椅⼦の障害物を越える操縦能⼒を評価す
る際には、安定性への考慮も重要である。（表 2.3、2.4 を参照） 
o 泥・砂・草・砂利・雪など軟らかい地⾯での操縦性は、⾞輪の接地⾯積および⾞輪にかかる荷重に
左右される。軟らかい地⾯での操縦性を⾼める⽅途と、それに伴う利点および難点を表 2.7 に⽰す。 

 
表 2.7 ねらい：軟らかい地⾯での操縦性を⾼める 

利点 難点 
前⽅キャスター輪の幅・径・柔らかさを増し、接地⾯積を増やして 

⾞椅⼦が軟らかい地⾯に沈み込むのを防ぐ＊と、 
§ トレッド（接地⾯）の中央が盛り上がった幅広

の⾞輪11は、固い地⾯での⼩さい転がり抵抗と
軟らかい地⾯での⼤きい浮⼒とを兼ね備える。 

§ 前輪への荷重が減ると前輪の転がり抵抗が減
り、⾞椅⼦が転がりやすくなる。 

§ キャスター輪の接地⾯積が増えるほど、転回、
特にゆっくりとした⼩回りは難しくなる。 

＊⼤径のキャスター輪や駆動輪を使うように設計されていない⾞椅⼦でそれらに交換すると、座⾯の⾓度12、
キャスターの⾓度13、座⾯の⾼さ14（つまり⾞椅⼦ユーザーの重⼼位置）など重要な機能性能が変化する。  

訳注  
11  [原⽂] a wide wheel with a raised point on the centre of its tread 
12  [原⽂] seat angle, [ISO 7176-26:2007] seat plane angle, [JIS T9201:2016][⽤語集] シート⾓度 
13  [原⽂] castor barrel angle, [ISO 7176-26:2007] castor rake, [JIS T9201:2016][⽤語集] キャスタ⾓ 
14  [原⽂] seat height, [ISO 7176-26:2007] seat surface height at front edge, [JIS T9201:2016][⽤語集] 前座⾼ 
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駆動輪の幅、径、柔らかさを増して接地⾯積を増やし、 
⾞椅⼦が軟らかい地⾯に沈み込むのを防ぐ＊と、 

§ 駆動輪径が⼤きいと、荒れ地で転がしやすい。 
§ 多くの低リソース状況では 28 インチ径の⾃転

⾞⽤タイヤは広く⼿に⼊るが 26 インチタイヤ
はやや珍しく、24 インチタイヤを⾒つけるの
はさらに難しい。 

§ 幅広で柔らかい駆動輪は、転回、特にゆっくり
とした⼩回りが難しい。 

§ 駆動輪径が⼤きい⾞椅⼦は、運搬が難しい。 

前⽅キャスター輪を前に移し、⼩さいキャスター輪への荷重を減らして 
軟らかい地⾯へ沈み込みにくくすると、 

§ ⾞椅⼦ユーザーの体重が、より駆動輪にかかる
ほど、軟らかい地⾯を乗り切るための駆動輪の
グリップ15が⼤きくなる。 

§ ⾞椅⼦の全⻑が⻑くなり、狭いスペースで操縦
しにくくなる。 

関連する効果については、表 2.4 も参照。 
駆動輪を⾞椅⼦ユーザーに対して前⽅に移し、前⽅キャスター輪への荷重を減らして 

軟らかい地⾯へ沈み込みにくくすると、 
§ ⾞椅⼦ユーザーの体重がより駆動輪にかかる
ほど、軟らかい地⾯で駆動するための、駆動輪
のグリップが⼤きくなる。 

§ 左右に傾斜した斜⾯で低い⽅へ転回する傾向
を減らし、ユーザーが低い⽅への転回を修正す
るために要する労⼒を減らす。 

§ ユーザーの⼿がハンドリムに届きやすくなり、
推進ストロークが⻑くなるため、⾞椅⼦がこぎ
やすくなり、上肢のためによい。 

§ 「ウィリー」をやって障害物を切り抜けやすく
なる。 

§ 狭いスペースでの⾞椅⼦の操縦が楽になる。 

§ 後⽅安定性が落ちる。 

駆動輪にマウンテンバイクなどに使うノブ付きタイヤを使い、 
軟らかい地⾯へのグリップを増してスリップを防ぐと、 

 § タイヤ表⾯のスパイクやノブ［などのブロック
パターン］は、タイヤに曲折が加わるため転が
り抵抗が増す。 

§ ノブ付きタイヤは、表⾯が滑らかなタイヤより
泥が付着しやすい。 

＊⼤径のキャスター輪や駆動輪を使うように設計されていない⾞椅⼦でそれらに交換すると、座⾯の⾓度、キ
ャスターの⾓度、座⾯の⾼さ（つまり⾞椅⼦ユーザーの重⼼位置）など重要な機能性能が変化する。 
  

訳注  
15  [原⽂] traction 
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o 段差、縁⽯、岩⽯などの凸状障害物を乗り越えるための操縦性は、多くの要因に左右される。キャ
スター輪のサイズ、⾞椅⼦ユーザーの重⼼からキャスター輪までの距離、キャスター輪の弾⼒は、ど
れも著しく影響を及ぼす。キャスター輪の旋回は、スピードを出して段差へぶつかった時にも起こる。
凸状障害物を乗り越える操縦性を⾼める⽅途、およびそれに伴う利点および難点を表 2.8 に⽰す。 

 

表 2.8 ねらい：凸状障害物を乗り越える操縦性を⾼める 

利点 難点 
前⽅キャスター輪と⾞椅⼦ユーザーの重⼼との間隔を⼤きくすると、 

関連する効果については表 2.4 を参照。 
キャスター輪径を⼤きくすると、 

関連する効果については表 2.7 を参照。 
駆動輪径を⼤きくすると、 

関連する効果については表 2.7 を参照。 
キャスター輪のたわみ/弾⼒を⼤きくすると、 

 § 柔らかい⾞輪は、転回、特にゆっくりとした⼩回
りが難しい。 

§ 空気⼊りキャスター輪は、修理や交換が難しい
ことがある。 

注記：⾼い移動技能を⾝につけた⾞椅⼦ユーザーは、⾞椅⼦の障害物を乗り越える操縦性の悪さを、姿勢を
動かして⾞椅⼦のバランスを取ることで埋め合わせられるが、⾒えない障害物があるとユーザーの安全が危
うくなる可能性がある。 

2.4.3 駆動効率 
駆動効率16は、ユーザーが⾞椅⼦を⼀定距離こぎ進めるのに要求されるエネルギー量に関係する。軽量
な⾞椅⼦ほど通常こぎやすいが、⾞椅⼦がこぎにくいのか、あるいはこぎやすいのかには、多くの要因
や⾞椅⼦の特⾊が影響する。駆動効率を⾼める⽅途、およびそれに伴う利点および難点を表 2.9 に⽰す。 

訳注  
16  [原⽂] pushing efficiency 
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表 2.9 ねらい：駆動効率を⾼める 

利点 難点 
駆動輪を、⾞椅⼦ユーザーに対して前⽅へ移すと、 

関連する効果については表 2.7 を参照。 
座⾯幅を最適にし、ハンドリムの間隔を肩に揃えると、 

§ ⾞椅⼦ユーザーは、腕をハンドリムに届くよう
張り出さないで済む。 

 

駆動輪にキャンバー17を付けると、 
§ ハンドリム頂部が⾝体近くに来て、⾞椅⼦ユー

ザーの⾃然な推進ストロークに⼀致する。 
 

関連する効果については表 2.5 も参照。 
⾞椅⼦が整っている、すなわち⾞椅⼦の状態がよく正常に動作する場合、 

注記：部材が壊れているか配置が正しくない⾞椅⼦（例：⼨法違いの⾞輪、歪んだフレーム、摩擦を
⽣じる壊れたベアリング、平⾏でない両輪、膨らみの⾜りない空気タイヤ）は、⾞椅⼦ユーザーの前
⽅への動きに逆らい、こぐエネルギーの多くを浪費させる。 

平坦な地⾯に対して硬いタイヤを⽤いる 
§ 硬い（変形が少ない）タイヤは、他の条件が同

じならば、平坦な地⾯では柔らかいタイヤより
転がり抵抗が少ない。 

§ ソリッドタイヤは、決してユーザーにパンクに
よる不具合をもたらさない。 

§ 硬いタイヤ/ソリッドタイヤは、衝撃をほとん
ど吸収しない。 

§ ソリッドタイヤは、（交換⽤部品が供給されな
ければ）修理や交換が難しい。 

（野外など）不良な路⾯⽤に、エネルギーを跳ね返す 
「弾み」がある（空気⼊りタイヤなどの）タイヤを⽤いる 

§ エネルギーを跳ね返すタイヤは、エネルギーを
放散するタイヤ（変形するが、ゆっくり形が戻
るフォームタイヤやインサートタイヤなど）よ
り転がり抵抗が少ない。 

§ ⾃転⾞⽤空気⼊りタイヤは、適切な設備があれ
ば、修理が⽐較的たやすい。 

§ マウンテンバイク⽤タイヤのようなスパイク
やノブ18［などのブロックパターン］があると、
タイヤに曲折が加わるため転がり抵抗が増す。 

§ ⾃転⾞⽤空気⼊りタイヤは、パンクする可能性
がある。 

不良な路⾯⽤に、同構造の⼩径⾞輪より転がり抵抗が少ない⼤径⾞輪を⽤いる 
 

2.4.4 その他の機能特性 
移乗能⼒：⾞椅⼦を乗り降りする能⼒は、ユーザーにとって最もやりやすい移乗⽅法と、⾞椅⼦の構造
が移乗を妨げるかどうかに左右される。移乗をやりやすくする⽅途、およびそれに伴う利点および難点
を表 2.10 に⽰す。  

訳注  
17  p.49, 図 2.4 参照 
18  [原⽂] spikes or knobs 
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表 2.10 ねらい：移乗をやりやすくする 

利点 難点 
着脱式あるいは折りたたみ式のひじ掛けを備えると、 

§ ユーザーが、横⽅向に⾞椅⼦を乗り降りしやす
い位置を取るための余地が広がる。 

§ 着脱式部材は紛失のおそれがある。 
§ 取り付け位置がゆがむか損傷すると、着脱がや

りにくくなる。 
§ ロック機構は故障することがあり、介助者がひ

じ掛けを掴んで、⾞椅⼦とユーザーを階段で運
び上げようとすると危険な状態になる。 

座⾯前⽅まで延びていない固定式ひじ掛けを備えると、 
§ 快適さの増⼤。 
§ 床が⾼い乗り物への、上⽅移乗がやりやすい。 
§ ⻑時間座る間には⾝体をプッシュアップして、

体重を圧⼒で傷めやすい部位から逃がせる。 

§ 楽に移乗する邪魔になる。 

着脱式ひじ掛けを備えると、 
§ 移乗しやすい。 § ひじ掛けが紛失または損傷しやすい。 
注記：膝を軸にしながら臀部を旋回して移乗（側⽅移乗）する⾞椅⼦ユーザーには、⾝体がひじ掛けを
かわして動けるよう、座⾯の端にじゅうぶんなスペースが絶対に必要。 

着脱式⾜台を備えると、 
§ 着脱式⾜台があると、⾞椅⼦ユーザーは、移乗先

で座る⾯の近くへ寄せられる。 
§ ⽴ち上がっての移乗では、⾞椅⼦ユーザーの⾜

の動線を塞がない、着脱式または跳ね上げ式の
⾜台が必要である。 

§ 着脱式部材は紛失のおそれがある。 
§ ロック機構は故障することがあり、介助者がひ

じ掛けを掴んで、⾞椅⼦とユーザーを階段で運
び上げようとすると危険な状態になる。 

関連する効果については表 2.6 も参照。 
⽴ち上がって移乗するために、 

座⾯をほとんどか全く後傾させ（座⾯⾓度を傾け）ないと、 
§ ⾞椅⼦ユーザーの移乗能⼒に依存する。 § 座⾯の後傾（座⾯⾓度）が不適切な場合は、不良

姿勢に、臀部の感覚が完全でない⾞椅⼦ユーザ
ーでは褥瘡につながる。 

注記：傾け過ぎは、臀部に局所的な⾼い圧⼒を引き
起こす。 
§ 後傾が少ないほど、⾞椅⼦ユーザーの重⼼が前

⽅へ移り、⾞椅⼦が前⽅には不安定になる。 
§ 衝突時に⾞椅⼦が前⽅転倒しない場合、座⾯⾓

度と（座⾯とクッションの）表⾯素材が、ユーザ
ーが座⾯から滑り出るかどうか決める。 

注記：3 輪⾞椅⼦の乗り降りには、［前輪が付く］前⽅中央フレームを避けるため、別の技法が必要である。
3輪⾞椅⼦の場合、⾞椅⼦ユーザーは斜めに寄せることで対象物へ接近できる。 
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⾞椅⼦の輸送：バス・タクシー・鉄道などによる⻑距離移動では、⾞椅⼦の設計やサイズ、およびその
構造材を検討することが重要である。重量は⾞椅⼦の輸送において決定的に重要な要素で、重量を決め
るのは、⽤いる部材（⾞輪/フレーム）の種類および構造材（鋼鉄、鋼/アルミ合⾦、その他の⾦属）で
ある。軽量化は、耐久性と費⽤に直接影響する。折りたたみ式で⼩さい⾞椅⼦ほど持ち運びやすいので、
設計とサイズも同じく重要である。⾞椅⼦を輸送しやすくする⽅途と、それに伴う利点および難点を、
表 2.11 に⽰す。 

 
表 2.11 ねらい：⾞椅⼦の輸送を楽にする 

利点 難点 
⾞椅⼦を軽量化すると、 

§ ⾞椅⼦ユーザーおよび家族/介助者にとって、
より便利である。 

§ 移動性と⽣産性が増す。 

§ 耐久性が落ちる。 

フレームに折りたたみ機構（例：折りたたみ式フレーム、折りたたみ式背もたれ）を組み込み、 
⾞椅⼦を輸送のためによりコンパクトにすると、 

§ ⾞椅⼦の持ち運びや輸送が容易になる。 § ⾞椅⼦重量が⽐較的かさむ。 

着脱式部材（例：駆動輪、⾜台、ひじ掛け）を備え、持ち上げ、 
輸送、収納のため全体重量およびサイズを⼩さくすると、 

§ 重量と体積が減る。 
§ ⾞椅⼦の持ち運びや輸送が容易になる。 

§ 着脱式部材は紛失、変形、損傷のおそれがある。 
§ 標準的なプッシュボタン式クイックリリース⾞
軸は、どこでも⼊⼿できるとは限らず、固定式
⾞軸に⽐べて⾼価である。 

§ 標準的なプッシュボタン式クイックリリース⾞
軸は、使⽤条件が苛酷だと砂やホコリ、湿気で
ロック機構が固着し、寿命が短い。これは⾞軸
が軸受けから滑り抜け、⾞輪の脱落につながる。 

その他の要素 
 § ⾞輪のキャンバーは、⾞椅⼦の折りたたみ時の

幅を増す。 
§ ⻑いフレームによって安定な⾞椅⼦ほど、輸送

は難しい。 
§ 「マウンテンバイク」式のスパイクやノブ［な
どのブロックパターン］付きタイヤは、平坦な
タイヤより泥⼟が付着しやすくタクシー運転⼿
やバス乗客の協⼒を得にくい場合がある。 
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信頼性。⾞椅⼦の信頼性は、その耐久性および耐⽤年数によって決まる。故障した場合の、修理の頻度
および難易度も、各々の型の⾞椅⼦の信頼性を決める。⾞椅⼦の信頼性を⾼める⽅途としては： 
o ⼿ごろな価格での、よりよい素材および技術 
o より少ない着脱可能部品 
o 折りたたみが必要なければ、折りたたみ式でない設計 
o 現地で修理や交換が可能な素材の使⽤ 
o 定期的なサービス、修理、メンテナンス 
o ⾞椅⼦ユーザーの、製品の使い⽅、⼿⼊れ、メンテナンスに関する知識 
 

2.4.5 機能性能の評価 
⾞椅⼦は機能性能の評価指標に基づいて評価し、その結果は⾞椅⼦ユーザーや購⼊者の利⽤に供するよ
う推奨する。⾞椅⼦について評価または報告すべき機能性能分野は： 
o 静的安定性 
o 動的安定性 
o 転がり抵抗19 
o 修理しやすさ/部材の⼊⼿しやすさ 
o 全体の⼨法、重量、転回スペース 
 
静的安定性および全体の⼨法、重量、転回スペースの試験および報告の⼿法は、ISO規格 7176-1、7176-
5、7176-7 に記載されている。 

 

2.5 座位保持と姿勢⽀持の要素 

⾞椅⼦はすべて、移動性のみならず座位保持や姿勢⽀持をもたらす。よい姿勢⽀持はすべての⼈、とり
わけ脊柱が不安定、あるいは⼆次変形が起こりそうな⼈にとって重要である。よい座位保持や姿勢⽀持
は、⾞椅⼦ユーザーが活動的で⾃⽴した社会の⼀員となるか、あるいはユーザーが全く依存的で重傷や
死亡のリスクにさらされるか、の違いを意味するくらい重要なのである。 

⾝体への接触⾯20すべてが、座位保持や姿勢⽀持をもたらす。どうじに⾞椅⼦のこうした部分は、⾞椅
⼦ユーザーの快適かつ機能的な姿勢の維持と除圧に役⽴つ。これは、⽪膚感覚の問題を抱える⾞椅⼦ユ
ーザーにとって⾮常に重要である。いっぱんに問題が起こりがちな部位を、図 2.5 および 2.6 に⽰す。 

  

訳注  
19  [原⽂] rolling resistance 
20  [原⽂] contact surfaces 
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コラム 2.4 にまとめた推奨事項は、基礎的な⾞椅⼦の設計や選択の指針として活⽤できる。ここでは、
より複雑な姿勢⽀持が必要な⾞椅⼦ユーザー⽤の、より⾼度な調節や個別調整を施せる⾞椅⼦は対象と
していない。 

 

コラム 2.4 座位保持および姿勢⽀持の⼀般的ガイドライン 
§ ⾞椅⼦とクッションは、⾞椅⼦ユーザーの座位保持および姿勢⽀持への要件を満たすこと。これに

は、⾞椅⼦のサイズ、クッションの種類、⾞椅⼦の調節機能や⼈間⼯学的要素などがある。 
§ あらゆる⾞椅⼦に、ユーザーの褥瘡発⽣の危険に対処するため適正なクッションを備えること。 
§ ⾞椅⼦は座位保持および姿勢⽀持の評価指標に沿って評価し、その結果は⾞椅⼦ユーザーや購⼊者

の利⽤に供すること。 
§ クッションは、快適さ、除圧、姿勢⽀持をもたらす性能に基づいて評価および採点し、その結果は

⾞椅⼦ユーザーや購⼊者の利⽤に供すること。 

  

図 2.5 （横から⾒て）いっぱんに
圧⼒で傷めやすい部位 

図 2.6 （後ろから⾒て）いっぱんに
圧⼒で傷めやすい部位 
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2.5.1 座⾯ 
最も⼀般的な座⾯として、スリング21座⾯（図 2.7）とソリッド22［固い］座⾯（図 2.8）の⼆種類があ
る。スリング座⾯（スラング23座⾯ともいう）は、キャンバスやビニールなどの柔軟な素材でつくる。
ソリッド座⾯には柔軟性がなく、たいてい⽊か⾦属、プラスチック製である。それぞれの種類の座⾯に
対する推奨事項を、コラム 2.5 に列記した。 
 
コラム 2.5 座⾯のガイドライン 
§ ⾞椅⼦座⾯の表⾯は、ユーザーの⽪膚を切るか挟むような切れ⽬がない連続⾯にすること。 
§ 座⾯⾓度は、⽔平に対して（座⾯前部が後部より⾼い）0〜12 度の間にすること。 
§ 座⾯は、左右には必ず⽔平であること。 
§ さまざまな体格に合うよう、さまざまな座⾯サイズが⼿に⼊ること。 
§ スリング座⾯は、時間を経ても⾞椅⼦ユーザーの体重で伸びない素材で設計すること。 
§ スリング座⾯とソリッド座⾯は、スリング座⾯とソリッド座⾯、それぞれの上で使うように、設計

または改造したクッションと共に使⽤すること（図 2.9）。 

 
図 2.7 スリング座⾯ 図 2.8 ソリッド座⾯ 図 2.9 着脱式クッションを備えた座⾯ 

  

 
 
 

 
⾞椅⼦の座⾯やクッションの不具合は、よく起こる問題である。質が悪いか不適切な素材のスリング座
⾯は、すぐに伸び、ヘタり、破れる。⾞椅⼦⽤クッションは、そうした質が悪いか不適切な素材の座⾯
上で機能するようには設計されていない。これでは、けっきょく⾞椅⼦ユーザーは、除圧しない不安定
な座⾯に座ることになってしまう。その結果、⾞椅⼦ユーザーは褥瘡を起こすか、不快なため⾞椅⼦を
使うのを⽌めてしまう。設計上の解決策としては： 
o ベルトや抗張⼒素材で作った、張り調整スリング座⾯24 
o スリング座⾯⾞椅⼦⽤の除圧クッションで、底⾯をスリングの曲⾯にはまるよう成形したもの 
 
クッションの多くは、シートパイプやスリングの曲⾯と形が合うように底⾯の左右外縁を前後に切り落
とし、簡単にスリング座⾯⽤に改造できる。 

訳注  
21  [原⽂] sling 
22  [原⽂] solid 
23  [原⽂] slung 
24  [原⽂] tension-adjustable sling seats 
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2.5.2 クッション 
不適切な除圧クッション25は、褥瘡・重傷・早期死亡を引き起こす可能性が最も⾼い⾞椅⼦部材である。
⾞椅⼦クッションを⽤いる理由には、快適さ・除圧・姿勢⽀持の三つがある。多くの⾞椅⼦ユーザーは、
快適さをもたらすクッションがあれば、⾞椅⼦をより⻑時間使えるようになる。また、⽪膚感覚が限ら
れているか全くない⾞椅⼦ユーザーには、⾞椅⼦の使⽤時に適切なクッションがなければ、つねに褥瘡
発⽣の危険がある。こうしたユーザーは、図 2.10 および 2.11 に⽰すような除圧クッションを必ず使い、
その危険を減らさねばならない。 

 
図 2.10 ⾞椅⼦クッション           図 2.11 ⾞椅⼦クッション 

 
多くの⾞椅⼦ユーザーには、姿勢⽀持や除圧を増すために、クッションへ何らかの調整や改造が必要で
ある。⾞椅⼦製造者には、さまざまな種類やサイズのクッションの豊富な在庫、または必要に応じて随
時クッションを作るか改造する能⼒が必要である。クッションに関する推奨事項を、コラム 2.6 に⽰す。 
 
コラム 2.6 クッションのガイドライン 

§ クッションは、⾞椅⼦から付け外しできること。 
§ クッションは、⽯けんと⽔など、⾝近な資材で簡単に洗えること。 
§ クッションは、座⾯にフィットする適正なサイズであること。 
§ クッションの正しい使い⽅、および⾞椅⼦座⾯への正しい置き⽅（座⾯に対してどの⾯が上か、ま

た前か）を、はっきり表⽰すること。 
§ クッションの使い⽅、およびメンテナンス⽅法に関する情報が利⽤できること。 

除圧クッション 
§ 除圧クッションは、褥瘡発⽣の危険が⾼い部位（多くは座⾻結節と仙⾻）の圧⼒を軽減すること。 
§ 除圧クッションは、クッションと⾞椅⼦ユーザーの⽪膚の間に溜まる湿気を最⼩限に抑えること。 
§ クッションの使い⽅、メンテナンス⽅法、クッションの想定寿命、クッションやその部品の交換時
期、クッション使⽤時の特定の危険に関する、あらゆる情報が利⽤できること。 

§ クッションおよびクッションカバーの素材は、⾼い圧⼒を引き起こして、座⾯全体に圧⼒を分散す
るクッションの効果を減じるものでないこと。 

§ 除圧クッションは、そのクッションを使うと予想される気候の下では、除圧特性を維持すること。 

訳注  
25  [原⽂] pressure-relief cushion 
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2.5.3 背もたれ 
背もたれがもたらす姿勢⽀持は、⾞椅⼦ユーザーに不可⽋である。さまざまな⾼さが必要だが、通常は
図 2.12、図 2.13 に⽰す２サイズが⼿に⼊る。 

背もたれからの⽀えが、他の⼈より多く必要な⾞椅⼦ユーザーもいる。⾼い背もたれが、効率よくこぐ
能⼒の妨げになるユーザーもいる。種類としては、スリング背もたれ、あるいは発泡材のクッションを
⼊れ、張り布を施したソリッド背もたれとがある。背もたれに関する推奨事項をコラム 2.7 に⽰す。 

 

図 2.12 低い背もたれ       図 2.13 ⾼い背もたれ 

 

 

2.5.4 ⾜台 
⾜台は、⾞椅⼦ユーザーの下肢へ⽀えをもたらす。⾜台は、必ずユーザーごとに個別調整しなければな
らない。正しく調整すれば、⾜台はユーザーから座⾯にかかる圧⼒を減らし、ユーザーの座位姿勢を健
全にする。⾜台に、⾜を⾜板27上に保つための下腿ベルト28が加わる場合もある。⾜台が障害物にぶつか
ったり、凸凹の地⾯でつまずいて転倒したりしないよう、地⾯とはじゅうぶんな間隔を保つ必要がある。
⾜台⾼さは、調節できなければならない。⾜台は、⾜を⽀えるのにじゅうぶん⻑く、または幅広くなけ
ればならないが、それで折りたたみや移動に困難を⽣じてはならない。⾜台に関するその他の性能要素
については、表 2.10 を参照。 

  

訳注  
26  [原⽂] seat to back angle, [ISO 7176-26:2007] seat to back support angle, [JIS T9201: 2016] シートとバックサ

ポートとの⾓度, [⽤語集] バックサポート⾓度. [訳注] 背座⾓, 座背⾓, 両⾯⾓などとも呼ばれる. 
27   [原⽂] footplate  
28   [原⽂] calf strap, [ISO 7176-26:2007] lower leg support, [JIS T9201: 2016] レッグサポート. ここでは特にベルト

状のものを指しているため, 限定的に訳した. 

コラム 2.7 背もたれの 
ガイドライン 
§ 座⾯と背もたれの間の⾓度26は

80〜100 度の間にすること。 
§ さまざまな⾼さの背もたれが⼿

に⼊るようにすること。 
§ 背もたれは、脊柱の正常なカー
ブを⽀えること。背中の中央は、
⾻盤背⾯よりも後⽅に据わるこ
と。 
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2.5.5 ひじ掛け 
⾞椅⼦ユーザーがひじ掛けを⽤いるのは、⼀時的な姿勢⽀持のためだけにすべきである。必要があれば
他の姿勢⽀持オプションを⽤い、ユーザーの腕は、こぐなどの活動のため⾃由にしておくべきである。
ひじ掛けは、腕をひじ掛けの上で突っ張るなど、⾞椅⼦を乗り降りする⽀えになる。 

 
図 2.14 低位置のひじ掛け 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

多くの⾞椅⼦ユーザーが⾞椅⼦を乗り降りしやすいと感じるのは、ひじ掛けが「低位置29」にある（駆
動輪のへりに沿っている）か、着脱式の場合（図 2.15）である。⾔い換えると、⾞椅⼦の乗り降りをや
りやすくするには、ひじ掛けは着脱式か折りたたみ式か低位置にすべきである。ひじ掛けに関するその
他の性能要素に関しては、表 2.10 を参照。 

 
図 2.15 移乗がやりやすい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

訳注  
29  [原⽂] low-profile 
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2.5.6 駆動輪 
駆動輪は、⾞椅⼦ユーザーの推進ストロークができるだけ良くなり、かつユーザーが、その技能レベル
や能⼒に応じて安全にバランスを保てる位置にすべきである。つまり、駆動輪位置は⾞椅⼦ユーザーが
うまくこげ、かつ必要な安定が得られるところにする。 
 

2.5.7 座位保持・姿勢⽀持要素の評価 
⾞椅⼦とクッションは、座位保持および姿勢⽀持の性能評価指標に基づいて評価し、その結果は⾞椅⼦
ユーザーや購⼊者の利⽤に供するよう推奨する。⾞椅⼦およびクッションについて、評価または報告す
べき分野は： 
o 椅⼦部分の⼨法30および調節可能性 
o クッションの種類および特性 
 
椅⼦部分の⼨法およびクッション特性の試験および報告の⼿法は、ISO 規格 7176-7、16840-2 に記載
されている(5)。 

 
2.6 強度・耐久性・安全性 

本項の⽬標は、安全で信頼できる⾞椅⼦とは何か、また、そうした特性をどうやって評価し、関係者へ
報告すべきか明らかにすることである（コラム 2.8参照）。⾞椅⼦が故障すると、⾞椅⼦ユーザーは負傷
の危険にさらされるだけでなく、⾞椅⼦が修理あるいは交換されるまで、どこにも⾏けず何もできない
可能性がある。 

⾞椅⼦が安全かつ効果的であるようにするほか、強度や耐久性への評価はすべての関係者、すなわち⾞
椅⼦ユーザー・設計者・供与者・製造者・資⾦供与者の役に⽴つ重要な情報を集める⽅途である。強度
や耐久性試験の正確な記録を保管しておくことは、⾞椅⼦設計の進化による品質および有効性の継続的
改善を助ける。 

 
コラム 2.8 強度・耐久性・安全性のガイドライン 
§ あらゆる⾞椅⼦が、ユーザー⾃⾝の環境における強度・耐久性・安全性の要件を満たすこと。 
§ 各国が、例えば ISO 7176 シリーズ規格を基礎に⽤いて⾃前の⾞椅⼦規格を策定し、正当な品質を

保証するよう推奨する。国の規格を策定する際には、⾞椅⼦ユーザーの体重および体格、典型的な
使い⽅、利⽤できる試験設備、使⽤できる⾞椅⼦関連技術を考慮することが重要である。その規格
は、製造者、購⼊者、⾞椅⼦ユーザーの利⽤に供し、また折を⾒て⾒直すこと。 

§ あらゆる⾞椅⼦は、国が定める強度・耐久性・安全性の要件に基づいて評価し、その結果は⾞椅⼦
ユーザーおよび購⼊者の利⽤に供すること。 

  

訳注  
30  [原⽂] seating dimensions, [ISO 7176-26:2007] seating dimensions 
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2.6.1 要件 
⾞椅⼦には、ユーザーが加える消耗・破損に耐え、ユーザーを安全に保つのにじゅうぶんな強度と耐久
性がなければならない。消耗・破損は以下のものからなる： 
o 静的な⼒31 
o 衝撃32 
o ⻑期使⽤によるストレス疲労33 
 
強度と耐久性を確かめるために、図 2.16 に⽰すような簡便な試験装置を製作できる。 

⾞椅⼦の可燃性、ブレーキの効果、⾞椅⼦表⾯の安全性も、ユーザーの安全に影響する。 

 

図 2.16 試験装置 

  

訳注  
31  [原⽂] static forces 
32  [原⽂] impacts 
33  [原⽂] fatigue stresses from use over time 
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表 2.12 に、⾞椅⼦の使われ⽅と、それに関係する各部材の強度および耐久性への要件を列記する。 

 
表 2.12 ⾞椅⼦の使われ⽅、および強度および耐久性への要件 

部品 強度・耐久性・安全性へのニーズ 
⾜台 ほどよい⼒34で折りたためること。 

 ユーザーと⾞椅⼦を持ち上げるのに使っても、壊れたり曲がったりしないこと。 

 さらに⼈や荷物が乗っても、壊れたり曲がったりしないこと。 

 壁や縁⽯などの物にぶつかっても、壊れたり曲がったりしないこと。 

ブレーキ ⾞椅⼦が斜⾯上にあっても、滑らないよう⽌めること。 

 使⽤中にいきなり解除されないこと。 

ひじ掛け ほどよい⼒で取り外せること。 

 ⾞椅⼦ユーザーの体重で、壊れたり曲がったりしないこと。 

 ユーザーと⾞椅⼦を持ち上げるのに使っても、壊れたり曲がったりしないこと。 

⼿押し ユーザーと⾞椅⼦を持ち上げるのに使っても、壊れたり曲がったりしないこと。 

ハンドル ハンドルグリップは、ユーザーを⽀えて階段や段差を上がっている時に、⼿押しハンド
ルからすっぽ抜けないこと。 

フレーム 凸凹の地⾯で使⽤しても、壊れたり曲がったりしないこと。 

背もたれ・ 
座⾯ 

背もたれ、座⾯、フレームは、乗せ降ろしでも、凸凹の地⾯で乗っても、壊れたり曲が
ったりしないこと。 

駆動輪 
および 

フレーム、⾞輪、⾞軸は、ユーザーが普通の縁⽯を乗り越えても、壊れたり曲がったり
しないこと。 

駆動輪⾞軸 ⾞輪、⾞軸、⾞輪取り付け⾦具は、ユーザーが縁⽯から斜めに落ちても故障しないこと。 

 ⾞軸や⾞輪取り付け⾦具は、通常受ける⼒では壊れたり曲がったりしないこと。 

キャスター キャスター輪が物（例：縁⽯）にぶつかっても故障しないこと。 

全般 表⾯に鋭い⾓、尖端、挟まれる部分がないこと。 

 ⾞椅⼦は、可燃性でないこと。すなわち、簡単に燃える素材を⽤いないこと。 

 ⾞椅⼦の前後に光を反射するシールやサインを付け、路上での安全を向上すること。 

その他 ティッピングレバー35は介助者がレバーを使いユーザーを後ろへ傾けて壊れないこと。 

 ハンドリムは、何かにぶつかっても壊れたり曲がったりしないこと。 

 ⾞椅⼦は、バスや⾞から転落しても、乗せ降ろしの最中に取り扱い者が取り落としても、
壊れないこと。 

疲労試験 ⾞椅⼦は、普通の使い⽅では壊れないこと。 
  

訳注  
34  [原⽂] reasonable amount of force 
35  [原⽂] tipping levers. ⾞椅⼦後部下⽅の、介助者が踏んで前輪を持ち上げるための棒（lever = てこ）. 
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2.6.2 強度・耐久性・安全性の評価 
⾞椅⼦を、強度・耐久性・安全性への要件に基づいて評価し、その結果は⾞椅⼦ユーザーおよび購⼊者
の利⽤に供するよう推奨する。静的強度、耐衝撃性、耐久性、ブレーキ効果に関する試験および報告の
⼿法は、ISO 7176-8、7176-3、7176-16 に記載されている(6)。 

国の認証試験：国の⾞椅⼦規格に沿った試験を、あらゆる製造者や供与者が、簡単に利⽤できるように
することを推奨する。試験を利⽤しやすくする⼀法は、単純で安価な試験⽅法を⽤いることである。 

疲労試験：疲労試験は、⾞椅⼦の信頼性および安全性を保証するために極めて重要である。疲労試験を
実施できない場合は、モニタリングの⾏き届いたユーザー試⽤および⻑期的追跡調査を実施することが、
安全性、信頼性、耐久性を評価するうえで殊に重要である。 

疲労試験を実施する側も、試験装置そして規格の規定繰り返し数が、耐⽤期間にわたって⾞椅⼦がこう
むる実際の負荷を必ずしも反映しないことは、わきまえておくべきである。実地での⾞椅⼦の使い⽅の
モニタリングは、⾞椅⼦の⻑期的な耐久性や性能への判断を助ける。 

環境試験：製造所での試験は、通常耐えることになる環境条件へ⾞椅⼦をさらすものではない。⾞椅⼦
の多くの不具合はベアリングの汚れや磨耗、ボルトやフレームの錆びの結果である。それゆえ、⾞椅⼦
ユーザーへの⻑期的追跡調査は⾮常に重要である。 

 
2.7 ユーザー試⽤および追跡調査 

ユーザー試⽤。ユーザー試⽤は、製造所での試験後に⾏なわれ、使⽤する状況および環境での⾞椅⼦の
耐久性、有効性、機能性能に関するフィードバックをもたらす。ユーザー試⽤には、⽣産前または流通
前の⾞椅⼦を⼀定期間使うことに同意した⾞椅⼦ユーザーが選ばれ参加する。そのユーザーは試⽤中、
⾞椅⼦の性能に関する所定の質問に答えて、定期的フィードバックを供する。なるべく多くのフィード
バックを得るには、フォーカスグループ36⼿法も活⽤できる。 

ユーザー試⽤によって、起こる可能性の⾼い不具合が明るみに出た場合、設計を変更するか別の⾞椅⼦
を⾒つけ、試験を初めからやり直すべきである。⽣産する場合、⼤幅な設計変更が求められた場合は、
強度および耐久性試験をやり直し、続けてさらにユーザー試⽤を⾏なうべきである。もし細部の変更だ
けが求められれば、強度および耐久性試験は省き、ユーザー試⽤を再度実施してもよい。 

⻑期的追跡調査。製造所での試験およびユーザー試⽤試験により⾞椅⼦設計が安全かつ効果的なこと
が証明できたら、⾞椅⼦は⽣産に⼊り⾞椅⼦サービス事業へ出荷され供与される。⾞椅⼦からサンプル
を取り、⻑期にわたって追跡調査すべきである。これを⾏なうには、例えば⾞椅⼦ユーザーを抽出して
⾞椅⼦の受け取りから 6 か⽉・１年・３年後に連絡を取れば、典型的な不具合とメンテナンスの必要、
およびその⾞椅⼦の機能性能に関する⼀般的意⾒を判定できる。 

ユーザー試⽤および⻑期的追跡調査への推奨事項を、コラム 2.9 に⽰す。 

  
訳注  
36  [原⽂] focus groups. 座談会形式などでのインタビューによって意⾒を得るために集められたグループ 
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コラム 2.9 ユーザー試⽤および追跡調査への推奨事項 
§ ⾞椅⼦は、ユーザーが、それを使⽤する状況や環境下で試験し、それはサービス事業やユーザーへ

の供給前（⽣産や⼤量購⼊の前）に⾏なうこと(7, 8)。 
§ ⻑期的追跡調査を⽤い、⾞椅⼦が⻑期間使⽤しても安全で効果的であるのを保証すること(9)。 

 

まとめ 

o 各国政府には、例えば ISO 7176 シリーズの⾞椅⼦規格を基礎に⽤い、国の⾞椅⼦規格を策定し採⽤
して、⾞椅⼦の正当な品質を保証するよう推奨します。 

o 国の⾞椅⼦規格は、国内⽣産か輸⼊かを問わず、国内で供給されるすべての⾞椅⼦へ適⽤するよう推
奨します。 

o 設計で⼀般的に考慮することとして、⾞椅⼦ユーザーの健康と安全、強度と耐久性、使い⽅への適合
性、⽣産⽅法などがあります。 

o ⾞椅⼦設計は、三つの分野、すなわち機能性能、座位保持および姿勢⽀持、強度・耐久性・安全性に
ついて評価すべきです。 

o ⾞椅⼦の評価や試験の結果は、必ず⾞椅⼦ユーザーおよび購⼊者の利⽤に供すべきです。 

o ⾞椅⼦を国内⽣産と輸⼊のどちらで得るかは、さまざまな要素を考慮して決めるべきです。 

o ⾞椅⼦および交換⽤部品は、⽤意され、利⽤でき、価格が⼿ごろであるべきです。 
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3 サービス提供 
 

 
…ユーザーが適正な⾞椅⼦を⼿にするために 

 
 

サービス提供ガイドラインは： 

o ⾞椅⼦サービス提供を導⼊する⽅策を提案し、 

o 基礎的な⾞椅⼦サービス提供について説明し、 

o 実践のガイドラインを供し 

o 関わる職員の任務を提⽰し、 

o モニタリングと評価について推奨事項を⽰す。 
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コラム 3.1 

⾞椅⼦は⼈⽣を変える... 

ルーマニアの⾞椅⼦ユーザーの証⾔ 

チプリアンは 25 歳、ルーマニアのスフン
トゥ・ゲオルゲに住んでいる。３年前、仕
事中に屋根から転落して対⿇痺となり、普
通の活動的な⼈⽣に戻る希望を全く失っ
た。しかし、事故からしばらく経って地元
の NGO（⾮政府組織）が⾞椅⼦ユーザーを
⽀援しているという話を⽿にした。その
NGO が運営する⾞椅⼦サービスを通して
チプリアンが⼿にしたのは、⾃分に合わせ
た活動的な型の⼿動⾞椅⼦だった。かれは
また、ピアグループ1による教習キャンプへ
参加するよう招かれた。 

チプリアンは⾔う。「そこに着いてすぐに分かったのは、ぼくも⾃⽴して⽣きられるんだ、ということ
さ。ピアグループ教習では、⾞椅⼦の使い⽅がすごくよく分かった。そのプログラムに加わった他の
ユーザーと話し合う機会もあった。キャンプの最後に、きみもピアグループの教習員にならないか、
って聞かれたよ。もちろん、このチャンスがもらえたのはすごく嬉しかった。2006 年 1 ⽉、ぼくは
指導員として働き始めたんだ。 

⾞椅⼦とピア教習を通して、ぼくは、⾃分がケガで失ったとばかり思っていた⾃⽴⼼を取り戻した。
ピアグループ教習の仕事に加え、⾞椅⼦に乗る⼈のための、いろんなコンクールやスポーツ活動にも
参加しているんだ。障害者と働いていると、⾃分がふたたび役に⽴つ⼈間になった、そしてケガによ
る健康問題を乗り越えるあの苦しい時期を経て、普通の⼈⽣を送れるようになったと実感するんだ。」 

 

証⾔ 
 

訳注  
1  [原⽂] peer group. 仲間 (当事者) グループ。同じ状況や問題を抱える⼈の集まり。 



 

 71 

3 サービス提供 

3.1 はじめに 

⽬的および成果 

サービス提供ガイドラインの⽬的は、⾞椅⼦ユーザーが⾞椅⼦を⼿に⼊れる道すじを改善し、⾞椅⼦が
適正であるようにすることである。 

この章の推奨事項の実施が寄与するのは： 
o ⾞椅⼦サービス事業の増加 
o ⾞椅⼦サービス提供に関する、保健医療および福祉サービス従事者の知識向上 
o 既存の⾞椅⼦サービス事業が提供する、サービスの質的向上 
o ユーザーに供与される、適正な⾞椅⼦の増加 
o ⾃分に最適な⾞椅⼦を、じゅうぶんな情報を得たうえで決めることができるユーザーの増加 
o ⾞椅⼦の使い⽅とメンテナンス、および⾞椅⼦を使いながら健康を保つ⽅法について、教習1を受け

た⾞椅⼦ユーザーおよび介助者の増加 
o ⾞椅⼦ユーザーと⽣産者との連携、それによって⽣産者が得る、⽣産した⾞椅⼦へのフィードバック 
o ⾞椅⼦サービス提供の計画・実施・⽀援における関係者どうしの協調した取り組み 

⾞椅⼦サービスとは何か？ 

歩⾏に制限がある⼈のリハビリテーションにおいて、適正な⾞椅⼦を供与することはきわめて重要だ。
重要なことは、⾞椅⼦が正しくフィットし、ユーザーの⾝体・機能・環境のニーズを可能な限り満たす
ことである(1)。これには、個別ニーズに対応するアプローチが求められる。個別ニーズを満たす効果的
な⽅法は、⾞椅⼦サービスを通した⾞椅⼦供与を推進することである。 

⾞椅⼦サービスは、個別ユーザーのニーズを事前評価するために枠組みを与え、適正な⾞椅⼦の選択を
⽀援し、⾞椅⼦ユーザーと介助者に教習を施し、継続的⽀援や、適切ならば他のサービスを紹介する。 

o 事前評価2：これは障害者とサービス職員とが相談し合うプロセスで、ユーザーが正しい製品を選ぶ
ための⽀援が⽬的である。その結果、多くのばあい対象者に最適な⾞椅⼦の特⾊が詳細に処⽅される。 

o 供与：評価に続いて、⾞椅⼦サービス事業は適正な⾞椅⼦を供与する。これには機器の発注、必要な
らば組み⽴て、フィッティングなどが含まれる。 

o 教習：⾞椅⼦がユーザーにとって最⼤限に有益なものになるよう、⾞椅⼦サービス事業は、ユーザー
およびその介助者へ、⾞椅⼦のメンテナンス⽅法や効果的な使い⽅に関する教習を施す。 

o ⽀援：あらゆるユーザーに対し、⾞椅⼦サービス事業は、継続的な臨床的・技術的⽀援を提供する。
これには保健医療、特に褥瘡や⼆次的な変形あるいは合併症の予防に関する基礎的な助⾔、フォロー
アップや修理サービスなどが含まれる。 

o 紹介・相談3：適切であれば、⾞椅⼦サービス事業は、ユーザーについて他の有益なサービス、例え
ば理学療法、ピアグループ教習、職業訓練などへ紹介・相談する。 

  
訳注  
1  [原⽂] training 
2  [原⽂] assessment 
3  [原⽂] referral 
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上記の主要な機能に加え、⾞椅⼦サービス供与者は以下の任務を果たす： 

o 意識啓発4：⾞椅⼦へのニーズや、⾞椅⼦を使うことの有益さに関する基礎情報の普及（これは地域
に根ざしたリハビリテーション・保健・教育プログラムに携わる職員が、また障害者団体が⾏なって
もよい）。また政策⽴案者に、⾞いす供与への投資は障害者を慈善に委ねるより有益だと納得させる。 

o ⾒極め5：調査ツールを⽤いた、利⽤できるサービスから益を得る⼈びとの⾒極め。 
o 紹介・相談ネットワークや供給者の意識啓発：紹介・相談ネットワークへの教育や、供給者や資⾦

供与者の、⾞椅⼦サービスの役割と重要性への意識向上を⽬的とする活動に参加するなど、⾞椅⼦サ
ービス事業の役割を向上させる。 

o 持続可能性6：⾞椅⼦サービスを通した移動⽀援機器供与を継続するための、持続可能な財政的⽅案
の開発。 

o 教習：⾞椅⼦サービス職員への教習の、実施または⽀援。 
o 規格：現状の⾞椅⼦供給⼒を把握し、⾞椅⼦製品の改良と多様化への政策提⾔を通じた、国や地域に

おける⾞椅⼦規格の向上。 
o アクセスしやすさ7：住宅（トイレ、家具、器具など）および公共の建築物や場所を適合させること

への⽀援や促進、およびバリアフリー環境を求めるロビー活動。 

⽅策 

⾞椅⼦サービス提供には、細⼼な計画とリソース管理が求められる。以下は、⾞椅⼦サービス事業の始
動や、さらなる発展のために取りうる諸⽅策である。 

⾞椅⼦をサービスと⼀体として供与する 
⾞椅⼦供給には、ユーザーが暮らす種々の状況に合うさまざまな⽅法がある（1.7 および 2.3節を参照）。
どんな⽅法や構成を選ぶにせよ、必要不可⽋な⾞椅⼦サービスを提供することが重要である(2, 3)。 

既存の⼈材を活⽤する 
⾞椅⼦サービス供与のために新しい職種をつくり出す必要はない。追加教習を受ければ、多くの保健・
リハビリテーション職員は基礎的な⾞椅⼦サービス提供が要求する任務を担える。例えば地域保健医療
従事者・地域に根ざしたリハビリテーション職員・看護師・理学療法⼠・作業療法⼠・義肢装具⼠は、
教習を受ければ⾞椅⼦サービスの臨床業務を果たせる。同様に熟練した職⼈・機械⼯・義肢装具⼠は、
追加教習を受ければ技術業務を果たせる。 

⾞椅⼦ユーザーのニーズを地域レベルで満たす 
⾞椅⼦供与のいくつかの部⾯は、地域で、現地の⾞椅⼦サービスセンターが⽀援する地域に根ざした組
織のネットワーク（例えばリハビリテーションや保健のプログラム）を通して実施できる。地域に根ざ
した事業の職員には、⾞椅⼦サービス職員が基礎的サービス提供の教習を施せる。この⽅式によるサー
ビス提供は、改造・姿勢⽀持・除圧ケアが必要ない、基礎的な⾞椅⼦が必要なユーザーに最適である。 
  

訳注  
4  [原⽂] awareness 
5  [原⽂] identification 
6  [原⽂] sustainability 
7  [原⽂] accessibility 
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ニーズがより複雑な⾞椅⼦ユーザーには、地域レベルの全職員に施せるよりも⾼度な教習を経た、職員
の技能が求められる。これが必要な場合、⾞椅⼦サービスセンターが編成する訪問サービスで対応でき
る。訪問サービスが未開発の場合、そうしたユーザーは、⾞椅⼦サービスセンターへ移動する必要があ
る。しかし、ひとたび適正な⾞椅⼦が供与されれば、その⽀援は地域に根ざす事業職員で⾏なえる。 

⾞椅⼦サービスには、地域産業の技能・技術・能⼒を活かせる。例えば、⾃転⾞修理店は⾞椅⼦も修理
でき、パイプ家具メーカーは⾞椅⼦をつくるための基礎となる技能および知識を備えている。 

表 3.1 に、⾞椅⼦サービス事業の「⼆段構え」8アプローチをまとめた。これは、⼀つの⾞椅⼦サービス
センターと、いくつかの地域に根ざした⾞椅⼦サービス事業所が連携したモデルの可能性を⽰している。
地域に根ざした事業所をじゅうぶん⽀援できるためには、まず⾞椅⼦サービスセンターの発展が必要で
あろう。代わりに、既存の地域に根ざした各事業所が協働して、⾞椅⼦サービスセンターの発展を⽬指
すこともできる。どちらの場合も、その発展プロセスはニーズ評価と、現地状況のその他の部⾯に基づ
くべきである。 

表 3.1 ⾞椅⼦サービス⼆段構えアプローチの内容 

 特徴 主要なはたらき 

⾞椅⼦ 
サービス 
センター 

センターを拠点とする。 
施設（既存の保健やリハビリテーション
サービスとの共有も可能）：臨床および
ユーザー教習の施設、⼯房施設。 
⼈員：⾞椅⼦サービスセンター専属職員
で、あらゆる⾞椅⼦ユーザーのニーズを
満たせるよう教習を受けた者。 

あらゆるユーザーへの⾞椅⼦サービス提供。
地域への訪問。地域に根ざした⾞椅⼦サービ
スや紹介・相談ネットワークと連携。 
地域に根ざした⾞椅⼦サービスおよび職員
への教習・⽀援・スーパービジョン。 
紹介・相談元への教育。 
教育、雇⽤その他主要な開発部⾨との連携。 

地域に 
根ざした 
⾞椅⼦ 
サービス 
事業所 

事業所を拠点とするが、⼀部の⾞椅⼦サ
ービス提供は完全に地域内で実施。 
施設（他の地域保健・リハビリテーショ
ンプログラムと共有）：診療所、ユーザ
ー教習施設、基礎的な⼯房施設を利⽤。 
⼈員：地域保健・リハビリテーション職
員で、基礎的な⾞椅⼦サービス提供の教
習を受けた者。⾞椅⼦サービスセンター
職員から、スーパービジョンおよび⽀援
を受ける。 

個別改造や姿勢⽀持部材なしの、基礎的な⾞
椅⼦が必要なユーザーを対象とする、⾞椅⼦
サービス提供。 
ニーズが複雑なユーザーを⾒極め、⾞椅⼦サ
ービスセンターへ紹介する。 
適切ならば、ニーズがより複雑なユーザーへ
の、フォローアップ・メンテナンス・修理を
地域で⽀援。 
幅広いドアやスロープなどユーザーの環境
の適合を含む、アクセシビリティへの⽀援。 

  

訳注  
8  [原⽂] “two-tier” 
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⾞椅⼦サービス事業の、既存の保健・リハビリテーションサービスへの統合 
⾞椅⼦サービスのセンターあるいは部⾨は、既存のリハビリテーションサービス事業内に設置できる。
そうしたサービス事業では、保健やリハビリテーションへのニーズからそのサービスを利⽤している、
⾞椅⼦ユーザーをすでに抱えているものだ。したがって、そこには必要なインフラの多くがすでにあろ
う。⾞椅⼦サービスの統合に適したリハビリテーションサービスには、義肢装具サービスや脊髄損傷セ
ンターなどがある。 

⾞椅⼦サービス事業は⼆重の役割を果たす。それは⾞椅⼦をユーザーへ直接供与すること、および地域
レベルの事業や組織との提携を通じて、地域の基礎的サービス事業を⽀援することである。 

関係者およびリソース 

サービス提供の計画・実施・参加に直接参画する関係者としては： 
o ⾞椅⼦ユーザー、およびその家族や介助者 
o 保健・社会福祉・教育の担当省庁やその他の該当部局などの政府機関、および地⽅⾏政機関 
o 既存の（紹介・相談ネットワークを含む）保健・リハビリテーションサービスで、政府、⺠間、⾮政
府組織［NGO］、国際 NGO、障害者団体が運営するもの 

o 技術協⼒や資⾦を供与する⽀援組織 
o リハビリテーション職員およびその組織 
o ⾞椅⼦サービス職員 
 
推奨事項の実施に必要なリソースとしては： 
o 承認済みの規格を満たす⾞椅⼦の、安定した供給 
o ⾞椅⼦ユーザー個々の多様なニーズを満たす、さまざまな種類やサイズの⾞椅⼦へのアクセス 
o ⾞椅⼦サービス提供教習を受けた職員 
o 施設（既存のリハビリテーションや保健サービスと共有してもよい）： 
• 事前評価、基礎的な⾞椅⼦ユーザー教習、⾞椅⼦の保管にじゅうぶんな空間がある臨床施設 
• ⼯房施設、特に⾞椅⼦の改造や姿勢⽀持を施す場合 

o ⾞椅⼦の改造⽤および個別製作部材⽤の資材 
o ⾞椅⼦サービス提供（の製品およびサービス）を⽀える資⾦ 
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コラム 3.2 パプアニューギニアの⾞椅⼦サービス網 
パプアニューギニアでは、推計で 50,000⼈に⾞椅⼦が必要である。2003年から 2004年にかけて、
政府の保健・リハビリテーション機関、国内および国際 NGO は⾞椅⼦供与⽅策を策定した。その結
果、先⾏試験版の⾞椅⼦サービス網が、既存の保健・リハビリテーションサービスとの緊密な連携の
下に設⽴された。 

この⾞椅⼦サービス網の構成では、１つの「地域⾞椅⼦サービス事業所」が４つの「⾞椅⼦サービス
⽀所」を⽀援する。地域⾞椅⼦サービス事業は、ラエ市の国⽴義肢装具サービス事業所が拠点である。
地域⾞椅⼦サービス事業所では、国⽴義肢装具サービスチームの技術者とラエ市アンガウ病院の理学
療法⼠とが協⼒して事前評価・処⽅・フィッティング・ユーザー教習・フォローアップを実施する。
国⽴義肢装具サービス事業所は、ユーザーへ修理サービスを供する。こうした臨床および技⼯施設の
混成によって⾞椅⼦サービス事業は⽐較的容易に⽴ち上がり、さいきん設置されたサービス事業専⽤
施設によって、さらに⼀体感が強まった。 

サービス⽀所のうち 2 つは地域病院を拠点とし、１つは現地の義肢装具部⾨、もう１つは現地の地域
に根ざしたリハビリテーションサービスを拠点とする。地域に根ざしたリハビリテーションは、各サ
ービス⽀所と強く連携している。地域に根ざしたリハビリテーション網は紹介・相談元として素晴ら
しく、そこの職員は、病院を拠点とする職員と協⼒してユーザーに⾞椅⼦を供与している。 

サービス網で臨床および技術に携わる、全職員への基礎的な⾞椅⼦サービス提供教習は、国際 NGO
の Motivation が２週間にわたって実施した。またボランティアの理学療法⼠が１年間、臨床および
技術職員を追加⽀援した。 

このサービス網には、⽉ 25 台の⾞椅⼦を供与する容量がある。パプアニューギニアでのニーズを満
たすには、これではまだ⾜りない。しかし、既存のサービスや⼈材を活⽤したこの試⾏実践がうまく
⾏ったことから、⾞椅⼦サービス事業の役割について多くの教訓が得られた。将来的には、より多く
のサービス⽀所の設⽴、ニーズがより複雑なユーザーの要望に応えるためのサービス網の容量拡⼤
を、あらゆる関係者が望んでいる。 
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3.2 ⾞椅⼦サービス提供 

3.2.1 サービス提供のステップ 
⾞椅⼦サービスの機能は 3.1 節で述べた。通常、⾞椅⼦サービスは⼀連のステップを経て提供される。
表 3.2(4, 5) に、⾞椅⼦サービス提供が基本的に含む８つの主要ステップをまとめた。各ステップの詳細
および優れた実践に関する推奨事項は、3.3節で⽰す。 

表 3.2 ⾞椅⼦サービス提供が基本的に含む主要ステップ 

ステップ 概要 
1. 紹介・相談 

および 
⾯接予約 

紹介・相談のしくみは、各国に既存のサービスによって異な
る。ユーザーは⾃ら名のり出るか、地域・地区・地⽅レベルで
働く政府あるいは⾮政府の保健・リハビリテーション職員や
ボランティアのネットワークを通じて紹介・相談される。⾞椅
⼦サービス事業によっては、社会福祉や保健医療のサービス
を受けるか学校・職場・地域の活動に参加したことが全くな
い、隠れたユーザーを積極的に⾒つけ出す必要があろう。 

 

2. 事前評価 各ユーザーに、⽣活様式・⽣業・居住環境・⾝体条件を考慮し
た個別の事前評価が必要である。 

 

3. 処⽅（選択） 事前評価から得た情報を⽤い、⾞椅⼦の処⽅をユーザー、家族
や介助者と共に練り上げる。処⽅には、選んだ⾞椅⼦の種類・
サイズ・特⾊・改造点を詳述する。また⾞椅⼦を効果的に使い
メンテナンスするために、ユーザーに必要な教習も詳述する。 

 
4. 資⾦調達 

および発注 
財源が確定したら、サービス事業所が在庫する、あるいは供給
者からの⾞椅⼦を発注する。 

5. 製品の下準備 教習を受けた職員が、初回フィッティングのために⾞椅⼦を
下準備する。その内容は製品やサービス施設にもよるが、製造
者が供給した製品の組み⽴てや可能な改造、あるいはサービ
ス⼯房での製品製造などである。 

 

 

6. フィッティング ユーザーが⾞椅⼦を試⽤する。その⾞椅⼦の組み⽴てや設定
が適切になるよう、最終調整を⾏なう。改造や姿勢⽀持部材が
求められた場合、追加フィッティングも必要になる。 

7. ユーザー教習 ユーザーおよび介助者が、⾞椅⼦を安全かつ効果的に使い、メ
ンテナンスするやり⽅の指導を受ける。 

 

8. フォローアップ 
・メンテナンス 
・修理 

フォローアップ⾯接は、⾞椅⼦がフィットしているか確かめ、
さらに教習や⽀援を供する機会である。そのタイミングは、ユ
ーザーのニーズやユーザーが利⽤できる他のサービスによっ
て異なる。⾞椅⼦サービスは、地域では容易に解決できない技
術的問題にメンテナンスや修理を提供する場合もある。フォ
ローアップ活動は、できる限り地域レベルで実施するのが適
切である。⾞椅⼦がもはや適正でないと判ったら、ステップ 1.
からやり直して新しい⾞椅⼦を供給する必要がある。 
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The functions of wheelchair services are described in Section 3.1. Wheelchair services are commonly 
delivered in a sequence of steps. A summary of eight key steps typically involved in wheelchair 
service delivery is given in Table 3.2 (4,5). Further details about each step and recommendations 
on good practice are provided in Section 3.3.

Table 3.2. Key steps typically involved in wheelchair service delivery

Step Summary
1. Referral and 
appointment

The system of referral will depend on existing services in the 
country. Users may self-refer or be referred through networks 
made up of governmental or nongovernmental health and 
rehabilitation workers or volunteers working at community, 
district or regional level. Some services may need to actively 
identify potential users if they are not already receiving any 
social or health care services or participating in school, work or 
community activities.

2. Assessment Each user requires an individual assessment, taking into account 
lifestyle, vocation, home environment and physical condition. 

3. Prescription 
(selection)

Using the information gained from the assessment, a wheelchair 
prescription is developed together with the user, family member 
or caregiver. The prescription details the selected wheelchair 
type, size, special features and modifications. Also detailed is 
the training the user needs to effectively use and maintain the 
wheelchair.

4. Funding and 
ordering

A funding source is identified and the wheelchair is ordered from 
stock held by the service or from the supplier. 

5. Product 
preparation

Trained personnel prepare the wheelchair for the initial fitting. 
Depending on the product and service facilities, this may include 
assembly, and possible modification, of products supplied by 
manufacturers or production of products in the service workshop.

6. Fitting The user tries the wheelchair. Final adjustments are made to 
ensure the wheelchair is correctly assembled and set up. If 
modifications or postural support components are required, 
additional fittings may be necessary. 

7. User training The user and caregivers are instructed on how to safely and 
effectively use and maintain the wheelchair.

8. Follow-up, 
maintenance 
and repairs

Follow-up appointments are an opportunity to check wheelchair 
fit and provide further training and support. The timing depends 
on the needs of the user and the other services that are available 
to them. The service may also offer maintenance and repairs for 
technical problems that cannot be easily solved in the community. 
It is appropriate to carry out follow-up activities at the community 
level as much as possible. If the wheelchair is found to be no longer 
appropriate, a new wheelchair needs to be supplied starting again 
from step 1.
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on the needs of the user and the other services that are available 
to them. The service may also offer maintenance and repairs for 
technical problems that cannot be easily solved in the community. 
It is appropriate to carry out follow-up activities at the community 
level as much as possible. If the wheelchair is found to be no longer 
appropriate, a new wheelchair needs to be supplied starting again 
from step 1.
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The functions of wheelchair services are described in Section 3.1. Wheelchair services are commonly 
delivered in a sequence of steps. A summary of eight key steps typically involved in wheelchair 
service delivery is given in Table 3.2 (4,5). Further details about each step and recommendations 
on good practice are provided in Section 3.3.
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The system of referral will depend on existing services in the 
country. Users may self-refer or be referred through networks 
made up of governmental or nongovernmental health and 
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district or regional level. Some services may need to actively 
identify potential users if they are not already receiving any 
social or health care services or participating in school, work or 
community activities.

2. Assessment Each user requires an individual assessment, taking into account 
lifestyle, vocation, home environment and physical condition. 

3. Prescription 
(selection)

Using the information gained from the assessment, a wheelchair 
prescription is developed together with the user, family member 
or caregiver. The prescription details the selected wheelchair 
type, size, special features and modifications. Also detailed is 
the training the user needs to effectively use and maintain the 
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4. Funding and 
ordering

A funding source is identified and the wheelchair is ordered from 
stock held by the service or from the supplier. 

5. Product 
preparation

Trained personnel prepare the wheelchair for the initial fitting. 
Depending on the product and service facilities, this may include 
assembly, and possible modification, of products supplied by 
manufacturers or production of products in the service workshop.

6. Fitting The user tries the wheelchair. Final adjustments are made to 
ensure the wheelchair is correctly assembled and set up. If 
modifications or postural support components are required, 
additional fittings may be necessary. 

7. User training The user and caregivers are instructed on how to safely and 
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It is appropriate to carry out follow-up activities at the community 
level as much as possible. If the wheelchair is found to be no longer 
appropriate, a new wheelchair needs to be supplied starting again 
from step 1.
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modifications or postural support components are required, 
additional fittings may be necessary. 

7. User training The user and caregivers are instructed on how to safely and 
effectively use and maintain the wheelchair.
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and repairs

Follow-up appointments are an opportunity to check wheelchair 
fit and provide further training and support. The timing depends 
on the needs of the user and the other services that are available 
to them. The service may also offer maintenance and repairs for 
technical problems that cannot be easily solved in the community. 
It is appropriate to carry out follow-up activities at the community 
level as much as possible. If the wheelchair is found to be no longer 
appropriate, a new wheelchair needs to be supplied starting again 
from step 1.
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3.2.2 ⾞椅⼦ユーザーの個別ニーズを理解する 
⾞椅⼦サービス提供を計画するさい⼤切なことは、各々の⾞椅⼦ユーザーに独特な集合的ニーズ9があ
ると認識することである。それらのニーズを⼤別すると： 
o ⾝体的ニーズ：ユーザーの健康状態および姿勢や機能に関わるニーズ  
o 環境によるニーズ：ユーザーの⽣活場所、および⾞椅⼦を使う必要がある場所 
o ⽣活様式によるニーズ：⾃分が選んだ⽣き⽅をして⾏くために、⾞椅⼦で⾏なう必要があること 
 
⾝体的ニーズ：⾝体的ニーズが、他の⼈より複雑にからみ合った⾞椅⼦ユーザーもいる。姿勢の変形、
⽪膚感覚の低下、筋緊張に関わる問題（例えば痙縮）があるユーザーには、適切な技能と知識を持った
職員による事前評価が必要である。またこうしたユーザーには、よりひんぱんなフォローアップや⽀援
も必要である。姿勢ニーズの 3 つの度合いと、それらと職員に要求される技能および⽀援との関係を、
表 3.3 に⽰す。 

表 3.3 姿勢ニーズと職員に要求される技能および⽀援との関係 

⾞椅⼦ユーザー ニーズ  

 

改造しない⼿動⾞椅⼦のユ
ーザー 
しっかり座れ、姿勢に変形や
異常のない⼦どもや⼤⼈。 

移動性、および快適さ、機能、
恒常的な⾞椅⼦の使⽤にまつ
わる姿勢の問題の予防のため
の姿勢⽀持。 

きちんとフィッティングした
⾞椅⼦とクッションがもたら
す、移動性および姿勢⽀持。 

  

 

座位保持を備えた⼿動⾞椅
⼦のユーザー 
軽〜中程度、姿勢の変形ある
いはその傾向がある⼦どもや
⼤⼈。 
対応しなければ、将来これら
の変形は快適さ、健康、機能
を制限する。 

移動性、および快適さ、機能、
姿勢の問題の悪化防⽌のため
に姿勢を安定させる姿勢⽀持。 

個別改造した基礎的な⾞椅⼦、
あるいは個別製作の座位保持
装置がもたらす座位姿勢⽀持。 

 

複雑な座位保持や移動⽀援
機器のユーザー 
複雑で固まった姿勢変形があ
り、多くの場合、⽀えても座
位が取れない⼦どもや⼤⼈。 

移動性、および姿勢⽀持をもた
らし、固まった⾝体変形に対応
する、個別に処⽅して製作した
⾞椅⼦。 

訳注  
9  [原⽂] a unique set of needs 
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環境や⽣活様式によるニーズ。これらは事前評価の際に検討することが求められ、性能特性、耐久性
その他の特⾊に基づいた⾞椅⼦の選択に影響する。これは第 4章で論じる。 

 
コラム 3.3 南アフリカにおける⾞椅⼦改造や姿勢⽀持追加へのニーズ 
どれだけの⾞椅⼦ユーザーに、基礎的な⾞椅⼦の供与以上のものが必要なのか？ 
全般に統計が不⾜しているため、何⼈のユーザーが表 3.3 で述べたグループのどれに当てはまるのか、
正確にはいえない。しかし、147⼈のユーザーに対する調査が南アフリカの⻄ケープリハビリテーシ
ョンセンターで 2006年に⾏われ、そこでは 58％のユーザーに⾞椅⼦への何らかの改造または基礎的
な姿勢⽀持が必要であることが判った。いっぽう、約 22％のユーザーが複雑な姿勢⽀持を必要とし、
基礎的⾞椅⼦を何ら改造しないで使えるのは 20％に過ぎなかった。 

監督役の主任理学療法⼠はいう。「われわれのサービス事業が始まって、多くの⾞椅⼦ユーザーには
単なる基礎的⾞椅⼦以上のものが必要なのだと判りました。多くの⼈には、⾞椅⼦なしで⻑い間⽣活
したことによる⾝体変形があるため、⾞椅⼦がフィットするには改造が必要です。また、ここを利⽤
する脳性⿇痺児はますます増えていますが、かれらには姿勢⽀持を追加した⾞椅⼦が必要です。」 

 
3.3 ⾞椅⼦サービス提供の優れた実践 

ガイドラインのこの節は、⾞椅⼦サービス事業の計画と⽴ち上げ、および既存のサービスの評価に活⽤
できる。推奨事項は 9つの分野、すなわちサービス事業全般と、⾞椅⼦サービス提供の８つの各主要ス
テップについて、優れた実践のかたちで⽰している。 

3.3.1 サービス事業全般 
⾞椅⼦サービス事業の優れた実践には以下のものがある： 
o ⾞椅⼦サービス事業が、⾞椅⼦ユーザーをサービスの顧客と認めて「顧客中⼼アプローチ」を採る。

これは、とりわけ以下を意味する： 
• ⾞椅⼦ユーザーが、⾞椅⼦サービス事業が⾞椅⼦供与に⽤いるプロセス、およびそのプロセスに

おける⾞椅⼦ユーザーの権利と責任に関する情報を与えられる。 
• ⾞椅⼦ユーザーが、⾞椅⼦が供与されるまでのあらゆるステップにおいて、⾞椅⼦サービスチー
ムの⼀員として積極的に迎えられる。 

• ⾞椅⼦サービス事業が、⾞椅⼦ユーザーから、サービスやその改善⽅法に対する意⾒のフィード
バックを積極的に集める。 

o ⾞椅⼦サービスを、あらゆる⾞椅⼦ユーザーがジェンダー・年齢・⺠族・宗教・社会的地位にかかわ
らず平等に利⽤できる。 

o ⾞椅⼦サービス事業が、その臨床・技術・教習業務の教習を受け、⾞椅⼦ユーザーへ緊密に寄り添い
ながら助⾔・事前評価・処⽅・フィッティング・教習・フォローアップを供する職員を置いている。 

o ⾞椅⼦サービス事業が、サービス管理者あるいは調整者を選任している。 
o 紹介・相談ネットワークが整備されている。 
o ⾞椅⼦サービスが、他のリハビリテーションや保健サービスとうまく統合されている。 
o ⾞椅⼦サービス事業が、現地で⼿に⼊るさまざまな⾞椅⼦に精通している。 
o ⾞椅⼦サービス事業が、複数種類の⾞椅⼦を提案し、ユーザーが事前評価に基づいて選べる。 
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o ⾞椅⼦を、適正さと価格の⼿ごろさに応じて、国内外のさまざまな供給者から調達している。 
o ⾞椅⼦サービス事業が品質管理を実施し、すべての⾞椅⼦について⾞椅⼦ユーザーが試乗する前に

安全性を、各ユーザーが⾞椅⼦と共に⼯房やリハビリテーションセンターを去る前に安全性および
正しくフィットしているかを審査している。 

o 修理サービスが受けられ、⾞椅⼦ユーザーへ継続的⽀援を与えている。 
o ⾞椅⼦サービス事業が現地のニーズを⾒極め、そのニーズを⾃らがどれくらい効果的に満たしてい

るか、定期的なモニタリングと評価によって測定している。（3.5節を参照） 
o ⾞椅⼦サービス事業が、ユーザーへのサービス供与における臨床職員と技術職員とのチームワーク

を増進している。 

3.3.2 紹介・相談および⾯接予約 

⽬標 
紹介・相談および⾯接予約における優れた実践の⽬標は、ユーザーが⾞椅⼦サービス提供へ公平にアク
セスできるようにし、サービスの効率と⽣産性を⾼め順番待ちリストを最⼩限にすることである。 

紹介・相談システム 
これは、⾞椅⼦ユーザーがサービスへアクセスする道すじに関わる。ユーザーがサービスへ直接連絡す
る「⾃⼰紹介」と、他組織がユーザーを紹介する「紹介・相談ネットワーク」経由の場合とがある。 

⾯接予約システム 
これは、事前評価と処⽅、フィッティング、基礎的なユーザー教習、フォローアップについてユーザー
との⾯接時間を設定する⽅法を指す。最も⼀般的な⽅法は、サービスの事業⽇誌に⾯接予約時間表を設
け、ユーザーが紹介されるごとに埋めて⾏くことである。⾯接予約システムには、待ち時間が減り作業
効率が増す利点がある。 

順番待ちリスト 
⾞椅⼦サービスへの需要が⼤きい場合は、順番待ちリストの作成が必要になる。順番待ちリスト上の⾞
椅⼦ユーザーには、サービス事業がリストを処理するに従い⾯接予約を申し⼊れる。⾯接予約の管理⽅
法は、状況によって異なる。 

コラム 3.4 ⾯接予約および紹介・相談システムの優れた実践 
§ ⾞椅⼦ユーザーが⾞椅⼦サービス事業へ紹介された時点でファイルを作成し、⾯接予約を取るか、
さもなければ順番待ちリストに登録する。 

§ ⾞椅⼦サービス事業から紹介・相談ネットワーク職員へ教習を施し、その⾞椅⼦サービス提供への
認識を⾼め、ユーザーを⾞椅⼦サービスに紹介・相談するやり⽅を教える。 

§ ⾞椅⼦サービス事業で、紹介・相談ネットワーク組織が⾞椅⼦ユーザーを紹介・相談する際に記⼊
するフォームを作成し、配布する。 

§ ⾞椅⼦サービス事業が、明確な指針を⽤いて⾯接予約に優先順位を付ける。これは、とりわけ順番
待ちリストがある場合に重要である。優先順位が⾼いユーザーには、例えば終末期の患者、褥瘡な
ど⽣命に関わる⼆次障害が起こる危険にさらされている⼈などがある。 

§ ⾞椅⼦サービス事業で、紹介・相談件数、紹介・相談から⾯接までの期間、順番待ちリストの短縮
に関して⽬標を設定し、出来ばえを測る。 

§ ⾞椅⼦サービス事業に、不適切な紹介・相談の登録を最⼩限に抑える検査⼿続きがある。 
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3.3.3 事前評価 

⽬標 
優れた事前評価の実践⽬標は、⼿に⼊るうちで最適な⾞椅⼦が処⽅されるよう、⼀⼈ひとりのユーザー
のニーズを正確に評価することである。 

すべての⾞椅⼦ユーザーに個別の事前評価を、適正な技能を有する⼀⼈以上の者で実施する必要がある。
事前評価は、ユーザーの⽣活様式・⽣活環境・⾝体状況を考慮に⼊れた全⼈的なものでなければならな
い。⾞椅⼦ユーザー、および適切ならば家族が、事前評価へ全⾯的に参画することが重要である。ニー
ズの複雑さにもよるが、1回の事前評価に 2時間まではかけてよい。 

図 3.1 ⾞椅⼦ユーザーへの事前評価 

 
 
コラム 3.5 事前評価の優れた実践 
§ 事前評価を、⼈⽬に触れない静かで清潔な場所で⾏なう。これは⾞椅⼦サービス内の専⽤スペース

でも、他の保健医療あるいは地域の施設でも、⾞椅⼦ユーザーの家でもよい。 
§ 事前評価を、教習を受けた職員が⾏なう。⽂化、年齢、ジェンダーへじゅうぶん配慮しながら事前

評価を実施すると、より信頼され受け容れられる。 
§ 事前評価に必要な器材、例えば評価⽤ベッド（台、マット、テーブル）、巻尺、⾓度計（ゴニオメー

ター）、⾜乗せブロック、感染防⽌器材などが、いつでも使えるようになっている。 
§ 事前評価で、⾞椅⼦ユーザーの⾝体状況、⾞椅⼦を使⽤する家、学校、職場その他の環境、⽣活様
式、体格、年齢を考慮する。 

§ 事前評価が評価フォーム上に⽂書化され、将来参照できるようファイルされている。 
§ 適切な製品またはじゅうぶんな技能を持つ職員を⽋き、サービス事業が⾞椅⼦ユーザーのニーズを
満たせない場合、サービス事業で次のいずれかを⾏なう： 
• （可能であれば）当該ユーザーに対応できる職員および設備を備えた他のサービス事業へ、そ

のユーザーを紹介・相談する。 
• より⾼い資格を持つ職員による訪問を段取る。 
• 当該ユーザーのニーズを⽂書化し、満たされざるニーズ［unmet needs］を図式化すること

で、将来のサービス発展を導く。 
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The objective of good assessment practice is to accurately assess the needs of each individual user 
in order to prescribe the most appropriate wheelchair available.

Every user requires an individual assessment, carried out by a person or persons with the appropriate 
skills. The assessment should be holistic, taking into account the lifestyle, living environment and 
physical condition of the user. It is important that the user and, if appropriate, the family are fully 
involved in the assessment. Depending on the complexity of the needs, an assessment can take 
up to 2 hours. 

Fig. 3.1. Assessment of a user

n Assessments are carried out in a private, quiet and clean space. This may be a dedicated space within the wheelchair 
service, at another health care or community facility, or at the user’s home.

n Assessments are carried out by trained personnel. Culture, age and gender sensitivity while carrying out assessments 
increases credibility and acceptability.

n Equipment for the assessment is readily available, including an assessment bed (plinth, mat, table), measuring tape, 
device for measuring angles (goniometer), foot blocks and infection control supplies.

n Assessment takes into consideration the user’s physical condition; home, school, work and other environments where 
the wheelchair is used; lifestyle; size and age. 

n Assessments are clearly documented on an assessment form and filed for future reference.
n Where a service is unable to meet the user’s needs owing to the lack of an appropriate product or personnel with 

sufficient skills, the service either:
t� SFGFST�UIF�VTFS�UP�BOPUIFS�TFSWJDF�UIBU�JT�TUBõFE�BOE�FRVJQQFE�UP�TFSWF�UIF�VTFS�	XIFSF�BWBJMBCMF
�
t� IPTUT�PVUSFBDI�WJTJUT�PG�NPSF�RVBMJmFE�QFSTPOOFM�PS
t� EPDVNFOUT�UIF�VTFS�T�OFFET�UP�IFMQ�CVJME�B�QJDUVSF�PG�VONFU�OFFET�UP�HVJEF�GVUVSF�TFSWJDF�EFWFMPQNFOU�

Box 3.5. Good practice in assessment
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3.3.4 処⽅ 

⽬標 
優れた処⽅の実践⽬標は、事前評価によって⾒極めたユーザーのニーズに、⼿に⼊るうちで最適な⾞椅
⼦をマッチングすることである。 

⾞椅⼦は、さまざまな種類とサイズが、さまざまなオプションと共に⼿に⼊る必要がある。処⽅（ある
いは選択）とは、ユーザーのニーズに、⼿に⼊るうちで最適な⾞椅⼦をマッチングするプロセスを指す。
完成した処⽅フォームとは、個々のユーザーが求め、選択した⾞椅⼦について余すところなく記述した
ものである。 

 
コラム 3.6 処⽅（あるいは選択）の優れた実践 
§ ユーザーへ、⾞椅⼦・クッション・姿勢⽀持部を実⾒し、可能であれば⾒本を試す機会を与える。
これは、ユーザーと職員がいっしょに、⾞椅⼦や必要な機能を選択するのに役⽴つ。 

§ 機能に重要さの優先順位を付け、限られた種類の⼿に⼊る⾞椅⼦から、最適な選択ができるように
する。 

§ ⾞椅⼦の処⽅を⼀つひとつ、事前評価フォームか専⽤の処⽅フォームに記録する。処⽅の詳細は： 
• ⾞椅⼦の種類およびサイズ 
• 必要なすべての追加部材（例えば除圧クッション） 
• すべての必要な改造あるいは個別製作部材 
• ⾞椅⼦ユーザーが、新しい⾞椅⼦を⼿にサービス事業所を去る前に、知り、または⾝に付けて

おくべき情報や技能 
§ ⾞椅⼦サービス職員へ、各回の⾯接直後に、事前評価や処⽅の記録をまとめる時間を与える。 
§ ⾞椅⼦サービス事業から⾞椅⼦ユーザーへ、⾞椅⼦の納期⾒積りを伝える（資⾦調達状況による。
下記を参照）。可能ならば、処⽅を出すと同時にフィッティングの⾯接予約を取る。 
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3.3.5 資⾦調達および発注 

⽬標 
資⾦調達および発注における優れた実践の⽬標は、ユーザーに対して選択した⾞椅⼦を、なるべく早く
発注もしくは調達することである。 

資⾦調達 
処⽅に従って、推奨する製品の費⽤を正確に⾒積もれる。ほとんどの⾞椅⼦サービス事業にとっては、
機器を発注する以前に財源の確定が不可⽋である。可能な限り、これは臨床や技術職員よりも事務職の
⼿に委ねるべきである。資⾦調達に関する詳細は 5.4節を参照。 

発注 
在庫がない場合、⾞椅⼦は外部の供給者へ発注するか、さまざまなサイズや種類の⾞椅⼦を通常在庫し
ている、⾞椅⼦サービスの技⼯部⾨から調達する必要がある。 

 
コラム 3.7 発注の優れた実践 
§ ⾞椅⼦がすぐに⼿に⼊らない場合は、⾞椅⼦サービス事業所から⾞椅⼦ユーザーへ、いつ⾞椅⼦の
フィッティングが準備できるか知らせる。 

§ ⾞椅⼦サービス事業所が、⾞椅⼦や部材の在庫を保ち、迅速な納期を確保する。 
§ ⾞椅⼦サービス事業が供給者へ、分かりやすい発注フォームや⼿続きを開発するよう促す。 
§ ⾞椅⼦サービス事業が供給者と納期について合意し、遅れを最⼩限にするよう努める。 
§ ⾞椅⼦サービス事業が、資⾦が確保されている限り、⾞椅⼦ユーザーへの処⽅完成から発注完了ま

でを２営業⽇以内にする。 
§ ⾞椅⼦サービス事業が、供給者が保留している注⽂を監視するシステムを整備している。 
§ ⾞椅⼦サービス事業に、品質の問題について供給者へフィードバックするシステムがある。 

 

3.3.6 製品の下準備 

⽬標 
製品の下準備における優れた実践の⽬標は、改造や姿勢⽀持部の個別製作など、⾞椅⼦をフィッティン
グのために準備することである。 

 
コラム 3.8 製品下準備の優れた実践 
§ 下準備中の⾞椅⼦⼀台⼀台を、ユーザー名およびシリアル番号かバーコードで分類する。 
§ ⾞椅⼦の改造（⾞椅⼦のフレームや部材に加える恒久的変化）は、適正な知識と技能を持つ職員の
みが実施する。こうした改造はすべて、構造や機能に影響を及ぼしうるからである。 

§ 個別製作の座位保持装置や個⼈⽤姿勢⽀持部の製造と組み付けは、適正な知識と技能を持つ職員が
実施する。またこの作業は、事前評価を担当した職員との緊密な協働による。 

§ あらゆる移動⽀援機器について、ユーザーが試⽤する前に品質と安全性を確認する。 
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3.3.7 フィッティング 

⽬標 
フィッティングにおける優れた実践の⽬標は、選択した⾞椅⼦が正しく組み⽴てられているか確かめ、
最⾼にフィットするよう最終調整を施すことである。 

フィッティングはきわめて重要なステップである。フィッティングでは、⾞椅⼦ユーザーと臨床および
技術職員とで、⾞椅⼦が正しくフィットし、意図した通りにユーザーを⽀えるようにする。⼀回のフィ
ッティングには、その複雑さによって 30分から 2時間、あるいはそれ以上かかる。 

フィッティングで、⾞椅⼦ユーザーと担当職員がいっしょに確認することは： 
o ⾞椅⼦のサイズが正しい。 
o ⾞椅⼦のユーザーに対する調節が正しい。 
o 改造や姿勢⽀持部が、すべて正しくフィットしている。 
o ⾞椅⼦が、ユーザーの移動や姿勢⽀持へのニーズを満たし、⼆次的な変形や障害が起こる危険を最⼩

にしている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コラム 3.9 フィッティングの優れた実践 
§ すべてのユーザーの⾞椅⼦を、その教習を受けた職員が個別にフィッティングする。 
§ 可能な限り、ユーザーを事前評価したのと同じ職員がフィッティングを実施する。 
§ （あらゆる座位保持や姿勢⽀持部を含め）⾞椅⼦がフィットしているか、まず静⽌した⾞椅⼦にユ

ーザーが座った状態で評価する。満⾜にフィットしていれば、ユーザー⾃⾝でこぐか押してもらう
かして、さらに評価する。 

§ ⾞椅⼦が満⾜にフィットしていなければ、さらに調整を加える。満⾜にフィットするまでに⾄らな
い場合、代替機器あるいは再度の事前評価が必要な場合もある。満⾜にフィットするまで、ユーザ
ーへ⾞椅⼦を供与してはならない。 

§ 姿勢の変形など、ニーズがより複雑なユーザーには、フィッティングの⾯接予約を複数回取る。 

S E R V I C E  D E L I V E R Y   I   8 3

3
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The objective of good practice in !tting is to ensure that the selected wheelchair has been correctly 
assembled and to make !nal adjustments to ensure the best !t.

Fitting is a critical step. At the !tting, the user and clinical and technical personnel ensure that the 
wheelchair !ts correctly and supports the user as intended. A !tting may take between 30 minutes 
and 2 hours or more, depending on the complexity. 

During !tting, the user and competent personnel together check that:
t the wheelchair is the correct size;
t the wheelchair is correctly adjusted for the user;
t any modi!cations or postural support components are !tting correctly; and
t the wheelchair meets the user’s mobility and postural support needs and minimizes the risk of 

the user developing secondary deformities or complications.

Fig. 3.2. Fitting the wheelchair to its user

n All users have their wheelchair individually fitted by personnel trained to do so.
n Whenever possible, fitting is carried out by the same personnel that assessed the user. 
n The fit of the wheelchair (including any seating or postural components) is first assessed with the user sitting in the 

stationary wheelchair. When the fit is acceptable, it is then further assessed while the user self propels or is pushed.
n If the wheelchair fit is not acceptable, further adjustments are made. If an acceptable fit cannot be achieved, 

alternative equipment or a reassessment may be necessary. The wheelchair cannot be provided to the user until the 
fit is acceptable. 

n There is provision for more than one fitting appointment for users with more complex needs, such as those with 
postural deformities.

Box 3.9. Good practice in !tting

図 3.2 ユーザーへの⾞椅⼦のフィッティング 
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3.3.8 ⾞椅⼦ユーザー・家族・介助者への教習 

⽬標 
教習における優れた実践の⽬標は、すべての⾞椅⼦ユーザーが、⾃分の⾞椅⼦を安全かつ効果的に使え
るために必要な、情報や教習を受けるようにすることである。 

ユーザー教習の主な分野は： 
o ⾞椅⼦の乗り降り⽅法 
o ⾞椅⼦の取り扱い⽅ 
o ⾞椅⼦移動の基礎 
o ⾞椅⼦を使いながら健康を保つ⽅法、例えば褥瘡の予防 
o ⾞椅⼦とクッションの⼿⼊れのやり⽅、適切ならば、⾞椅⼦の分解と組み⽴て 
o 問題が起きた場合の連絡先 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コラム 3.10 ⾞椅⼦ユーザーへの基礎教習の優れた実践 
§ 当該ユーザーに必要な技能を、優先順に網羅した⾞椅⼦ユーザー教習チェック表を、そのユーザー

といっしょに完成する。チェック表は教習員が使⽤し、各技能を教え、ユーザーが演⽰するごとに
チェック印を付ける。 

§ 可能であればピア教習員（⾼度な⾞椅⼦技能を有し、他のユーザーを教え、⽀援する教習を受けた
活動的⾞椅⼦ユーザー）が、臨床職員のスーパービジョンのもとで基礎的なユーザー教習を施す。 

§ ⾞椅⼦サービス事業が地域のあらゆる⾞椅⼦ユーザーのグループと緊密に連携し、ピア教習を提供
して⾞椅⼦サービスで受ける教習を補強する。 

§ 現地語のパンフレットやポスターなどの⽂書や視覚資料を、⾞椅⼦ユーザーへの教習を⽀援するた
めに活⽤する。 

8 4   I   G U I D E L I N E S  O N  T H E  P R O V I S I O N  O F  M A N U A L  W H E E LC H A I R S  I N  L E S S  R E S O U R C E D  S E T T I N G S
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The objective of good practice in training is to ensure that all users are given the information and 
training they need to be able to use their wheelchair safely and e!ectively. 

Key areas of user training include:
t how to transfer in and out of the wheelchair,
t how to handle the wheelchair;
t basic wheelchair mobility;
t how to stay healthy in the wheelchair – for example prevention of pressure sores;
t how to look after the wheelchair and cushion and, if appropriate, dismantle and reassemble the 

wheelchair; and
t who to contact in case of problems.

Fig. 3.3. Wheelchair mobility training with peer trainer

n A user training checklist is completed together with the user, covering the skills the user needs to have in order of 
priority. The checklist is used by the trainer, and as each skill is taught and demonstrated by the user it is checked off. 

n Where possible, peer trainers (active users with strong wheelchair skills and training in how to teach and support 
other users) provide basic user training, with supervision by clinical personnel.

n Wheelchair services link closely with any user groups in the community, providing peer training to strengthen 
training given at the service.

n Written or visual materials, including pamphlets or posters in local languages, are used to assist the training of users.

Box 3.10. Good practice in basic training of users

図 3.3 ピア教習員との⾞椅⼦移動教習 
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3.3.9 フォローアップ・メンテナンス・修理 

⽬標 
フォローアップ・メンテナンス・修理における優れた実践の⽬標は、ユーザーの機能・快適さ・安定を
最⼤にするうえでの⾞椅⼦の有効性を評価し、また機器が適切にメンテナンスされ、良好な状態にある
のを確かめることである。 

フォローアップに盛り込むべき評価項⽬としては： 
o ⾞椅⼦が、ユーザーのためにどれくらいうまく働いたか。 
o ⾞椅⼦を使っていて、ユーザーが抱えた問題点。 
o ⾞椅⼦がフィットしていること、特に⾞椅⼦がユーザーの姿勢をしっかりと⽀えていることの確認。 
o ユーザーの技能、およびさらに教習が必要かどうか。 
o ⾞椅⼦の状態、および調整や修理が必要かどうか。 
o ⾞椅⼦を⼿⼊れしメンテナンスするユーザーの能⼒、およびさらに教習が必要かどうか。 
 
フォローアップの頻度は、⾞椅⼦ユーザーの個別ニーズによって変わってくる。他の⼈よりひんぱんに
フォローアップすべきユーザーもいる。⽬安として、通常は⾞椅⼦を受け取ってから 6か⽉以内のフォ
ローアップ⾯接予約を取る。⾞椅⼦の基礎的な修理は、現地の⾃転⾞あるいは⾃動⾞修理⼯場で⾏なえ
る場合が多い。 

 
コラム 3.11 フォローアップの優れた実践 
§ 可能な限り、⾞椅⼦サービスチームの全員がフォローアップ⾯接に参画する。これには臨床・技術・

教習の職員が含まれる。 
§ フォローアップの頻度を、⾞椅⼦ユーザーの個別ニーズに従って決める。 
§ フォローアップ⾯接予約では、以下のカテゴリーの⾞椅⼦ユーザーを優先する： 
• ⼦ども（成⻑に従ってニーズが急速に変化するため） 
• 褥瘡発⽣の危険があるユーザー 
• 姿勢を⽀える改造や付加を施した⾞椅⼦のユーザー 
• ⾞椅⼦サービスで施した基礎教習に付いて⾏くのが困難だったユーザー（や家族/介助者） 

§ ⾞椅⼦サービス事業が、⾞椅⼦ユーザーからフィードバックを集め、提供したサービスの質を評価
する機会としてフォローアップ⾯接を活⽤している。 
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3.4 ⾞椅⼦サービス提供職員 

製造者や供給者、紹介・相談ネットワーク、サービス職員など、⾞椅⼦サービス提供に関わる主な職種
を図 3.4 にまとめた。 

 
図 3.4 適正な⾞椅⼦のユーザーへの供与に関与する組織および職員 

                                                    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3.4.1 製造者または供給者 
通常、⾞椅⼦サービス事業は⾞椅⼦を製造者または供給者から⼊⼿する。⽣産および供給に携わる職員
すべてについて論じるのは本ガイドラインの範囲を超えるが、管理者および⽣産技術者について、いく
つか要点を述べておく。 

管理職 
⾞椅⼦⽣産施設の管理者は、⽇々の管理業務のみならず、設計の選択や⽣産品質にも責任を負っている。
したがって管理者にとり、⾞椅⼦ユーザーや⾞椅⼦サービス事業から、⾃らの⾞椅⼦がどれくらいかれ
らのニーズを満たしているかについてのフィードバックを得ることは⼤切である。 

⽣産技術者10 
⽣産技術者は⾞椅⼦⽣産の技術的側⾯に関わる。かれらは、個別ユーザーへの⾞椅⼦のフィッティング
や改造へ必然的に関わるわけではない。これは、特定の個⼈への⾞椅⼦の組み⽴て・改造・フィッティ
ングに携わる⾞椅⼦サービスの技術職員との違いである。しかし技術職員（⼩さい⼯房の職員が典型）
によっては、⾞椅⼦の製造とフィッティング両⽅に関わることもある。本ガイドラインで「⽣産技術者」
の語は⾞椅⼦製造者に限定して⽤い、個別ユーザーへのサービス供与は含めていない。 

  

訳注  
10  [原⽂] technical production personnel 

⾞椅⼦ 
ユーザー 

製品 

紹介・相談ネットワーク 
例：政府や⾮政府の保健・

リハビリテーション職員 

製造者あるいは供給者 
管理職および技術職員 
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A summary of the major groups of personnel involved in wheelchair service delivery, including 
manufacturers and suppliers, referral networks and service personnel, is shown in Fig. 3.4.

(#)#&��BVcj[VXijgZgh�dg�hjeea^Zgh
Wheelchair services usually receive wheelchairs from manufacturers or suppliers. The scope of these 
guidelines does not allow a discussion of all production and supply personnel, but a few points are 
made here concerning managers and technical production personnel. 

BVcV\ZbZci
As well as day-to-day management, managers of wheelchair production facilities are responsible for 
design selection and production quality. It is therefore important that managers receive feedback 
from users and wheelchair services about how well their wheelchairs meet their needs. 

IZX]c^XVa�egdYjXi^dc�eZghdccZa
Technical production personnel are concerned with the technical side of wheelchair production. 
They are not necessarily involved in the !tting or modi!cation of wheelchairs for individual users. 
This di"ers from technical personnel in wheelchair services, who are involved in the assembly, 
modi!cation and !tting of wheelchairs for speci!c individuals. Nevertheless, some technical 
personnel, typically those in smaller workshops, may be involved in both the manufacture and !tting 
of wheelchairs. The term “technical production personnel” as used in these guidelines is limited to 
wheelchair manufacturers and does not include the provision of services to individual users. 

Fig. 3.4. Organizations and personnel involved in providing an appropriate wheelchair to a user

pUSER

pPRODUCT

p

Service 
personnel
Service team roles:

n management
n clinical
n technical
n training

Support personnel
Manufacturers or suppliers

Managers and technical personnel

Referral networks
E.g. governmental and 

nongovernmental health and 
rehabilitation personnel

サービス職員 
サービスチーム
の業務： 
§ 管理 
§ 臨床 
§ 技術 
§ 教習 
⽀援職員 
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3.4.2 紹介・相談ネットワーク 
紹介・相談ネットワークは、⾞椅⼦サービス提供においてたいへん重要な役割を果たす。紹介・相談ネ
ットワークがうまく機能することで、⾞椅⼦ユーザーはサービスへ容易にアクセスできるようになる。
紹介・相談ネットワークは、地域・地区・地⽅レベルで働く保健・リハビリテーション職員やボランテ
ィアからなる。 

専⾨的サービスとリハビリテーションや保健医療のプログラムとの緊密な連携の重要さは、国際義肢装
具学会とWHO との共同宣⾔でも強調されている(6)。 

⾞椅⼦サービスは、どこでも地域内で万全に施せるとは限らない、専⾨的サービスの⼀つである。開発
途上国では障害者の多くは農村部に住むため、おおむね⼤都市に限られるリハビリテーションサービス
(7, 8) へのアクセスは困難である。したがって保健・リハビリテーション職員は、農村部に住む⼈びとが
⾞椅⼦サービスへ⽀障なくアクセスできるよう、積極的な役割を果たすべきである。 

⾞椅⼦サービス提供における紹介・相談ネットワークの役割としては： 
o ⾞椅⼦を必要とする⼈びとを⾒極め、紹介・相談する。 
o ⾞椅⼦ユーザーおよび家族と⾞椅⼦サービス事業とを橋渡しし、事前評価・フィッティング・フォロ

ーアップを円滑にする。 
o ⾞椅⼦サービス教習を補強する。例えば褥瘡予防、⼆次障害予防、⾞椅⼦のメンテナンス、移動技能
などについて。 

o ユーザーの住居環境を適合させるうえで⽀持、助⾔、場合によっては⽀援を供する。 
o 地域のアクセシビリティを⾼めるための諸策を推進する。 
o ⾞椅⼦サービス事業へ、処⽅した⾞椅⼦への満⾜度や使われ⽅に関する情報をもたらす。 
o ⾞椅⼦ユーザーが修理を⼿配するのを⼿伝う。 
o ⾞椅⼦の有益さを広報する。 
 

3.4.3 ⾞椅⼦サービス職員 
⾞椅⼦サービス職員は、管理・臨床・技術・教習業務を実施する（表 3.4参照）。これらの業務は、さま
ざまな職歴や学歴の職員が果たせる。それらは兼任されることもあり、例えば⼩規模な⾞椅⼦サービス
事業であれば、職員ひとりで臨床と技術両⽅の業務を果たせる。別の⾏き⽅として、職員ひとりで臨床・
教習・管理業務を、パートタイム技術者の⽀援を受けながら遂⾏する場合もありうる。 

時には、とりわけ複雑なニーズを持つ⾞椅⼦ユーザーに関わる場合、職員は他の専⾨家、例えば作業療
法⼠・理学療法⼠・⾔語療法⼠・⼩児科医・神経科医・リハビリテーション医・義肢装具⼠・整形外科
医などの専⾨知識に依拠する場合もある。 
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管理業務11 
⾞椅⼦サービス事業を効果的に運営するには、管理者12の選任がきわめて重要である。管理者は、⾞椅
⼦サービス事業を運営可能にする枠組みを固める。これには、じゅうぶんな⼈員配置、施設、資⾦調達、
製品、紹介・相談と⾯接予約のシステムなどがある。管理者は、⾞椅⼦サービス事業の広報にも主要な
役割を果たす。管理者には、したがって⼀般的管理技能に加え、⾞椅⼦サービス提供への徹底した理解
が求められる。 

⾞椅⼦サービス管理者の任務としては： 
o あらゆる関係者の間に、⾞椅⼦サービス提供への関⼼を醸成する。 
o ⾞椅⼦サービス事業とその機能を広報することを通じて、紹介・相談ネットワークを育成する。 
o 紹介・相談ネットワーク職員への教習機会を企画する。 
o サービス対象地域内の⼥性、⼦ども、社会的少数者など、あらゆる⾞椅⼦ユーザーがサービスへアク

セスしやすいようにする。 
o 順番待ちリストを管理する。 
o サービス事業を⽀えるため、財源を⾒定め確保する。 
o サービス職員の育成および教習を促す。 
o ⾞椅⼦ユーザーのニーズを満たすうえでの、サービスの有効性を評価する。 
o サービスの質を、たゆまず改善し続ける。 
o 障害者団体や、地域に根ざしたリハビリテーションプログラムとの連携を発展させる。 
o ⾞椅⼦ユーザーのグループづくりを⽀援する。 
 

臨床業務 
臨床職員は、事前評価・処⽅・フィッティング・フォローアップにおいて、直接⾞椅⼦ユーザーを相⼿
に働く。臨床職員は、とりわけ処⽅とフィッティングにおいて、技術職員と緊密に協⼒するのが理想で
ある。 

臨床職員の主な任務としては： 
o 表 3.2 で述べた、８ステップのプロセスに沿った⾞椅⼦サービス提供。 
o 各ユーザーに対して機器が正しく調整され、かつ安全であるか確かめる品質管理。 
o 移動や健康に関するユーザーへの教習、または教習員が施すこれらの教習へのスーパービジョン。 
o ユーザーのニーズに対して、機器が引き続き適正であるか確かめるフォローアップ。 
o 記録の保管および⽂書化。 
o 紹介・相談ネットワーク職員への教育。 
o ⼿に⼊る⾞椅⼦の種類の情報更新。 
o サービスの総合評価への参加。 
  

訳注  
11  [原⽂] management role 
12  [原⽂] manager 
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技術業務 
技術職員は、⾞椅⼦の正しい組み⽴てや改造を通じて、処⽅上の技術的要件が満たされるようにする。
技術職員は、少なくとも処⽅とフィッティングの段階で、⾞椅⼦ユーザーと直かに接する。改造や姿勢
⽀持が必要な⾞椅⼦ユーザーに関わる場合、技術職員がユーザーの事前評価、フィッティング、フォロ
ーアップに直接参画することは、ますます重要さを増している。 

技術職員の主な任務としては： 
o 処⽅に従って⾞椅⼦を組み⽴てる、または下準備する。 
o 改造または個別製作の姿勢⽀持部を、製作するか組み⽴てる。 
o ⾞椅⼦のメンテナンスおよび基礎的な修理に関してユーザーへ教習を施す、あるいは教習員が施す

これらの教習へのスーパービジョンを⾏なう。 
o 各々の⾞椅⼦とあらゆる改造が技術的に安全であることを、各回のフィッティング前、および⾞椅⼦

ユーザーが新しい機器を⼿に⾞椅⼦サービス事業所を去る前に確かめる。 
o 記録を保管し、⽂書資料化する。 
o ユーザーをフォローアップし、機器が引き続き適正であるか確かめる。 
o ⾞椅⼦や関連機器の、メンテナンスおよび修理を促進する。 
o サービスの総合評価に参加する。 

教習業務 
⾞椅⼦サービス提供の主要ステップの⼀つに⾞椅⼦ユーザーへの基礎技能教習がある。教習の⼤部分は、
臨床または技術職員あるいは専任の教習員が担当する。かれらは⾞椅⼦ユーザーへ、⾃分の⾞椅⼦のメ
ンテナンスについて必要な助⾔も与える。経験豊富で訓練を積んだ⾞椅⼦ユーザー（「ピア教習員」）は、
他のユーザーへ教習を施すうえで役⽴つ（コラム 3.12 参照）。適切なリソースと教習が与えられれば、
ピア教習員には⾮ユーザー教習員より有利な点がある。有利さとは、例えば感情移⼊でき、⾃分⾃⾝の
経験に依拠できることだ。初めて⾞椅⼦を⼿にした⼈には、ピア教習員が施す教習には付加価値がある。
ピア教習員との関わりを通して、⾞椅⼦ユーザーが⾃分の可能性をよりよく認識できるからである。 

教習員の主な任務としては： 
o 以下に関して、⾞椅⼦ユーザーおよび介助者へ、個⼈あるいはグループ教習を施す： 
• ⾞椅⼦の乗り降り 
• ⾞椅⼦の取り扱い 
• ⾞椅⼦による移動の基礎 
• ⾞椅⼦使⽤に特有の健康問題（褥瘡予防など） 
• ⾞椅⼦のメンテナンス 

o 通常の、および危険にさらされているか追加の教習や⽀援が必要な⾞椅⼦ユーザーへの、より集中的
なフォローアップへ参加する。 

o 紹介・相談ネットワーク職員を教育する。 
o ⾞椅⼦ユーザーのニーズに焦点を置いた、サービス評価へ参加する。 
 
加えて、教習員は以下のことにも関与できる： 
o ⾞椅⼦サービス事業の広報活動 
o 障害者団体や地域団体との連絡 
o ⾞椅⼦ユーザーを、適切な地域プログラム、例えば障害者団体、職業訓練、ピアグループ教習などへ

紹介・相談する。 
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コラム 3.12 ルーマニアでのピア教習 
11 年前から、ブカレストが本拠地のモティベーション・ルーマニア財団（Motivation Romania 
Foundation, MRF）はピア教習を施している。MRFの⾞椅⼦サービスとピア教習プログラムが基づく
原則は、あらゆる⾞椅⼦受領者は、（⾞椅⼦技能を含むが、それに限定されない）ピア教習を経験して
最⼤限に⾃⽴すべきだ、というものである。ピア教習チームは現在、４名の⾞椅⼦ユーザーと理学療
法⼠ 1名からなる。毎年約 160⼈の⾞椅⼦ユーザーがピア教習プログラムを利⽤し、その内容は： 
§ ⾞椅⼦技能の教習。 
§ ⾞椅⼦ユーザーが、これまでに直⾯した困難について語り合え、いっしょに解決策を模索できる、
個⼈とグループの討論。 

§ 例えば健康問題への対処などの情報提供。 
§ 社交的で⼈間志向な⼼が育つのを促して孤⽴を防ぐ、スポーツや社会活動への参加。 
 
ピア教習は MRF センターや定期的なピア教習キャンプで実施する。ピア教習員は、過去のピア教習
受講者から選任する。かれらは、経験豊富なピアグループ教習員から教え⽅とカウンセリングの教習
を受けることで、⾃分がその任務を引き継げるようになる。 
 
ピア教習プログラムの経費は、ルーマニアの労働・社会的保護省、国⽴障害者庁、国内外の寄付者が
負担する。 

 

概要 
表 3.4 に、⾞椅⼦サービス職員の臨床・技術・教習・管理業務の概要を⽰す。 

表 3.4 ⾞椅⼦サービス職員の業務概要 

 臨床 技術 教習 管理 
サービス事業の管理と育成 

サービスの広報 ✔ ✔ ✔ ✔ 
資⾦調達    ✔ 
紹介・相談元の育成 ✔ ✔ ✔ ✔ 
他の機関との連絡 ✔ ✔ ✔ ✔ 
サービス評価 ✔ ✔ ✔ ✔ 

サービス提供の主要ステップ 
1. 紹介・相談および⾯接予約 ✔ ✔  ✔ 
2. 事前評価 ✔ ✔   
3. 処⽅ ✔ ✔   
4. 資⾦調達および発注 ✔ ✔  ✔ 
5. 組み⽴ておよび/または製作  ✔   
6. フィッティング ✔ ✔   
7. ユーザー教習 ✔ ✔ ✔  
8. フォローアップ・メンテナンス・修理 ✔ ✔ ✔  

教習および職能開発 
紹介・相談ネットワーク職員への教習 ✔ ✔ ✔  
サービス提供職員への教習 ✔ ✔ ✔  
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3.5 モニタリングと評価 

3.5.1 実績を評価する必要 
⾞椅⼦サービス事業へのモニタリングと評価は、どこがうまく⾏って、どこに改善の余地があるのか、
⾒極めるのに役⽴つ。モニタリングとは、定期的で継続した情報の収集と分析によって⾞椅⼦サービス
の質と効率を跡づけることである。評価とは総合的な評価のことで、通常は短期間で実施する。評価は
たいてい年 1回、時には 2回実施する。定期的モニタリングから得た情報を、総合評価の⼀部に⽤いる
ことが多い。 

⾞椅⼦サービス事業には、サービスへの定期的なモニタリングのしくみを確⽴し、年 1回の総合評価を
実⾏して、サービス事業の実績および影響を審査するよう推奨する。 
 
コラム 3.13 ⾞椅⼦サービス事業をモニタリングし評価する⽬的 
モニタリングと評価がもたらす重要情報によって、⾞椅⼦サービス事業に可能になることは： 
§ サービスと製品の品質向上 
§ 紹介・相談、⾯接予約、フォローアップなどサービスプロセスの改善 
§ 効率向上による費⽤の抑制 
§ ⾞椅⼦サービス提供の、ユーザーに対する有益さの実証 
§ サービスの有効性の実証 
§ 満たされざるニーズの同定および数量化 
§ サービスのさらなる発展計画 
§ リソースの適切な按配 
§ 現⾏および提案中の、サービス資⾦供与の正当化 
§ サービス受益者との、より強固な連携の醸成 
§ 信頼度および資⾦獲得機会の増⼤ 

 

3.5.2 モニタリング 
定期的モニタリングは、以下のように構築する。 

1. 定期的モニタリングを⾏なうサービスの分野と活動を確定する。例えば紹介・相談の頻度、待ち時
間、⾞椅⼦を受け取ったユーザー数、処⽅した⾞椅⼦の種類、フォローアップ回数、ユーザー満⾜
度など。 

2. それらの分野と活動の「実績⽬標」を設定する。実績⽬標とは、その⾞椅⼦サービス事業が、その
活動分野でどれくらいよい成果を上げたいか、の声明である。これは、えてして資⾦調達にも直結
する。例えば、サービス事業へ資⾦を供与する際には、合意された⽬的や達成⽬標が、その根拠と
なるからである。実績⽬標は、利⽤できるリソースを考慮に⼊れた、現実的なものにすべきである。 

3. 各分野のサービス実績のモニタリングができるために収集すべき情報、およびその収集⽅法を確定
する。理想的には、情報集めは⾞椅⼦サービス事業の平常の記録管理の⼀部であるのがよく、そう
すればサービス職員へほとんど追加作業を求めなくて済む。  
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表 3.5 に、モニタリングの対象サービス分野、実績⽬標、各サービス分野に対する情報収集⽅法の例を
⽰す。重要な注意事項だが、この実績⽬標はあくまで⼀例に過ぎず、実際の⽬標は各⾞椅⼦サービス事
業で、利⽤できるリソースに従ってはじき出す必要がある。 

表 3.5 モニタリングの対象サービス分野、実績⽬標、情報収集⽅法（例） 

分野と活動 実績⽬標の例 情報収集⽅法 
紹介・相談 

紹介・相談されたユーザー
数 

サービス事業は⽉ 30 件の紹介・
相談を受ける 

受けた紹介・相談を記録 

紹介・相談から⾯接までの
平均待ち時間 

紹介・相談から⾯接までの待ち
時間を、１か⽉以内にする 

ユーザーファイルに、紹介・相談を受
けた⽇付および事前評価⽇を記録 

⾞椅⼦供与 
⾞椅⼦を受け取ったユー
ザー数 

サービス事業は、⽉ 20⼈のユー
ザーへ⾞椅⼦を処⽅し、フィッ
ティングする 

ユーザーファイルの⾞椅⼦処⽅記録 

フォローアップ⾯接実施
数 

フォローアップ⾯接を、⽉ 15名
以上のユーザーへ実施する 

ユーザーファイル内のフォローアッ
プ⾯接書類 

⾞椅⼦供与のユーザーへ
の影響 

⾞椅⼦サービスを通して⾞椅⼦
を受け取ったユーザーの、⾞椅
⼦による⽣活の質の改善を実証
する 

事前評価記録には、改善が望まれる⾯
（例：機能、姿勢）を明⽰すること  
フォローアップ記録には、達成した改
善を明⽰すること  
ユーザーのフィードバック 

⾞椅⼦サービス対象者層 
サービス事業が紹介・相談
を受けたユーザーに関す
る年齢、ジェンダー、障害、
姿勢⽀持ニーズなどの詳
細 

サービス事業は平等なアクセス
を推進する  
サービス事業がめざすのは、基
礎的な⾞椅⼦、および改造や姿
勢⽀持を必要とする、ユーザー
のニーズを満たすことである 

サービスへアクセスした⼥性、男性、
ユーザーファイルの記録から：少⼥、
少年の⼈数  
ユーザーファイルの記録から：姿勢に
関するニーズおよび処⽅した⾞椅⼦
の種類 

⾞椅⼦サービス事業が管
掌した地理的範囲 

サービス事業は、…（地域/区域
を明⽰）内に住む⼈びとへ⾞椅
⼦を供与する 

ユーザーファイルの記録から：⾞椅⼦
サービス事業へアクセスしたユーザ
ーの住所 

サービス費⽤ 
⾞椅⼦サービス事業所内
で⾏なった改造を含む、供
給した製品の費⽤ 

⾞椅⼦⼀台当たりの費⽤を…
（⾦額は、予算および⼿に⼊る
製品の現実的費⽤に従い指定）
以内にする 

サービス事業の帳簿に記録された、製
品仕⼊原価  
⼯房の「業務シート」の処⽅した各⾞
椅⼦に関する記録から：組み⽴てや改
造にかかった材料費および⼈件費 

職員がサービス活動（例え
ば事前評価、フォローアッ
プ、教習他）にかけた時間 

職員は持ち時間の… ％を直接
サービス提供へ、… ％を紹介・
相談元へ施す教育に使うこと 

毎⽇記⼊する、職員の勤務時間表 
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3 サービス提供 

⾞椅⼦ユーザーからのフィードバック 
⾞椅⼦サービス事業には、定期的なモニタリング情報の収集に加え、規則的に⾞椅⼦ユーザーやその家
族からフィードバックを集める⽅法を確⽴するよう推奨する。フィードバックを集めるやり⽅には何通
りかある。 
o サービスに関する質問をいくつか定式化しておき、ユーザーが⾞椅⼦を受け取った後で尋ねる。 
o 短いアンケートを作成し、⾞椅⼦ユーザーへサービスの出来ばえについて意⾒を求める。この対象は

全ユーザーでも、毎⽉⼀定数、無作為抽出したユーザーでもよい。 
o ユーザーへ、サービスへの感想を書いて「ご意⾒箱」13へ投函するよう勧める。匿名でフィードバッ

クできるため、気兼ねせず率直なフィードバックができる。重要な注意事項だが、こうした⽅式は⼀
定レベルの識字能⼒がある⼈びとにしか開かれていないため、フィードバックを集める⽅法がこれ
⼀つだけであってはならない。 

収集した情報の分析 
定期的モニタリングや、⾞椅⼦ユーザーからのフィードバックを通じて収集した情報が最も役⽴つのは、
それを⼀元的に保管して整理した場合である。基礎データベースは、コンピューターと職員が得られれ
ばたいへん有⽤である。かわりに、情報を⼿作業で整理して分析してもよい。 

情報が整理されれば、実績⽬標に対するサービスの出来ばえが測れる。情報の定期的分析は、問題点、
および問題解決のために実⾏可能な取り組みを⾒出すために活⽤できる。例えば、受けた紹介・相談が
予想より少なかった場合、⾞椅⼦サービス事業には、すべての紹介・相談元へ連絡して⾞椅⼦サービス
事業を再認識させる、あるいは追加教習を申し出る選択がある。 

3.5.3 評価 
総合評価は、継続的モニタリング14より包括的である。評価は、サービス事業の強みと弱みとを浮き彫
りにした、その概観を与える。過去の評価レポートは、後続の評価での下敷きとして活⽤できる。 

サービス評価を実施するのは外部でも内部でもよい。外部評価は、⾞椅⼦サービス事業外部の⼀⼈以上
の者が評価を実施する。これは、外部評価者はサービス事業を異なる観点から⾒渡すため有益である。
内部評価は、⼀⼈以上の職員が、必要な情報を収集・分析する責任を与えられて実施する。データ収集、
⼯程のモニタリング、フォローアップにコンピューターを⽤いると、サービス供与の評価が容易になる。 

表 3.6 に、いくつかの主要なサービス分野に対する評価情報集めへの提案を掲げる。 

  

訳注  
13  [原⽂] “feedback box” 
14  [原⽂] ongoing monitoring 
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表 3.6 主要なサービス分野に対する評価情報集めへの提案 

サービス分野 評価情報 
サービス提供の質 本ガイドラインの 3.3 節で⽰した優れた実践の推奨事項は、サービス提供の質

的評価を助ける評価基準として使える。 

サービスを受けた
ユーザー、および
ユーザーが受けた
介⼊ 

評価者は、継続的モニタリングからの情報によって、⾞椅⼦・教習・フォロー
アップを提供したユーザー数、供与した⾞椅⼦のさまざまな種類、サービスが
満たせなかったニーズを持つユーザー数を数量化できる。徹底的な評価では、
⾞椅⼦サービスにアクセスしたユーザーの年齢・ジェンダー・⺠族集団・障害・
居住地などの情報も含まれる。 

製品やサービス提
供の費⽤などの、
サービス費⽤ 

継続的モニタリングからの情報があれば、評価者はサービス費⽤を調べてまと
められるはずである。 
製品やサービスにかかった費⽤を判定するためには、会計監査を利⽤できる。 

⼈員配置（職員の
数と業務、および
能⼒） 

評価者が職員の数と業務を査定するには、サービス事業管理部⾨と話し合うか、
⼈事記録を調べるとよい。 
職員の能⼒を査定するには、職員がその任務を遂⾏する様⼦を観察するとよい。
職員への能⼒評価を助ける評価基準として、3.3 節の優れた実践の推奨事項、
3.4.3節で述べた職員の業務、5.3.3節にまとめた臨床的能⼒を活⽤できる。 
職員の教育記録を調べ、能⼒や職能開発の判定に役⽴てるべきである。 
ユーザーからのフィードバックおよび職員への個別インタビューは、⼈員構成
の強みと弱みとを⾒極めるのに役⽴つ。 

サービスに利⽤で
きる施設と設備 

評価者が、施設と設備が適切かどうか査定するには、じっさいにサービスを観
察するとよい。 
ユーザーからのフィードバックや職員への個別インタビューは、サービス施設
の強みと弱みとを⾒極めるのに役⽴つ。 

⾞椅⼦ユーザーお
よびその家族へ与
えた効果 

⾞椅⼦ユーザーおよびその家族から、⾞椅⼦サービスが与えた効果に関する情
報を集められる。指標として、家族や地域の活動への参加（例えば教育、家庭
内外での雇⽤、社会活動への参加）の増⼤、⾞椅⼦ユーザーやその家族の予想
収⼊の増⼤などがありうる。情報集めの⽅法には、以下のものなどがある。 
• 評価者は、事前評価とフォローアップの各フォームを調べるとよい。事前評

価フォームからは、⾞椅⼦を受け取る以前の、ユーザーおよびその家族に関
する情報が得られる。フォローアップ報告からは、⾞椅⼦サービスが当該ユ
ーザーおよびその家族の⽣活へ、どんな影響を与えたかの情報が得られる。 
• 家庭訪問では、評価者はサービスユーザーに会い、どんな効果があったか⾃
分の⽬で確かめられる。家庭訪問は、⾞椅⼦サービス事業所で実施するフォ
ローアップ⾯接では得られない、追加情報をもたらす。 
• 詳細な調査を展開し、学校や雇⽤その他の活動への参加など、サービスが⾞

椅⼦ユーザーの⽣活の質へ与えた効果を査定してもよい。 
• 複数ユーザー（および家族）がフォーカスグループとして集まり、⾞椅⼦サ

ービスがどう⾃分に影響したと思うか、の情報を評価者へもたらしてもよい。 
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3 サービス提供 

まとめ 

o ⾞椅⼦は、サービスと⼀体として供与する必要があります。 

o 既存のリハビリテーション職員は、⾞椅⼦サービス供与に活⽤できます。 

o ⾞椅⼦サービス事業は、既存の保健・リハビリテーションサービスと統合するよう推奨します。 

o 可能ならば、⾞椅⼦ユーザーのニーズは地域レベルで満たすべきです。 

o ⾞椅⼦サービスは、⾞椅⼦ユーザーの個別ニーズの事前評価を司り、適正な⾞椅⼦を供与し、ユーザ
ーおよび介助者に教習を施し、継続的⽀援と他のサービスへの紹介・相談を供します。 

o 各々の⾞椅⼦ユーザーに、⾝体・環境・⽣活様式による独特な集合的ニーズがあります。 

o ⾞椅⼦サービス提供に関わる⼈材は、製造者、供給者、紹介・相談ネットワーク、⾞椅⼦サービス職
員などです。 

o ⾞椅⼦サービス職員の主な業務は、管理・臨床・技術・教育です。 

o ピア教習員は、⾞椅⼦供与において重要な役割を果たします。 

o ⾞椅⼦供与には、定期的なモニタリングと評価を⾏なうべきで、とりわけ、うまく⾏っている分野と
改善を要する分野とを⾒極めるために必要です。 
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4 教習/⼈材育成 
 

 
…⾞椅⼦供与に携わる職員の、技能と知識を育成するために 

 
 

教習/⼈材育成ガイドラインは： 

o どのように教習プログラムを供するとよいか、推奨
事項を提⽰し、 

o ⾞椅⼦供与に携わる職員への教習の要件を提案し、
推奨する教程内容を⽰す。 
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コラム 4.1 

⾞椅⼦は⼈⽣を変える... 

南アフリカの⾞椅⼦ユーザーの証⾔ 

カートリンは 3歳、南アフリカのケープタウン
に住んでいる。脳性⿇痺を抱えており、歩けず、
話すのもたいへん困難だ。彼⼥が 2歳になる頃、
カートリンの理学療法⼠は両親へ、特製の⼦ど
も⽤⾞椅⼦を⼿に⼊れるよう勧めた。当時、カ
ートリンは⼀⽇のほとんどを床に寝そべるか両
親の腕の中で過ごしていた。彼⼥はとてもいら
いらして怒りっぽく、またよく泣いた。両親は
ケープタウンの⼩さな⾞椅⼦サービス事業を紹
介され、そこでカートリンは事前評価を受けた。
サービス事業が処⽅した⾞椅⼦は、カートリン
を⽀えるために特製のインサート（増設した背
座の姿勢⽀持部）を設けたものだった。両親は、
⾞椅⼦を購⼊する資⾦を集めねばならず、⼿に
⼊ったとき彼⼥は 2歳になったばかりだった。 

カートリンの両親はいう。「カートリンが新しい⾞椅⼦に初めて座ったとき、驚いたことに、あの⼦
は何をどうしたらいいのか、すぐに分かったんです。それ以来、カートリンはすっかり変わり、成⻑
したなあと感じます。いらいらしなくなり、やる気があり、⾃⽴を楽しみ、⾞椅⼦に乗って他の⼦を
追い回すのが⼤好きで、外で過ごすのを⼼ゆくまで満喫しています。⾞椅⼦からカートリンと私たち
に与えられたのは未来への新たな希望、そして叶う限り普通な⽣活です。信じてもらえないかもしれ
ませんが、2年ものあいだ私たちは、家にいるのは⼀⼈の⼦どもなんだ、ってことが分かってません
でした。でもこの⾞椅⼦で、私たちの王⼥様はやりたいことをやり、いたずらばっかりなんです。」 

カートリンは⾞椅⼦を⼿に⼊れてからというもの、前よりも幸福で活動的だ。⾝体的にも、よい発達
を遂げている。彼⼥の療法⼠の報告では、姿勢全般に改善がみられ、⼒強さを増し、体幹や頭部のコ
ントロールも改善している。カートリンの発話は改善しており、姿勢や移動性の改善によって彼⼥は
⼿話も学び、コミュニケーション⼿段の幅を広げている。 

 

証⾔ 



 

 99 

4 教習 

4.1 はじめに 

⽬的および成果 

教習ガイドラインの⽬的は、⾞椅⼦供与に携わる職員の技能と知識を発展させることである。 

教習ガイドラインの実施が寄与するのは： 
o ⾞椅⼦供与の教習を受けた職員の増加 
o ⾞椅⼦を供与する職員の能⼒向上 
o ⾞椅⼦供与の分野で教習を受け、実践する職員への、より⾼い認知 
o ⾞椅⼦供与の、リハビリテーションサービスへのより強固な統合 
o ⾞椅⼦供与教習プログラムの開発、実施、維持に携わる⼈びとによる、協働の増⼤ 

⽅策 

効果的な⾞椅⼦供与には、職員が適正な知識および技能を持つことが要求される。次に挙げるのは、教
習の機会や取り組みの開発に役⽴つ、いくつかの⽅策である(1)。「⼈材育成」に関する国連の基準規則が
⽰すように、各国には、障害者のための事業・サービスの計画・供与に携わるあらゆるレベルの⼈材へ、
じゅうぶんな教習を保証する責任がある(2)。これは、「障害者の権利に関する条約」第４条でも確認され
ている(3)。 

教習対象者を⾒出す 

既存の保健やリハビリテーションの職員へ、⾞椅⼦供与教習を施すのは容易である。教習対象者の候補
としては、地域保健医療従事者・地域に根ざしたリハビリテーション職員・作業療法⼠・理学療法⼠・
義肢装具⼠・現地の職⼈や技術者などがある。⾞椅⼦ユーザーは、別の候補となりうるグループである。
専⾨的訓練には⽋けるかもしれないが、⾞椅⼦ユーザーは⾃分のニーズを根本的に理解しており、意欲
も⾼い。研究によれば、⼿動⾞椅⼦ユーザーへの⾞椅⼦技能教習は効果的で、安全で、実⽤的である(4)。 
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既存の教習プログラムや学校との連携 

既存のリハビリテーション教習プログラムや学校との連携は、リソース節約の機会になる。連携は、低
リソース状況で現在実施中の多くの教習プログラムとの間に作れ、それには地域に根ざしたリハビリテ
ーション教習プログラム、中級リハビリテーション職員の教習プログラム、作業療法および理学療法学
校、義肢装具訓練校などがある。既存のリハビリテーション訓練校では、⾞椅⼦供与の独⽴したプログ
ラムを開講しても（専修型教習1アプローチ）(5)、⾞椅⼦供与に関するいくつかの単位を既存の教習プロ
グラムに組み込んでも（統合型教習アプローチ）よい。 
 
コラム 4.2 ⾞椅⼦に関連する、専修型および統合型の教習事例 

専修型教習 
タンザニア義肢装具⼠教習センターでの１年
間の⾞椅⼦技能技術者2教習コース［コラム 4.5
を参照］は、専修型⾞椅⼦教習の⼀例である。 

他の例として、モビリティ・インディアが開講
する、⾞椅⼦の処⽅および組み⽴てに関する 3
週間のコースがある。 

統合型教習 
バングラデシュ障害者リハビリテーションセンター
（CRP）では、作業療法科学⽣のカリキュラムに⾞
椅⼦サービス教習を統合している。 

またモビリティ・インディアは、リハビリテーショ
ン療法科学⽣への１年間の教習プログラムに⾞椅⼦
に関する３週間の単位を組み込んでいる。 

 

単位式教習パッケージの開発 

教習に要する時間と財源を最⼩化するため、教習は、基礎的⾞椅⼦サービス提供から始まるさまざまな
レベルの単位として開発し、施すよう提案する。初級レベルの単位を無事に修了した職員には、基礎的
⾞椅⼦サービス供与ができるようにする。次のレベルへ進むごとに、職員にはニーズがさらに複雑なユ
ーザーへ⾞椅⼦を供与する能⼒が付くようにする。基礎および中級レベルの推奨内容を 4.3.節に⽰す。
多くのユーザーには基礎以上の⾞椅⼦供与が必要だと判明したら、教習プログラムは、少なくとも職員
の⼀部が、なるべく速やかに中級教習へ進める計画にするよう提案する。 

教習パッケージに教習員⽤指導書および受講者⽤ワークブックが含まれれば、⼀定の教習を異なる教習
員によって反復できる。こうしたパッケージは、多少⼿を加えて個別事情に合わせれば複数状況の教習
にも対応するように作成できる。この⼿法は教習の計画や準備に要する時間を節約し、したがって要す
るリソースの節約になる。 

教習が認証を得られる途を追求する 

達成した技能を認めることは、教習を受ける職員への動機付けとして重要である。これは、⾞椅⼦供与
の重要さへの認識も⾼める。したがって教習教程の開発や運営に当たる者には、その教程が公的な認証
を受ける途を探るよう推奨する。認証は、国内の保健医療・リハビリテーション教習を施す学校などの
教育機関、あるいは国際的な専⾨団体や組織を通じて求めることが可能である。  

訳注  
1  [原⽂] exclusive training 
2  [原⽂] technologist 
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教習を施す現地職員の⼒量育成 

教習プログラムを現地で継続するには、現地教習員の⼒量育成が重要で(6)、また教習を効果的に⾏なえ
るには、現場での実践経験が⽋かせない。現地教習員を育成する⽅策には、以下のようなものがある。 
o 教習プログラムを⽴ち上げる際に、教習員になる潜在⼒がある有⼒な候補者を選んでおく。これらの

⼈びとに、基礎⾞椅⼦供与教習から現場実践を経て、より上級の⾞椅⼦供与教習を施す。2、3年後、
これらの職員には、他の⼈へ基礎的⾞椅⼦供与教習を施す⼒量があるはずだ。この役割を担う⼈びと
を⽀援するため、「教習の授け⽅」の教習を施すのは有益である。 

o 現地教習員が、⾃分の技能を現場で実践し続けられるようにする。これは、⾃分が授けうる教習の質
を⾼める。 

 
現地教習員がいない場合に、教習実施を⽀援する国際組織がある（付録 A を参照）。そうした教習の⼀
例をコラム 4.3 に⽰す。 

 
コラム 4.3 Motivationによる「フィット・フォー・ライフ」⾞椅⼦処⽅教習パッケージ 

NGO のMotivationは、低リソース状況で働く⾞椅⼦サー
ビス職員向けの教習教程を開発した。さまざまな教習員
でも⼀定の教習を授けられるよう、教程を⽂書化し「パッ
ケージ化」した。教習パッケージの内容は受講者⽤ワーク
ブック、教習員⽤指導書、および視覚資料ポスター・評価
⽅法・ゲームカードなどの補助教材である。 

教程全体を通して架空のモデルを活⽤し、幅広く異なる
設定の研究事例を与えて、受講者の学びを深めている。こ
の教程が広くアジアのさまざまな地域で使えるよう、パ
ッケージ初版のイラストにはアジアのさまざまな⺠族や
宗教の⼈びとが描かれた。これ以外の地域では、イラスト
を変更するのが適切だろう。 

教習員⽤指導書は、教程の教授⽅法全般に関する情報と、
教科ごとの授業計画からなる。授業計画ごとに、その授業
に必要な時間と教材、および授業の進め⽅に関する段階
を踏んだ解説を盛り込んでいる。 

この教程開発には 2年を要した。この教習パッケージによって、さまざまな教習員が教程を授けられ
るようになり、⼀定⽔準の教習および受講者への評価をもたらした。この教習パッケージは他の組織
でも使われているが、それは教習員⽤指導書と補助教材の開発によって可能になったのである。 
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関係者およびリソース 

教習計画の策定・実施・参加に参画する関係者としては： 
o 政府の保健・教育の担当省庁とその他の該当部⾨および地⽅⾏政機関 
o 技術⼒や資⾦を供与する⽀援組織 
o 教習員および受講者 
 
教習ガイドライン実施に必要な主なリソースとしては： 
o 教習パッケージおよび教習教材 
o 対話形式の座学授業区域、実習⽤の技⼯および臨床区域、⾞椅⼦の移動教習区域からなる教習施設 
o 最低要件を満たす⾞椅⼦の、確実な供給 
o ⾞椅⼦供与の経験がある教習員 
o 授業に参加する意思のある⾞椅⼦ユーザー 
 

4.2 教習の要件 

本節では、紹介・相談ネットワーク職員、および⾞椅⼦サービス事業の管理・臨床・技術・教習業務を
直接果たす者への教習要件について述べる。これらさまざまな業務の詳細は 3.4節、推奨する教程内容
は 4.3節を参照。 

4.2.1 紹介・相談ネットワーク 
紹介・相談ネットワーク組織の職員（例えば地域、地区、地⽅レベルで働く、保健・リハビリテーショ
ン職員やボランティア）への基礎的教習は、紹介・相談ネットワークの効果を⾼める。理想的には、紹
介・相談者へ施す教習では以下を組み合わせるとよい： 
o 必須の（全紹介・相談者に状況を問わず関わる）知識および技能。例えば、⾞椅⼦サービス事業へ紹

介・相談されるのが有益な⼈を⾒極める能⼒や、地域の⾞椅⼦ユーザーを⽀援する最良のやり⽅への
理解など。 

o 現地情報。例えば現地の⾞椅⼦サービスの運営に精通すること、現地で⼿に⼊る製品への知識など。 
 
紹介・相談ネットワーク職員へ教習を授けるには、さまざまなやり⽅がある。 

o ⾞椅⼦サービス事業で「紹介・相談ネットワーク教習」を主催し、サービス事業の臨床、技術、場合
によっては教習担当職員が実施に当たる。こうした教習は、そのサービス事業の紹介・相談ネットワ
ークを強化し、紹介・相談者と⾞椅⼦サービス職員との協⼒関係を強化する機会をもたらす。 

o 既存の保健・リハビリテーション従事者向け教習プログラムに、全員向けの基礎的⾞椅⼦紹介・相談
［教習］を盛り込む⼿もある。これはプログラム修了者全員の、⾞椅⼦ユーザーのニーズ、ユーザー
を紹介・相談する⽅法、地域のユーザーを⽀援する⽅法への意識を⾼める。教習では⾞椅⼦サービス
の機能、および事前評価・処⽅・ユーザー教習・フォローアップの意義を押さえるべきである。 
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どちらの取り組みでも、教習準備の節約には、紹介・相談ネットワーク職員に必要な必須知識を押さえ、
またパッケージを調整して現地向け知識を盛り込む指針を備えた教習パッケージを作成するとよい。 
 

4.2.2 ⾞椅⼦サービス供与者の業務 

管理職 
管理者に求められるのは、財務や⼈事の管理など、サービス管理の⼀般的技能である。これらの技能は
⾞椅⼦サービス供与に限ったものではなく、管理業務の教習機会はあちこちにある。⼀般的管理技能に
加えて⾞椅⼦サービス管理者に求められるのは、⾞椅⼦供与全般への深い理解である。そうした理解が
あってこそ、管理者はサービス職員を⽀援し、⾞椅⼦サービス事業を広報し、サービスの有効性を評価
できる。 

⾞椅⼦サービス事業管理者のための短期教程があれば、⾞椅⼦サービス事業の発展にとって貴重な財産
である。こうした教習には、⾞椅⼦供与・資⾦調達・紹介・相談ネットワークの構築・⾞椅⼦サービス
事業の評価といった要素を盛り込むべきである。 

臨床および技術職 
受講者選び：教習を受ける候補者選びは、柔軟かつ既存のリハビリテーションや保健医療の⼈員構成と
調和すべきである。理想的には、教習は形式的な参加資格のみによらず幅広い経歴の応募者へ開かれて
いることが望ましい。とはいえ、教習が認証されるためには該当する教習基準に従わねばならない場合
もあろう。 

可能な限り考慮すべき参加条件： 
o 候補者の、⾞椅⼦ユーザーおよび⾞椅⼦供与に関わる現場での実践経験。 
o これまでに受けた⾮公式の教習。 
o これまでに修めた公教育の⽔準。 
o あらゆる保健医療サービス提供の経験。 
 
質の⾼い教習と⽀援が受けられれば、さまざまな専⾨職/臨床職/技術職の経歴を持つ職員が、ほとんど
のユーザーに対して、⾞椅⼦供与で要求される任務を⽴派に果たせる。コラム 4.4 ではありうる候補者
について述べる。重要な留意事項だが、⾞椅⼦サービスの技術職には直接ユーザーに関わる⼈材が求め
られる。したがって、技術分野の教習を受けるよう選ばれる⼈には、技⼯的技能のみならず⼈と接して
働く技能が必要だ。すべての候補者には、⺟語のきちんとした読み書き能⼒が必要である。 

 
コラム 4.4 専⾨/臨床/技術の教習を受ける候補者 
§ 地域に根ざしたリハビリテーション職員およびボランティア。 
§ ⾞椅⼦サービス職員で、教習を受けた経歴や学歴がない⼈。 
§ 有資格の看護師・理学療法⼠・作業療法⼠・義肢装具⼠・医師その他の保健・リハビリテーション
従事者。 

§ ⾞椅⼦ユーザーで、他のユーザーへ臨床業務で関わることに関⼼がある⼈。 
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臨床職は医療やパラメディカル、リハビリテーション専⾨職の資格があり、解剖学・⽣理学・さまざま
な健康障害・リハビリテーションのニーズ・可能な解決策に通暁していればなおよい。臨床職が⾞椅⼦
ユーザーへ注⼒する⼀⽅、技術職はより⾞椅⼦に注⼒し、適切なサイズ・部材の選択、組み⽴てや必要
な改造などを⾏なう。 

複雑なニーズがあるユーザーへの⾞椅⼦供与教程を受ける候補者は、作業療法・物理療法・義肢装具な
どの学位か認証を必ず受けていなければならない。これらは、そうしたユーザーのニーズを満たすため
に必要な深い知識を授ける。あるいは⾞椅⼦サービスで臨床職または技術職として働き、著しい能⼒を
あらわした職員であれば、こうした教習をこなせよう。 

能⼒に基づいた教習 
効果的な教習プログラムとは、臨床および技術職員が業務を安全かつ効果的に果たすために要求される、
知識や技能の育成に焦点を合わせたものである。⾞椅⼦サービス提供に携わる臨床および技術職員に求
められる能⼒の⼀覧表で、関係者が合意したものがあれば、これら職員への⼀貫した教習プログラムを
開発する⽀えとなる。表 4.2 に、基礎・中級・上級の三段構えで能⼒への提案をまとめた。 
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表 4.2 ⾞椅⼦サービス提供における、基礎・中級・上級レベルの臨床および技術的能⼒ 

サービス 
提供レベル 臨床職 技術職 
基礎 ニーズが基礎的（改造や姿勢⽀持が不要）

なユーザーへの事前評価・処⽅・フィッテ
ィング・フォローアップを実施できる。 
⾞椅⼦の改造や姿勢⽀持が必要なユーザ
ーを⾒極めて紹介・相談ができ、⾞椅⼦供
与後はそのユーザーをフォローアップで
きる。 
紹介・相談ネットワーク職員へ、⾞椅⼦供
与の基礎教習を実施できる。 
個々のユーザーの記録（対象者ファイル）
を付けられる。 

ニーズが基礎的なユーザーへの、チームに
よる事前評価・処⽅・フィッティング・フォ
ローアップに参加できる。 
⼿動⾞椅⼦を、製造者の指⽰および所定の
部材に合わせて（改造しないで）組み⽴て
または設定ができる。 
⾞椅⼦や姿勢⽀持部の改造の⼀部を、スー
パーバイザーの指⽰に従い実施できる。 

中級 基礎的⾞椅⼦、改造した⾞椅⼦、姿勢⽀持
を加えた⾞椅⼦が必要なユーザーへの事
前評価・処⽅・フィッティング・フォロー
アップを実施できる。 
複雑な座位保持が必要なユーザーを⾒極
められ、⾞椅⼦の供与後はそのユーザーを
フォローアップできる。 
紹介・相談ネットワーク職員へ、⾞椅⼦供
与教習を実施できる。 
基礎的⾞椅⼦供与について、臨床職員への
教習・スーパービジョン・⽀援ができる。 
個々のユーザーの記録（対象者ファイル）
を付けられる。 

基礎的⾞椅⼦、改造した⾞椅⼦、姿勢⽀持
を加えた⾞椅⼦が必要なユーザーの、チー
ムでの事前評価・処⽅・フィッティング・フ
ォローアップに参加できる。 
処⽅されたニーズを満たすための改造部の
設計と⽣産あるいは組み⽴てを含む、⼿動
⾞椅⼦の組み⽴ておよび設定ができる。 
紹介・相談ネットワーク職員へ、⾞椅⼦供
与の基礎教習を実施できる。 
基礎的⾞椅⼦供与について、技術職員への
教習・スーパービジョン・⽀援ができる。 

上級 最も複雑なニーズを持つ⼈を含む、あらゆ
るユーザーへの⾞椅⼦供与サービスチー
ムを率いることができる。 
記録管理、サービス開発、下位資格職員へ
のスーパービジョンなど、⾼い⽔準のプロ
意識をもって働ける。 
あらゆるレベルの⾞椅⼦サービスの臨床
職員へ、教習を開発し実施できる。 

単独で、あるいは⾞椅⼦サービスチームの
⼀員として、ユーザーのニーズへの全⾯的
な事前評価を実施できる。 
最も複雑なニーズを持つ⼈を含むあらゆる
ユーザーへ、ニーズを満たす適切な製品を
⾒極めるか、個別製作品を設計して作れる。 
記録管理、R&D、品質管理、サービス事業
の⼯房と技術者へのスーパービジョンな
ど、⾼い⽔準のプロ意識をもって働ける。 
あらゆるレベルの⾞椅⼦サービスの技術職
員へ、教習を開発し実施できる。 
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4.2.3 教習員 

教習プログラムの開発 
⾞椅⼦サービス提供で働く教習員には、さまざまな障害や慢性疾患の知識が要求される。⾞椅⼦を使う
ことが有益なのはだれか、どんな種類の⾞椅⼦がどんな⼈に最適なのか理解している必要がある。また、
⼆次的な変形や合併症の予防⽅法への明確な理解、および障害⼀般と環境要因への幅広い理解も必要で
ある。教習員には⾞椅⼦の取り扱い・効果的なコミュニケーション・教習を施す技能・障害者の権利に
関する知識も求められる。 

⾞椅⼦ユーザーと教習実施 
活動的な⾞椅⼦ユーザーは、実物のユーザーができるところを演⽰することで、⾞椅⼦の移動技能や移
乗を効果的に教えられる。また、⾞椅⼦ユーザーは受講者へ、⾃分が初めて⾞椅⼦を⼿にした時の様⼦、
教習や指導で何が最も有益だったか、あるいは何があれば最も有益だったのにと思うか説明できる。 

コラム 4.5 アフリカでの⾞椅⼦サービス提供教習 
アブドゥッラー・ムニシュは、2000年に交通事故で脊髄
損傷を負い、タンザニア連合共和国のキリマンジャロ・
キリスト教医療センターに８か⽉近く⼊院した。それは
フラストレーションに満ちた時間で、⾃分が⼆度と歩け
ないことを悟るのは、かれにとって世界の終わりも同然
だった。療法⼠から⾞椅⼦技能技術者になる教習を受け
る機会があることを聞き、それがかれの希望の光となっ
た。療法⼠や⽀援者からの協⼒で、タンザニア整形外科
技能技術者教習センター（TATCOT）での 1 年間の「⾞
椅⼦技能技術者教習コース」に参加した。 
この教程は国際義肢装具学会（ISPO）が認定し、⾞椅⼦
⽣産の技能、さらに解剖学と⽣理学、さまざまな障害の病理学、製図、製造所管理、障害学を教わる。
ここでアブドゥッラーは⽣産技能の研鑽を積み、対象者への事前評価のやり⽅と適正な⾞椅⼦の処
⽅、さらに⼩規模事業を営むために必要な管理技能の基本を学ぶことができた。 
アブドゥッラーは教習についてこう語る。「⾞椅⼦の⽣産と流通について、あんなに勉強しなきゃい
けないとは思いもしなかったなあ。いまは質のいい⾞椅⼦を作れるだけでなく、⾞椅⼦を、使う⼈に
とって適正なものにできる。勉強すればするほど、⾞椅⼦供与は複雑な課題なんだ、だからつねに腕
を上げ、知識を増やさなきゃいけないってことが、ますます判ってくるんだ。例えば座位保持、また
⾃分の設計やサービスを良くし続けて⾏くためにも、さらに知識が必要だね。」 
アブドゥッラーは 2001 年にコースを修了し、⾞椅⼦技術者としてキリマンジャロ・キリスト教医療
センターに就職した。かれの最初の課題は院内に⾞椅⼦⼯房を⽴ち上げることで、完成に⼀年近くを
要した。以来、かれと同僚たちは適正な⾞椅⼦を⽣産し、キリマンジャロ地域に住む⼈びとに⾞椅⼦
サービスを供している。アブドゥッラーは TATCOTおよび作業療法⼠養成⼤学で、学⽣に⾞椅⼦技能
と障害者問題を講じている。キリマンジャロ脊髄損傷者協会では、ピア教習員として他の会員へ教習
を施している。アブドゥッラーは⽶国マサチューセッツ⼯科⼤学の、開発途上国向けの⾞椅⼦設計に
関する客員講師でもある。 
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4.3 教程の単位および内容 

4.3.1 教程の単位 
本ガイドラインでは、必要性および利⽤できるリソースを考慮して、職員教習は基礎および中級レベル
のみに絞っている。表 4.3 に、この２レベルの⾞椅⼦サービスに携わる職員への、教程単位案の概観を
⽰す。教習・臨床・技術各職の単位は基礎・中級の連続した２レベルで構成している。教習を単位とし
て施す必要はないが、同じ教習単位を⼀度に複数のグループへ施すと効率的な場合もあろう。 

 
表 4.3 基礎・中級レベルの⾞椅⼦サービスで、各業務を果たすための教習単位案 
 

業務 

レベル 
紹介・相談ネット

ワーク 
管理 教習 臨床 技術 

基礎 1. ⾞椅⼦ユーザー・
⾞椅⼦・ 
⾞椅⼦サービス 
（紹介・相談者向け） 

2. ⾞椅⼦ユーザー・
⾞椅⼦・ 
⾞椅⼦サービス 
（管理者向け） 

3. ⾞椅⼦ユーザー・⾞椅⼦・⾞椅⼦サービス - I 

 4. ⾞椅⼦サービス ‒ I
（臨床職向け） 

5. ⾞椅⼦サービ
ス（技術職向け） 

6. 保健医療 - I  
  7. 教習技能 

  8. ユーザー教習 - I  

中級   9. ユーザー教習 - II  
   10. 保健医療 - II  

   11. ⾞椅⼦ユーザー・⾞椅⼦・ 
⾞椅⼦サービス - II 

   12. ⾞椅⼦サービス - II
（臨床職向け） 

13. ⾞椅⼦技能 
技術 

 

4.3.2 教程内容 
教程単位に推奨する内容を、以下に述べる。別々の単位で同じ内容を述べている場合もあるが、それぞ
れの単位がカバーする範囲は、各業務のニーズによって変わってくる。 

中級を取る受講者は、基礎レベルを修了したか、そのレベルの能⼒をじゅうぶん発揮できる⼈でなけれ
ばならない。推奨した教程内容は絶対ではなく、むしろ教習パッケージやプログラムの開発者の⽬安と
なることを意図している。単位や内容を、表 4.3や下に列記した順番通りに教える必要はない。 

⼀般的管理業務（例えば⼈事や予算管理）教習、および⼀般的技⼯（例えば⼯具および⼯作機械、⼯房
での安全、品質管理、在庫管理）教習は、単位に含めていない。  
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単位 1. ⾞椅⼦ユーザー・⾞椅⼦・⾞椅⼦サービス（紹介・相談者向け） 
推奨内容：⾞椅⼦ユーザー、⾞椅⼦、機能障害、⾞椅⼦に関連する健康問題、⾞椅⼦サービス供与概論、受
講者の地元における⾞椅⼦供与。 

単位 2. ⾞椅⼦ユーザー・⾞椅⼦・⾞椅⼦サービス（管理者向け） 
推奨内容：⾞椅⼦ユーザーのニーズ、⾞椅⼦、⾞椅⼦サービスの概要、⾞椅⼦サービスの費⽤・資⾦調達、
⾞椅⼦サービスの職員・施設、⾞椅⼦サービスの広報、サービスのモニタリングと評価、順番待ちリストの
管理。 

単位 3. ⾞椅⼦ユーザー・⾞椅⼦・⾞椅⼦サービス - I 
推奨内容：⾞椅⼦ユーザー序論、機能障害、姿勢、⾞椅⼦序論、クッション序論、⾞椅⼦による移動序論、
紹介・相談ネットワーク、事前評価・処⽅・フィッティング・ユーザー教習・フォローアップ・修理および
メンテナンス序論、サービス評価序論。 

単位 4. ⾞椅⼦サービス ‒ I（臨床職向け） 
推奨内容：さまざまな姿勢の益と危険、事前評価および処⽅、フィッティング、フォローアップ、品質検査、
サービス評価。 

単位 5. ⾞椅⼦サービス（技術職向け） 
推奨内容：さまざまな姿勢の益と危険、事前評価および処⽅、⾞椅⼦の組み⽴て、フィッティング、フォロ
ーアップ、修理およびメンテナンス、品質検査、サービス評価。 

単位 6. 保健医療 - I 
推奨内容：衛⽣と褥瘡予防に重点を置いた、保健医療の諸課題。 

単位 7. 教習技能 
推奨内容：プレゼンテーション技能。 

単位 8. ユーザー教習 - I 
推奨内容：⾞椅⼦移動・移乗の基礎、健康の⾃⼰管理、⾞椅⼦の取り扱いとメンテナンス、環境への適合。 

単位 9. ユーザー教習 - II 
推奨内容：⾼度な⾞椅⼦移動・移乗 

単位 10. 保健医療 - II 
推奨内容：ケア、管理、リハビリテーションに重点を置いた、保健医療の諸課題。 

単位 11. ⾞椅⼦ユーザー・⾞椅⼦・⾞椅⼦サービス - II 
推奨内容：⾞椅⼦ユーザー、機能障害、⼈体解剖学、通常の・異常な姿勢、⾞椅⼦の種類および部材、⾞椅
⼦クッション、⾞椅⼦移動、紹介・相談ネットワーク、紹介・相談者への教習、サービス評価法。 

単位 12. ⾞椅⼦サービス - II（臨床職向け） 
推奨内容：クッションの処⽅、クッションの性能評価、地元の紹介・相談ネットワーク、臨床職のための事
前評価・処⽅・フィッティング・ユーザー教習・フォローアップ中級、臨床職員への⽀援・スーパービジョ
ン、臨床サービス評価のまとめ⽅。 

単位 13. ⾞椅⼦技能技術 
推奨内容：⾞椅⼦設計、クッションの改造、基礎的クッションおよび除圧クッションの構造、⾞椅⼦の下準
備および改造、姿勢⽀持部の製作、技術職のための事前評価・処⽅・フィッティング・ユーザー教習・フォ
ローアップ中級、技術職員への⽀援・スーパービジョン、⼯房の管理、技術サービス評価のまとめ⽅。  
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まとめ 

o 効果的な⾞椅⼦供与には、⾞椅⼦供与の知識と技能を備えた職員が必要です。 

o 教習の機会や取り組みを開発する際には、 

• 時間をかけて、教習を受ける適切な候補者を⾒極め、 
• 可能であれば障害者、とりわけ⾞椅⼦ユーザーを優先し、 
• 既存のリハビリテーション教習プログラムと連携する可能性を追求し、 
• 統合型あるいは専修型教習のために、単位および教習パッケージを開発し、 
• 教習が認証される途を追求し、 
• 現地教習員の⼒量を育てるべきです。 

o 紹介・相談ネットワーク職員、および⾞椅⼦サービス事業の管理・臨床・技術・教習の各職には、そ
れぞれ違う種類の教習が必要です。 
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5 政策および計画策定 
 

 
…持続可能な⾞椅⼦供与を実施するために 

 
 

政策および計画策定のガイドラインでは： 

o ⾞椅⼦供与の計画策定および実施における、主要な
活動を紹介し、 

o ⾞椅⼦供与の費⽤⾒積もりおよび資⾦調達の⽅策
を提案し、 

o ⾞椅⼦サービス事業と他部⾨との連携を提案する。 
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コラム 5.1 

⾞椅⼦は⼈⽣を変える... 

フィリピンの⾞椅⼦ユーザーの証⾔ 

ミシェルはフィリピンの辺地、ひなびた
マスバテ島で暮らしている。彼⼥は 20
歳、⽣まれつき両脚がなく、腕は⽚⽅だけ
である。普通の⾞椅⼦はこげないため、ミ
シェルは⼈⽣のほとんどを⾞椅⼦なしで
過ごしてきた。移動するには、⽚腕と胴体
で「歩く」しかなかった。 

2005年、ミシェルは⺠⽣委員から、国際
NGOが運営する、移動⾞椅⼦サービスへ
紹介された。そのサービスチームは、ミシ
ェルの役に⽴つ⾞椅⼦とは、⽚腕で操作
でき、荒れた地⾯に適し、町へ出るために
公共交通機関に載せて簡単に運べるもの
でなければならないと考えた。このサー
ビスチームと連携して操業している地元
の⾞椅⼦⼯場が、そうした仕様の⾞椅⼦
をつくり出すことができた。 

いまミシェルは⾞椅⼦を⾃分でこげ、もう地⾯を這って回る必要はない。彼⼥は⾞椅⼦で教会に通い、
社交を楽しみ、バスケットボールに興じる。何より重要なことには、ミシェルには熱い起業家精神が
あり、家族の暮らし向きをもっと良くしようとしている。移動性の向上は、彼⼥のそうした機会をい
っそう⾼めた。 

 

証⾔ 
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5.1 はじめに 

⽬的および成果 

政策および計画策定ガイドラインの⽬的は、費⽤対効果に優れた持続可能な⾞椅⼦供与政策を策定し、
施⾏することである。このガイドラインの実施によって可能になることは： 
o 国レベルの⾞椅⼦政策を策定する。 
o 確定されたニーズに基づき、全関係者と協働して、国レベルの⾞椅⼦供与プログラムを作成する。 
o ⾞椅⼦サービス事業を、既存の保健・リハビリテーションサービスに統合する。 
o ⾞椅⼦供与に関する、国の基準を策定する。 
o 費⽤を算出し、財源を確⽴する。 
o ⾞椅⼦供与を、社会の既存の部⾨や制度と連携させる。 

関係者およびリソース 

o 政策および計画策定に参画する関係者には、政策の⽴案者・企画者・実施者、⾞椅⼦の製造者や供給
者、⾞椅⼦サービス供与者、障害者団体、⾞椅⼦ユーザーなどがある。 

 

5.2 政策 

5.2.1 政策の策定 
国の⾞椅⼦供与政策は、⾞椅⼦ユーザーが、安全性・強度・耐久性の最低要件を満たし、⾃分の個別ニ
ーズに対して適正な⾞椅⼦を⼿に⼊れられるようにする。さらに、⾞椅⼦ユーザーのニーズへの適切な
評価⽅法と、ユーザーや介助者への⾞椅⼦の使⽤・⼿⼊れ⽅法の教習の施し⽅を知っている、きちんと
教習を受けた職員によって⾞椅⼦が供与されるようになる。 

国の政策策定に当たっては、以下の分野を検討するよう推奨する： 
o 関係する国際政策が取り上げている課題（5.2.2節を参照） 
o 設計、供給、サービス提供、教習、⾞椅⼦ユーザーの参画（5.2.3節を参照） 
o 資⾦調達（5.4節を参照） 
o 他部⾨との連携（5.5節を参照） 
 
⾞椅⼦供与が遊離した政策にならないよう、⽀援機器供与の⼀般的政策に⾞椅⼦を含めてもよい。しか
し、⾞椅⼦供与に関連した具体的課題については、追加政策⽂書で述べる必要があるかもしれない。 
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5.2.2 国際政策 
⾞椅⼦供与に関連する、⼆⼤国際政策⽂書は： 
o 「障害者の権利に関する条約」および 
o 「障害者の機会均等化に関する基準規則」である。 
 

障害者の権利に関する条約 
「障害者の権利に関する条約」は 50か条からなる。特に第 4・20・26・32条が、⾞椅⼦供与に当ては
まる（コラム 5.2参照）。 

コラム 5.2 「障害者の権利に関する条約」第 4・20・26・32条 
第 4条 ⼀般的義務 
1 締約国は、障害に基づくいかなる種類の差別もない、すべての障害者のあらゆる⼈権および基本的
⾃由の完全な実現を保証し、また促進することを約束する。この⽬的のために、締約国が約束するこ
とは： 
(a) この条約が認める権利を実施するための、⽴法、⾏政その他のすべての適切な施策を講じる。 
（略） 
(g) 障害者に適した、情報通信技術、移動補助具、⽀援機器、⽀援技術などの新技術について、研究
開発を実⾏または推進し、またその⼊⼿しやすさと利⽤とを増進し、そこでは価格が⼿ごろな技術を
優先する。 
(h) 障害者へ、新技術を含む移動補助具、⽀援機器、⽀援技術についての利⽤しやすい情報を、他の
形態の⽀援、⽀援サービス、施設と並んで供する。 
(i) この条約が認める権利について障害者と協働する専⾨家および職員への研修を推進し、それらの
諸権利が保証する⽀援およびサービスが、よりよく供されるようにする。 
 
第 20 条 個⼈的移動性 
締約国は、最⼤限に⾃⽴した個⼈的移動を障害者へ保証するための実効ある施策を講じ、以下のこと
などを⾏なう： 
(a) 障害者の、⾃分が選んだ⽅法で、⾃分が選んだ時に、⼿ごろな費⽤で⾏なう個⼈的移動を容易に
する。 
(b) 質の⾼い移動補助具、補装具、⽀援技術、⼈や動物による⽀援、仲介サービスを、障害者が利⽤
しやすくなるようにし、とりわけ⼿ごろな費⽤でこれらが⼿に⼊るようにする。 
(c) 障害者、および障害者と協働する専⾨職員に対して、移動技能の研修を提供する。 
(d) 移動補助具、補装具、⽀援技術の⽣産に当たる事業体が、障害者の移動についてのあらゆる側⾯
を考慮するよう奨励する。 
 
第 26条 ハビリテーションおよびリハビリテーション 
（略） 
3 締約国は、障害者のために設計された⽀援機器および⽀援技術について、ハビリテーションおよび
リハビリテーションと連携するため、それらの⼊⼿しやすさ、知識、利⽤を増進する。 
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第 32条 国際協⼒ 
1 締約国は、この条約の⽬的および⽬標の実現への各国の取り組みを⽀援するうえでの、国際協⼒お
よびそれを増進することの重要さを認識し、これに関する⼆国間や多国間、また適切であれば関連す
る国際的および地域的な機関、市⺠社会、とりわけ障害者団体との連携による、適正かつ実効ある施
策を講じる。その施策には、以下のことなどがある： 
（略） 
(b) 例えば、情報、経験、教習プログラム、最良の実践例の交換や共有を通じた能⼒育成を促し、か
つ⽀援する。 
（略） 
(d) 適切であれば、アクセスしやすい技術や⽀援技術の利⽤および共有の促進や、技術移転を通じた
援助などの、技術的および経済的⽀援を供する。 

 

障害者の機会均等化に関する基準規則 
「障害者の機会均等化に関する基準規則」は 22 の規則からなる。平等な参加への前提条件に関しては、
規則 3・4が⾞椅⼦供与に当てはまる（コラム 5.3参照）。 
 
コラム 5.3 障害者の機会均等化に関する基準規則 3・4 

規則 3 リハビリテーション 規則 4 ⽀援サービス 

「国は、障害者が⾃⽴および機能の最適なレベル
に到達し、それを維持できるために、障害者への
リハビリテーションサービス提供を保証すべき
である。」 

「国は、障害者への、⽀援機器などの⽀援サービス
の開発および供給を保証し、障害者が⽇常⽣活に
おける⾃⽴の⽔準を⾼め、⾃らの権利を⾏使する
ことを⽀援すべきである。」 

 

実施⽅策に関しては、規則 14・19・20が当てはまる（コラム 5.4参照）。 
 
コラム 5.4 障害者の機会均等化に関する基準規則 14・19・20 
規則 14 政策の⽴案と企画 規則 19 職員教習 規則 20 モニタリングと評価 
「国は、すべての関連する政策
⽴案および国の計画に、障害の
諸部⾯が含まれるようにする。」 

「国は、障害者に関わるプログラ
ムやサービスの計画策定や提供
に携わる、あらゆるレベルの職員
への充分な教習を保証する責任
を負う。」 

「国は、障害者の機会平等に関わ
る、国のプログラムやサービスの
実施に対する継続的なモニタリン
グと評価を⾏なう責任を負う。」 

 
上の条約および基準規則がともに明記している通り、政府には⾞椅⼦供与に対する第⼀の責任がある。
したがって、⾞椅⼦供与が国の⽅策の不可分な⼀部となることを推奨する。 
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5.2.3 ⾞椅⼦供与における個別課題 
基礎となる⾞椅⼦供与政策の策定に当たって、検討すべき５つの分野がある。 

1. 設計 
⼀⼈ひとりに、⾃分にとって最良の⾞椅⼦設計を決定する、個⼈的な、または環境による独⾃の集合的
ニーズがある。⾞椅⼦ユーザーのニーズはたいへん多様であるため、ただ⼀通りの⾞椅⼦設計が、あら
ゆる状況のあらゆるユーザーに適することはありえない。政策への推奨事項は： 
o 数種類の⾞椅⼦を⽤意するようサービス供与者に義務づけ、各々のユーザーが⾃分のニーズを満た

す⾞椅⼦を受け取れるようにする。 
o ⾞椅⼦が安全で⻑持ちし、地域でメンテナンスできるよう国の最低要件を規定する（第２章を参照）。 

2. ⽣産および供給 
⾞椅⼦の⽣産と⼊⼿には、さまざまなやり⽅が可能である。⾞椅⼦は強度・耐久性・使⽤する状況への
適合性を試験すべきである。⾞椅⼦を⽣産・⼊⼿するやり⽅は、決定する必要がある（第２章を参照）。
政策への推奨事項は： 
o 可能な財源、⻑期的な供給の持続可能性、地域の経済発展、地域の⾞椅⼦供与インフラへの影響と関
連する、⾞椅⼦へのニーズ全体に取り組む。 

o 最低限のガイドラインに沿った⾞椅⼦の査定を奨励する。 
o ⾞椅⼦の選択に、⾞椅⼦ユーザーおよびサービス供与者が参加するよう奨励する。 
o 関連課題についての国の政策、例えば地域⽣産や地域雇⽤への⽀援を考慮に⼊れる。 

3. サービス提供 
⾞椅⼦サービス供与者は、ユーザーと⾞椅⼦製造者とを橋渡しする重要な役割を担う。かれらによって、
個々のユーザーへの適正な⾞椅⼦供与が可能になるのである。かれらは、⾞椅⼦ユーザーのニーズにつ
いて教育や教習を施し、また継続的⽀援や他のサービスへの紹介・相談を供する。政策への推奨事項は： 
o ⾞椅⼦ユーザーのエンパワーメントと選択を推進する(1)。 
o 適切なサービス提供システムを通した、⾞椅⼦の供与を義務づける。 
o すべての⾞椅⼦サービス供与者へ、⾞椅⼦の⼊⼿しやすさ、処⽅、フィッティング、ユーザー教習、

フォローアップサービス（第３章を参照）について、推奨する実施内容に従うよう義務づける。 
o ⾞椅⼦サービス供与者へ、そのサービスにおいて透明性、公正な価格設定、モニタリングと評価を実
践するよう義務づける。 

4. 教習/⼈材育成 
⾞椅⼦供与に参画するすべての職員への教習（第４章を参照）によって、サービス提供が、国が認める
⽔準に保たれる。政策への推奨事項は： 
o ⾞椅⼦供与の開発と実施に直接関わるすべての⼈、例えば設計・⽣産・試験・サービス提供に携わる

⼈びとが、教習を受けられるよう奨励する。 
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5. 資⾦調達 
基礎的な⾞椅⼦供与の上記４分野には、それぞれ資⾦が必要である。さまざまな資⾦調達⽅策について
は 5.4節で述べる。いっぱんに、⾞椅⼦の設計・⽣産・供給・⾞椅⼦サービス提供・職員教習の費⽤は、
他の⽅法でまかなわない限り、供与する⾞椅⼦の価格に転嫁される。政策への推奨事項は： 
o 資⾦調達のしくみを明⽰する。 
o 資⾦供与の適格条件を設定する。 
o 制度の下で資⾦供与される⾞椅⼦およびサービスの、カテゴリーおよび基準を特定する。 
o ⾞椅⼦ユーザーのエンパワーメントと選択を推進する。 
 

政策で検討する、その他の⽀援のしくみ 
他に政府が検討できることとしては： 
o ⾞椅⼦製造に使⽤する原材料への輸⼊関税を免除する。 
o ⾞椅⼦が国内で⼊⼿できない場合、⾞椅⼦への輸⼊関税を免除する。 
o ⾞椅⼦や関連サービスを供与する国内 NGOや障害者団体を、助成⾦の直接供与や、国内・国際 NGO、

財界その他の関係者との関係づくりの促進を通じて⽀援する。 
o 競争⼊札の募集、融資、研修助成などを通じて、⺠間の⾞椅⼦製造事業を⽀援する。 
o サービスの計画や実施におけるあらゆる段階への、⾞椅⼦ユーザーの参加を推進する。 
o 移動・⾃⽴・参加の向上に対する建築上の障害物を取り除くことによって、優れた⾞椅⼦への関⼼・

使⽤・需要を促す。 
o ⾞椅⼦供与およびそれに直結する課題（例えばアクセスしやすい環境や、アクセスしやすい交通⼿段
など）を、国の他の政策にも含める。 

 

⾞椅⼦供与に関するインドとアフガニスタンでの政策事例を、それぞれコラム 5.5 と 5.6 に⽰す。 

 
コラム 5.5 ⾞椅⼦供与に関する政策事例：インド1 
インドでは障害者運動と NGO によるたゆみないロビー活動の結果、1995年に障害者（の機会平等、
権利保護、完全参加）法(2) が採択された。そのロビー活動では、政府官吏との集中協議、デモ⾏進、
記者会⾒などを展開した(3)。⾞椅⼦に関しては同法の第７章で「しかるべき政府機関が、通達により、
障害者へ援助と機器を供与する枠組みを設定すること」と規定している。 

この法律に基づき、インド政府は「インド障害者⽀援制度」を導⼊し、そこでは、⽉収 160⽶ドル以
下の⼈びとは無償で⾞椅⼦を得られる。⾞椅⼦ユーザーが⽉収 161 ドル以上 250 ドル以下であれば
費⽤の 50％を負担し、⽉収 250 ドル超であれば⾞椅⼦費⽤の全額を負担しなければならない。 

  

訳注  
1  (参考) ⽂中の法律は, 本書⽇本語版の出版時点では「インド 2016 年障害者の権利法」に更新されている (英語版: 

https://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/rights-persons-disabilities-act-2016, ⽇本語訳: https://
kansai-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=4
002&item_no=1&page_id=13&block_id=21). 
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コラム 5.6 ⾞椅⼦供与に関する政策事例：アフガニスタン2 
2003年 10⽉、アフガニスタンの殉教者・障害者省は「包括的国家障害者政策」を発表した。この政
策は「すべての関係者、主に障害者の団体および⾃助グループ、 障害者関係の国内および国際 NGO、
教育省・保健省・労働・社会問題省・⼥性問題省・殉教者・障害者省（MMD）などの主要省庁、国連
プロジェクトサービス機関（UNOPS）/包括的アフガニスタン障害者プログラム（CDAP）・世界保健
機関（WHO）・国際労働機関（ILO）・国連児童基⾦（UNICEF・国連難⺠⾼等弁務官事務所（UNHCR）
など国連の関連機関、国家憲法委員会、⼤統領府などの協働により策定された」(4)。この初発の政策
は、同政策の最終⽬標達成のために策定する必要がある、より詳細で優先順位の付いた⾏動計画へと
つながるよう期待されている。この政策では、続けてこう宣⾔している： 

「⾝体障害者には、例えば整形外科リハビリテーションセンター、理学療法サービス、矯正・⽀援・
移動⽀援機器などを供与すべきである。これらのサービスは、地域住⺠が利⽤しやすいように、整形
外科治療のできる地⽅または州病院に近くなければならない。その理想的な配置は、医学教育機関の
ある都市、例えばカブール、マザール、ヘラート、カンダハル、ジャララバードなどである。将来の
サービスでは、現在不⼗分な装具の拡充を図るべきである。 

すべての対象者に、機器を⼿にする権利がある。機器は作りがよく、うまくフィットし、できる限り
現地の素材で作り、現地で修理できなければならない。適正技術を全国で標準化しなければならない。
国の規格を定めるしくみは、それにふさわしい専⾨家がMOPH（保健省）と協働でつくり出さねばな
らない。」 

 
5.3 計画策定 

⾞椅⼦供与の計画策定および実施に当たって、６つの主要な活動がある。 

1. ⾞椅⼦および⾞椅⼦サービスへのニーズを⾒極める 

⾞椅⼦へのニーズを⾒極めることは、サービス事業所と職員の必要数、およびサービス事業所の配置を
決めるために⽋かせない。またこうした事前評価は、現在使⽤中で、サービス供与の有無を問わず流通
した⾞椅⼦へのユーザー満⾜度に関する情報をもたらす(5)。統計には、⾞椅⼦ユーザー数、さまざまな
健康障害・機能障害・参加への制約の割合、これらの⼈びとの地理的位置などを盛り込むべきである。
データ収集は、地域に根ざしたリハビリテーションプログラムや障害者団体と協働すると捗ることが多
い。データを収集できないところでは、通例、⼈⼝の 1％に⾞椅⼦が必要という控えめな推計を⽤いる。 

2. 国レベルの⾞椅⼦供与を計画する 

政府には、⾞椅⼦サービス事業の計画策定・⽴ち上げ・継続的発展へ積極的に参画するよう推奨する。
また、他のリハビリテーションサービスと併せて⾞椅⼦サービスに資⾦供与することを、検討するよう
勧める。すでに政府資⾦を⾞椅⼦供与へ割り当てている場合は、⾞椅⼦サービス事業を審査し、本ガイ
ドラインの推奨事項に沿ってサービスを供与しているかどうか判定するよう推奨する。 
  

訳注  
2  (参考) ⽂中の法律⽂書は、 本章末で参考⽂献に挙げているWHO のウェブサイトで英語版を閲覧可能. 
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3. 政府および⾮政府のサービス供与者間の協働を奨励する 

可能な限り、⾞椅⼦供与に携わる国内および国際 NGO には、国の⾞椅⼦供与計画の策定や実施を⽀援
するため、当該省庁と緊密に協働するよう奨励する。協調の取れた計画があれば、リソースを最⼤限に
活⽤できるようになり、適正なサービスを必要とする⼈が、それを利⽤しやすくなる。 

4. ⾞椅⼦サービスを既存のリハビリテーションサービスに統合する 

⾞椅⼦サービスは、可能ならば、それを他のリハビリテーションや保健医療サービスに統合すると強化
される。統合によって、主要な関係者間で取り組みが調和され、保健所や職員などのリソースを最⼤限
に活⽤でき、強⼒な紹介と相談のネットワークが促進される。その好例はキリマンジャロ・キリスト教
医療センターで、そこでは多分野の医療専⾨職グループが⾞椅⼦委員会を設⽴し、⽣産・サービス提供・
流通・メンテナンスに関する課題に取り組んでいる(6)。 

紹介・相談ネットワークは、⾞椅⼦サービス事業の持続可能性にとりきわめて重要で、サービスを必要
とする⼈へ、アクセスを可能にするものだ。顧問ネットワークおよび外科医・作業療法⼠・理学療法⼠・
⾔語療法⼠・その他の専⾨家など保健医療従事者へのアクセスは、⾞椅⼦ユーザーへ適正なサービスや
機器が供与されるようにするのを助ける。これは、とりわけニーズが複雑な⼈にとって重要である。 

5. 国の⾞椅⼦供与基準を採⽤する 

国の機関および⾞椅⼦サービス供与者へ、国の基準を策定し、採⽤することを強く要請する。国の基準
では、⾞椅⼦の品質と試験、⼈材育成、サービス提供に関わる課題を取り上げねばならない。このガイ
ドラインは、基準策定の出発点となる。またモニタリングと評価を実施し、⾞椅⼦サービス事業が制定
された基準を満たしているか確認するよう推奨する。 

6. 消費者のエンパワーメント 

各国政府および国際開発機関には、可能性豊かな環境3をつくり出し⽀援することができる。⾞椅⼦ユー
ザーには、多様な製品の中から⾃分に適切なものを選ぶ機会がなければならない。こうした製品に関す
る融資や助成⾦の可能な調達先などを含む良質な情報パッケージは、ユーザーが正しい判断を下すうえ
でたいへん有⽤である。 

国の⾞椅⼦供与プログラムを策定する最良の⽅策は、当該国の⾞椅⼦サービス事業の現状、利⽤できる
リソース、サービスが満たすべきニーズによって変わってくる。⾞椅⼦供与の計画に当たって、以下の
問いを検討することが有益である。 
o ⾞椅⼦ユーザー層の特徴および具体的なニーズは何か？ 
o 利害関係者層が存在するか、そうであれば、その関⼼および意⾒は何か？ 
o ⾞椅⼦サービスが（地元の⼯房、地域に根ざしたリハビリテーション、障害者団体、その他の NGO、
⺠間セクター、政府を通して）すでに存在しているか？ 

o 公的インフラ以外の⾞椅⼦供与があるか、例えば⼤量輸⼊した⾞椅⼦の供与など？ 
o 既存のリソースで何ができるか？ 
o 資⾦調達のしくみは現状どうなっているのか？ 

訳注  
3  [原⽂] an enabling environment 



 

 120 

⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 

コラム 5.7 に、さまざまな状況に対して⾞椅⼦供与計画策定のために取りうる種々の⽅策を整理した。 

 
コラム 5.7 ⾞椅⼦供与計画策定のために取りうる⽅策 
1. 政府が、国の⾞椅⼦サービス計画⽴ち上げを望んでいる場合：政府は、関⼼を寄せる NGO
（⾮政府組織）や障害者団体、⾞椅⼦ユーザー、保健専⾨職向けの教習プログラム、WHO（世
界保健機関）や国際義肢装具学会（ISPO）などの国際機関、該当する国際 NGO と連絡を取り、
適正な国の⾞椅⼦サービス計画策定への協⼒を求めるとよい。政府は国内の義肢装具サービスに
着⽬し、それを⾞椅⼦サービス事業開発の⼟台としてもよい。また、他国の政府機関と連絡を取
り、その経験に学び、助⾔を求めてもよい。 

2. ⾞椅⼦供与はあるが独⽴した組織による⼩規模なもので、協働もされていない場合：政府、
地⽅組織あるいは国際 NGO により、その事業拡張の可能性を査定できよう。さまざまな組織の
⼈びとが参画し、協⼒して取り組むために資料センター4を設置してもよい。その資料センター
が進化し、⾞椅⼦サービス事業に関⼼を持つ組織の連合体、あるいはそれ⾃体が⼀個の独⽴した
NGO となることも可能である。 

3. 国内にさまざまな組織はあるが、⾞椅⼦サービス提供がない場合：関⼼を寄せる NGO ないし
障害者団体が、資料センターの核となりうる。その組織は、⾞椅⼦供与の経験がある適切な組織
（例：近隣国の政府機関・NGO や国際 NGO）をパートナーに定め、別に下掲シナリオ 4. の初
期段階を経る必要がある。かわりに国際 NGO がこのプロセスを始め、そこが続けて国内の NGO
や障害者団体をパートナーとして⾒出してもよい。同様の経験を経て⾞椅⼦サービス事業を⽴ち
上げた他の国や組織を⾒出し、ネットワークを築く取り組みが必要である。 

4. 国内に、組織も正規の⾞椅⼦サービス提供もない場合：国際 NGO が、⾃ら率先するか政府か
らの招聘や政府との提携により、⾸都またはその他の主要都市に資料センターを設⽴することが
可能である。その資料センターは既存のリハビリテーション機関に⼀体化させてもよい。資料セ
ンターは⾞椅⼦ユーザー、その家族や介助者、保健専⾨職への、移動へのニーズおよび移動に関
連する幅広い課題に関する重要情報の提供から始めるべきである。国際 NGO は利害関係者分析
を展開し、また⾞椅⼦を使う、あるいは必要とする⼈びとを調査して何が⽋けているのか⾒極
め、⾞椅⼦およびサービス事業へのニーズを判定すべきである。予備的な参加型研究によって、
ニーズを満たすための選択肢が明らかになろう。⾞椅⼦供与を始めるには資⾦を確保しなければ
ならない。国の⾞椅⼦サービス事業⽴ち上げへの第⼀歩として、資料センターと政府の関連部⾨
との間に協⼒関係を築く取り組みが必要である。 

  

訳注  
4  [原⽂] resource centre 
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5.4 資⾦調達⽅策 

⾞椅⼦サービス事業⽴ち上げの重要部分として、サービスの財政的持続可能性を確保するための、費⽤
⾒積もりおよび財源の確⽴がある。 

5.4.1 費⽤⾒積もり 
財政的持続可能性への第⼀歩は、⾞椅⼦サービス事業にかかる直接費および間接費を、正確に算出する
ことである。サービス提供費⽤および製品費⽤の算定は重要である。⾞椅⼦サービス事業⽴ち上げには
初期費⽤も必要だが、ランニングコストの計算に含める必要はない。⾞椅⼦サービス事業の設⽴と維持
に必要な資⾦を⾒積もるに当たり、計画策定者には、⾞椅⼦供与にかかる総費⽤を検討するよう勧める。
総費⽤とは、直接費と間接費の総計である。 

直接費 
製品 
o ⾞椅⼦の製造原価または購⼊価格 
o ⾞椅⼦の送料および輸送費  
初期サービス 
o 事前評価・発注・フィッティング・教習への⼈件費（臨床職・技術職・教習職） 
o ⾞椅⼦の発注および在庫管理の⼈件費 
o 組み⽴ておよび改造にかかる資材費および設備費 
o 消耗品費（事前評価フォーム、記録管理その他）  
フォローアップサービス 
o ⼈件費 
o メンテナンス・修理費 

間接費 
o 管理費 
o 事務費 
o 諸経費 
o ⼒量育成：サービス職員の教習  

5.4.2 財源 
多くの個⼈には、⾞椅⼦を必要としながら購⼊するゆとりがない。しかし払えようが払えまいが⾞椅⼦
が必要ならば、だれにでもそれを得る権利がある5。したがって、財政的⽀援が必要な⾞椅⼦ユーザーの
利⽤に供される資⾦が必要である。以下、さまざまな資⾦調達のしくみについて述べる。 

政府資⾦ 
政府が⾞椅⼦サービス事業に注⼒している場合、政府資⾦が通常、最も信頼できる財源である。⾞椅⼦
サービスを⺠間団体が⽴ち上げ、または供与している場合は、当該官庁との継続的な協議を⾏なうよう
推奨する。協議内容には、将来のサービス事業全体の責任を、財政的負担も含め、いつ、どのように、

訳注  
5  [原⽂] everyone who needs a wheelchair is entitled to one, regardless of his or her ability to pay for it. 
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どの程度政府が引き受けるかを確定する、⻑期計画を含むべきである。 

援助⾦ 
多くの状況で、⾞椅⼦サービス事業を始動するため、資⾦を国内外の援助者に頼る場合がある。いっぱ
んに援助⾦は短期的な性質のものであるため、政府その他の持続可能な財源への政策提⾔によって補完
されるべきである。 

委員会の運営による⾞椅⼦基⾦ 
現地に「⾞椅⼦基⾦」を⽴ち上げ、個々のユーザーへ⾞椅⼦費⽤を補助してもよい。⾞椅⼦基⾦は、資
⾦を調達し、⾞椅⼦供与のために確保した寄付⾦を公平に運⽤するための存在である。⾞椅⼦ユーザー
は、⾞椅⼦費⽤の全額あるいは⼀部の補助を基⾦委員会へ申請する。こうした基⾦には、どれくらい資
⾦援助すべきか判定するために、資⼒調査を実施するよう推奨する。政府資⾦を、⾞椅⼦基⾦を通じて
注⼊してもよい。委員会は持続可能な⾞椅⼦供与に利害を有する個⼈、例えば⾞椅⼦ユーザー、障害者
団体の代表、臨床医や技術者、政府代表者、地元有⼒者（に限定されないが）を横断した構成にすべき
である。 

⾞椅⼦ユーザーからの負担⾦6 
⾞椅⼦の購⼊に全額政府資⾦が供与されるのでない限り、どんな資⾦調達システムにも、ユーザーから
の⾃⼰負担を要素として組み込むよう推奨する。負担⾦プログラムは個々⼈への資⼒調査と併せて実施
し、ユーザーの負担が、現実の⽀払い能⼒を上回りも下回りもしないようにすべきである。ユーザーの
負担は、適正な品質の製品やサービスに対する需要も喚起する。 

貸付⾦制度は、⾞椅⼦ユーザーが⾞椅⼦購⼊資⾦を借り⼊れ、⼀定期間のうちに返済する選択肢である。
別の選択肢として雇⽤制度があり、⾞椅⼦供与と連動してユーザーへ仕事あるいは起業資⾦を得る機会
を与え、⻑期的に⾞椅⼦への⽀払いを済ませるようにする。 

寄付あるいは輸⼊された⾞椅⼦への課⾦ 
⾞椅⼦が無償で寄付される場合でも、ユーザーへ責任もって供与するには、ユーザーへのフォローアッ
プや⾞椅⼦のメンテナンスなど関連費⽤がかかる。第３章で述べた、必要な⾞椅⼦サービスをしっかり
やらないで⾞椅⼦を⼤量に輸⼊する団体には、⾞椅⼦サービス事業への⽀援⾦を課してよい。 

収⼊創出7 
⾞椅⼦サービス事業は他の製品、例えば杖、松葉杖、歩⾏器、トイレ・シャワーチェアなどの販売収益
で補助することも可能である。 

バウチャー制度 
バウチャー［利⽤券、クーポン］制度では、⾞椅⼦ユーザーは買うものを⾃分で決められる。ユーザー
は事前評価を受け、特定の機能を備えた⾞椅⼦の処⽅を受け取る。ユーザーには、処⽅に合い、安全性・
丈夫さ・耐久性の最低基準を満たす、最も安価な⾞椅⼦の額⾯でバウチャーを交付する。処⽅に合った
より⾼価な⾞椅⼦を求めるユーザーは、差額を⾃分で調達しなければならない。 
  

訳注  
6  [原⽂] contributions from users 
7  [原⽂] income generation 
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5.5 他部⾨との連携 

⾞椅⼦サービス関係者には、他の部⾨や施設との協働を奨励する。こうした連携は⾞椅⼦サービス事業
の設⽴および運営の費⽤を節約し、サービス事業の成⻑を早める。これら他部⾨の専⾨職が⾞椅⼦サー
ビスについて学べる⼀⽅、教育と教習を受けた専⾨職の関与が増えることから、⾞椅⼦サービス事業に
とっても有益である。協働は、より可能性豊かな、あるいはバリアフリーな環境、またより⾼度なイン
クルージョンと参加も促進する。 

5.5.1 保健サービスおよび地域訪問キャンペーン 
既存の保健サービスは、最⼩限の費⽤で⾞椅⼦サービスを統合できるインフラを与える。情報サービス
は拡張して⾞椅⼦を含めるようにでき、それは⾞椅⼦ユーザーの⾒極めとフォローアップを促進する。
これの利点には、あらゆるサービスが共通の場所にあること、既存の紹介・相談ネットワークの活⽤、
保健・リハビリテーション職員の意識向上などがある。保健サービスによるへき地巡回（HIV/エイズへ
の意識向上、地域に根ざしたリハビリテーションプログラム、予防接種キャンペーンなど）、また識字、
選挙⼈登録/政治参加キャンペーンその他の訪問プログラムも、⾞椅⼦サービス供与の機会になる。 

5.5.2 教育 
⾞椅⼦供与が教育部⾨と連携すれば、教習教材の開発および教習プログラムの実施が容易になる。場合
によっては、必須教科がすでに学術機関内に存在していることもある。こうした状況があれば、⾞椅⼦
供与教習を既存の教程に統合できる。同様に製造や試験の研究室があれば、⾞椅⼦の設計・⽣産・試験
が容易になる。技術や保健専攻のさまざまな⼤学⽣を募り、⾞椅⼦供与の仕事に着けることもできる。
サービス供与者は学⽣を現場へ配属し、経験を積ませることもできる。最後に、学術機関は単位認定の
⽅法を熟知しているため、国の認可を受けた単位取得を伴う⾞椅⼦供与教習を⽴ち上げるのに役⽴つ。 

障害者の権利に関する条約の第９条 a 項が述べる通り、⾞椅⼦サービス事業は教育部⾨と協働して、教
育を障害者がアクセスしやすいものにできる。⾞椅⼦とバリアフリー環境があれば、障害者は学校や⼤
学の教育へアクセスできる。学校や⼤学は最低限、アクセスしやすい教室、広い出⼊り⼝、アクセスし
やすいトイレを備えるべきである。 
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5.5.3 ⽣計 
⾞椅⼦ユーザーになったばかりの⼈には、就職するための、または就職や復職に必要な技能を⾝につけ
るための⽀援が必要であろう。障害者の権利に関する条約第 27条によれば： 

「締約国は、障害者が、他の者と平等に働く権利を有す
ることを認める。これには、障害者に開かれ、インクル
ーシブで、アクセスしやすい労働市場および労働環境に
おいて、障害者が⾃由に選択し承諾した労働によって、
暮らしを⽴てる機会を有する権利が含まれる。」 

障害者への雇⽤訓練、職業紹介プログラム、普通教育を
奨励する政策は、⾞椅⼦ユーザーの雇⽤機会を増やす。
⾞椅⼦ユーザー⾃⾝の⽣計が確保されることは、ユーザ
ーと社会の双⽅にとり有益である。雇⽤を通じて⾞椅⼦
ユーザーおよびその家族は⽣活必需品をしっかりと確保
し、経済的・社会的状況を改善できる（図 5.1 を参照）。 

図 5.1 尊厳をもって⽣きる 

 

 

「障害者の機会均等化に関する基準規則」は、⾞椅⼦ユーザーが権利とともに責務も負っていることを
指摘している。移動性によって仕事の機会が増えれば、⾞椅⼦ユーザーは社会への責務を果たすうえで、
よりよい位置に⽴てる。 

5.5.4 社会⽣活 
⾞椅⼦とバリアフリー環境があれば、障害者は社会⽣活
や地域⽣活へ、尊厳をもって容易に参加できる。地域の
社会的・精神的・⽂化的⽣活への積極的な参加は、⾞椅
⼦ユーザーの⽣活の質・⾃⼰認識・⾃尊⼼に⼤きな影響
を与える。芸術・スポーツ・余暇活動への参加とその享
受は、肯定的な⾃⼰イメージと幸福感に⼤きく寄与する
（図 5.2 を参照）。 

図 5.2 質の⾼い⽣活 
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It is likely that new wheelchair users will need help in !nding a job or acquiring the necessary skills 
to !nd a job or return to work. Article 27 of the United Nations Convention states:

Parties recognize the right of persons with 
disabilities to work, on an equal basis with others; 
this includes the right to the opportunity to gain 
a living by work freely chosen or accepted in a 
labour market and work environment that is 
open, inclusive and accessible to persons with 
disabilities.

Policies that encourage employment training, 
job referral programmes and mainstream 
education for people with disabilities can help 
to increase the employment opportunities for 
users. There are benefits for both users and 
society when users are able to secure their own 
livelihood. Through employment, users and 
their families can better secure the necessities 
of life and improve their economic and social 
situation (see Fig. 5.1.). 

The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities notes that 
users have obligations as well as rights. With mobility, and a greater opportunity for work, users 
are in a better position to ful!l their obligations to society.
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With a wheelchair and a barrier-free environment, 
a person with disability can easily participate 
with dignity in social and community life. Active 
participation in the social, spiritual and cultural 
life of a community has a strong impact on the 
quality of users’ lives and their self-perception 
and self-esteem. Both participation in and 
appreciation of the arts, sports and recreational 
activities, can greatly contribute to a positive 
self-image and well-being (see Fig. 5.2.).

Fig. 5.1. Living with dignity

Fig. 5.2. Good quality of life 
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世間、⾞椅⼦ユーザーの家族、ときにはユーザー⾃⾝が
抱く否定的意識も、ユーザーの参加を阻む障壁である。
⾞椅⼦ユーザーが意識の壁を乗り越える有効な⽅途は、
より⽬⽴ち、⾃分が社会的活動へ参加できるところを家
族、友⼈や広く世間へ⽰すことである（図 5.3 を参照）。
直接の経験を通して、⾞椅⼦ユーザーと周りの⼈びとは
ユーザーの能⼒のすべてを悟る。⾞椅⼦ユーザーには、
他の⼈びとと同じく家族を持つ権利と機会がある。じっ
さい、⾞椅⼦によって障害者およびその家族の家庭⽣活
は、より容易でストレスの少ないものになる。 

政府には、ユーザーが最⼤限に⾃⽴して機能を果たせる
ような、⾞椅⼦およびサービスへのアクセスを⽀援する
よう奨励する。⾞椅⼦ユーザーおよびその家族も、⾃分
に得る権利がある社会的給付は受け取るべきである。 

 
図 5.3 積極的な参加 

 

5.5.5 社会基盤 
バリアフリー環境は、⾞椅⼦ユーザーが⾃らの権利、機会、⾃由を⾏使し、家族の⽣産的な⼀員となり、
家族や地域への責務を全うする機会をつくり出す。⾞椅⼦供与が成功し、最適化するかどうかは、どの
国でも環境に⼤きく左右される。バリアフリー環境は⾞椅⼦ユーザーのみならず他の⼈びと、とりわけ
⾼齢者にとって有益である。アクセスしやすくなければならない社会基盤の基本的諸部⾯としては： 
o 建物、すなわち住宅および保健サービス・教育・雇⽤・銀⾏・⾏政サービスその他の公共サービスを

供する公共建築物 
o バス、鉄道、フェリーなどの公共交通機関 
o 道路、街路、歩道 
o 屋外のレストランや市場、⽔道、管井⼾、トイレなどの、⾷事・⽔・衛⽣施設 
o スタジアム、映画館、劇場、公園、公会堂、公⺠館などの⽂化・レクリエーション施設 
 
計画や建設の決定に当たる地域・地⽅・国の委員会には、じゅうぶんな知識を持つ⾞椅⼦ユーザーなど、
⾞椅⼦のアクセシビリティに精通した⼈が参加するよう推奨する。⾞椅⼦によるアクセスなどのユニバ
ーサルデザインは、⼤学課程の⼟⽊⼯学、建築学、都市計画、デザインで必修に含められる。 

コラム 5.8 スリランカの「万⼈にアクセスを」キャンペーン  
スリランカでは障害者団体連合が結成され、津波の救援・復興・開発事業における、すべての障害者
のインクルージョンと参加を推進するキャンペーンを⽀援した。その「万⼈にアクセスを」キャンペ
ーンでは、国の再建における障害者のインクルージョンを求めている。これは国をアクセスしやすく
再建する、すなわち、あらゆる公共建築物、交通機関、職場、サービス、社会基盤を、だれもがアク
セスしやすいようにするという意味である。また、障害者を国の計画に含めることでもある。 
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Barriers to participation of users include negative 
attitudes held by the public, the users’ families and 
sometimes the users themselves. An e!ective way of 
overcoming attitudinal barriers is for users to become 
more visible, demonstrating to family, friends and 
the broader public that they can participate in social 
activities (see Fig. 5.3.). Through direct experience, 
users and those around them learn the full extent 
of a user’s abilities. Users have the same rights and 
opportunities as others to have a family. In fact, a 
wheelchair makes family life easier and less stressful 
for a person with disability and his or her family.

Governments are encouraged to assist users in 
accessing wheelchairs and services that allow them 
to function as independently as possible. Users and 
their families also need to receive the social bene"ts 
to which they are entitled.

*#*#*�>c[gVhigjXijgZ
Barrier-free environments create opportunities for users to exercise their rights, opportunities and 
freedoms, to become productive members of the family and to ful"l their duties to their family and 
community. The success and optimization of wheelchair provision in any country largely depend on 
the environment: a barrier-free environment will bene"t not only wheelchair users but also others, 
especially older people. Basic aspects of the infrastructure that need to be accessible include:
t buildings, i.e. housing and public buildings providing, for example, health services, education, 

employment, banking, government services and other public services;
t public transport, such as buses, trains and ferries;
t roads, streets and footpaths;
t food, water and sanitation facilities such as open-air restaurants and markets, water taps, tube 

wells and toilets; and
t facilities for culture and recreation, for example stadiums, cinemas, theatres, parks, public halls 

and community centres.

It is recommended that experts on wheelchair accessibility, for example users with adequate 
knowledge, be represented on local, regional and national committees that determine planning 
and construction. Universal design, including wheelchair access, could be included as a requirement 
in university programmes for civil engineering, architecture, urban planning and design.

Fig. 5.3. Active participation

In Sri Lanka, a consortium of disability organizations was formed to support a campaign to promote the inclusion and 
participation of all people with disabilities in tsunami relief, reconstruction and development work. The Access for 
all campaign asks for the inclusion of people with disabilities when rebuilding the nation. This means rebuilding an 
accessible nation: making all public buildings, transport, places of employment, services and infrastructure accessible 
to all. It also means including people with disabilities in plans for the nation.

Box 5.8. Access for all in Sri Lanka
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⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 

5.6 インクルージョンと参加 

⾞椅⼦供与の究極⽬的、それはインクルージョンと参加を促進することである。移動性は、多くのばあ
い社会参加の前提である。ゆえに、個⼈的移動性を⾼める⾞椅⼦供与は、⼀国のすべての市⺠が、あら
ゆる⼈権や基本的⾃由を享受する平等な機会を得るよう保証する介⼊に、不可⽋な要素なのである。 

⾞椅⼦を⽤いる⼈びとの、インクルージョンと参加のために要求されることは： 
o バリアフリー環境、および障害者にやさしい製品およびサービス。 
o 住宅、保健医療、交通、学校、所得創出活動などの、サービスや制度全般を利⽤しやすくする。 
o 医療、リハビリテーション、⾞椅⼦やその他の⽀援機器、⽀援サービスなどの個別のサービスや制度

を利⽤しやすく、また価格を⼿ごろにする(7) 
 
⾞椅⼦供与の全関係者が⾞椅⼦供与の究極⽬的を認識し理解していること、またその理解を、持続可能
なインクルージョンと参加を保証する適切な⾏動へと変換することが重要である。低リソース状況にあ
る⼈びとの⾞椅⼦へのニーズが満たされる時、それは本⼈や家族のみならず、かれらの国をも潤すので
ある。 

 

まとめ 

o 国には、⾞椅⼦供与に対する第⼀の責任があり、それは国連の政策⽂書にも述べられています。 

o ⾞椅⼦供与政策を策定するうえで検討すべき分野には、設計、⽣産および供給、サービス提供、教習、
資⾦調達などがあります。 

o ⾞椅⼦供与を計画し実施するうえで重要な活動は： 

• ニーズの⾒極め 
• 国レベルの計画策定 
• 関係者どうしの協働 
• ⾞椅⼦サービスの、既存の保健医療やリハビリテーションサービスへの統合 
• 国の基準の採⽤ 
• ⾞椅⼦ユーザーのエンパワーメント 

o ⾞椅⼦供与を社会の他部⾨へ連携させると効果的です。 

o 社会基盤および交通システムは、すべての⼈が利⽤しやすくあるべきです。 

o ⾞椅⼦供与の究極⽬的は、インクルージョンと参加の促進です。 
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5 政策および計画策定 
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付録 A 
 
教習リソース 

組織 

Mobility India [モビリティ・インディア] 
Address: 1 & 1 “A” Cross, 2 Phase, JP Nagar, Bangalore ‒ 560 078, India 
Phone: +91-80-2649 2222 / 26597337 / 26491386 
Fax: +91-80-26494444 
E-mail: e-mail@mobility-india.org  
Web site: www.mobility-india.org 

Motivation Charitable Trust [モティベーション慈善基⾦] 
Address: Unit 2 Sheene Road, Bedminster, Bristol BS3 4EG, United Kingdom 
Phone: +44-117-966-0398 
E-mail: info@motivation.org.uk 
Web site: www.motivation.org.uk 

Prosthetics and Orthotics School [義肢装具学科] 
Address: University Don Bosco, P.O. Box 1611, San Salvador, El Salvador 
Phone: +503-291-9593 / 292-4440 
Fax: +503-291-9593, ext. 3050 
E-mail: isrigtz@es.com.sv  
Web site: www.ortotec.com 

Tanzanian Training Centre for Orthopaedic Technologists [タンザニア整形外科技能技術者教
習センター] (TATCOT) 
Address: PO Box 8690, Moshi, United Republic of Tanzania 
Phone: +255-27-2753986/7 
E-mail: tatcot@kilinet.co.tz 

Western Cape Rehabilitation Centre [⻄ケープ州リハビリテーションセンター] 
Address: Private Bag X19, Mitchellʼs Plain, 7789, South Africa  
Phone: +27-21-370 2300 
Fax: +27-21-370 2400 
E-mail: info@wcrc.co.za  
Web site: www.wcrc.co.za 

Whirlwind Wheelchair International [国際ワールウィンド⾞椅⼦] 
Address: 2111 San Pablo Avenue Unit 2956, Berkeley, CA 94702, USA 
Phone: +1-510-239-3557 
E-mail: info@whirlwindwheelchair.org 
Web site: www.whirlwindwheelchair.org  
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